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    平成２６年玉村町議会第４回定例会会議録第１号      
 

平成２６年１２月３日（水曜日） 

                                         

議事日程 第１号 

   平成２６年１２月３日（水曜日）午前９時開議 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

日程第 ３ 会期の決定 

日程第 ４ 閉会中における所管事務調査報告 

日程第 ５ 請願の付託 

日程第 ６ 陳情の付託 

日程第 ７ 承認第１０号 専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成２６年度玉村町一 

般会計補正予算（第６号）） 

日程第 ８ 議案第５５号 玉村町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支 

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め 

る条例の制定について 

日程第 ９ 議案第５６号 玉村町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に 

ついて 

日程第１０ 議案第５７号 玉村町長及び副町長の諸給与条例の一部改正について 

日程第１１ 議案第５８号 玉村町教育委員会教育長の給与条例の一部改正について 

日程第１２ 議案第５９号 玉村町職員の給与に関する条例の一部改正について 

日程第１３ 議案第６０号 玉村町国民健康保険税条例の一部改正について 

日程第１４ 議案第６１号 玉村町国民健康保険条例の一部改正について 

日程第１５ 議案第６２号 玉村町福祉医療費支給に関する条例の一部改正について 

日程第１６ 議案第６３号 玉村町公民館設置条例の一部改正について 

日程第１７ 議案第６４号 平成２６年度玉村町一般会計補正予算（第７号） 

日程第１８ 議案第６５号 平成２６年度玉村町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第１９ 議案第６６号 平成２６年度玉村町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第２０ 議案第６７号 平成２６年度玉村町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第２１ 議案第６８号 平成２６年度玉村町介護予防サービス事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２２ 議案第６９号 平成２６年度玉村町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 
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日程第２３ 議案第７０号 平成２６年度玉村町水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第２４ 議案第７１号 指定管理者の指定について（玉村町障害者福祉施設） 

日程第２５ 議案第７２号 指定管理者の指定について（玉村町老人福祉センター） 

日程第２６ 議案第７３号 指定管理者の指定について（玉村町東部スポーツ広場公園） 

日程第２７ 一般質問 

                                         

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１６人） 

        １番  原   秀 夫 君        ２番  渡 邉 俊 彦 君 

        ３番  石 内 國 雄 君        ４番  笠 原 則 孝 君 

        ５番  齊 藤 嘉 和 君        ６番  備前島 久仁子 君 

        ７番  筑 井 あけみ 君        ８番  島 田 榮 一 君 

        ９番  町 田 宗 宏 君       １０番  三 友 美惠子 君 

       １１番  髙 橋 茂 樹 君       １２番  浅 見 武 志 君 

       １３番  石 川 眞 男 君       １４番  宇津木 治 宣 君 

       １５番  川 端 宏 和 君       １６番  柳 沢 浩 一 君 

欠席議員 なし 

                                         

説明のため出席した者 

町     長 貫 井 孝 道 君 副  町  長 重 田 正 典 君 

教  育  長 新 井 道 憲 君 総 務 課 長 高 井 弘 仁 君 

経営企画課長 金 田 邦 夫 君 税 務 課 長 月 田 昌 秀 君 

健康福祉課長 小 林   訓 君 子ども育成課長 齋 藤 修 一 君 

住 民 課 長 山 口 隆 之 君 
生活環境安全 
課     長 

斉 藤 治 正 君 

経済産業課長 大 谷 義 久 君 都市建設課長 高 橋 雅 之 君 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 

金 井 満 隆 君 学校教育課長 小板橋   保 君 

生涯学習課長 井 野 成 美 君   

                                         

事務局職員出席者 

議会事務局長 石 関 清 貴 
庶 務 係 兼 
議事調査係長 

松 田 純 一 

主     査 関 根 聡 子   
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〇議長挨拶 

◇議長（柳沢浩一君） おはようございます。まず、開会に先立ちまして、皆様にご報告が１点だけ

あります。上下水道課長は、都合により今定例会中欠席となります。以上報告をさせていただきます。 

平成２６年玉村町議会第４回定例会が招集されましたところ、議員各位には年末を控え公私ともに

ご多用のところご参集をいただきましたことに対し、厚く御礼を申し上げます。 

さて、今定例会には新規条例の制定や条例の一部改正、あるいは平成２６年度の一般会計や特別会

計の補正予算など重要な議案が後ほど町長から提案されます。議員各位におかれましては、住民の負

託を受けた議会議員として、あらゆる角度から慎重なる審議を行い、適正にして妥当な審議結果が得

られるよう願うものであります。 

 また、今定例会には１１名の議員から一般質問の通告がなされておりますが、活発な議論が行われ

るものと期待するところであります。 

師走となり、寒さも日を追うごとに増し、インフルエンザの流行も予想されることから、議員並び

に町長を初め執行各位におかれましては体調にも十分留意をされ、今定例会に臨まれますようお願い

を申し上げて、開会に当たっての挨拶といたします。 

                      ◇                   

〇開会・開議 

   午前９時開会・開議 

◇議長（柳沢浩一君） ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しておりますので、こ

れより平成２６年玉村町議会第４回定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでありますが、この際町長から発言を求め

られておりますので、これを許します。 

 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） おはようございます。議長の許可を得ましたので、皆様方におわびを申し上

げます。このたびの私の資産及び所得報告書作成の件につきましては、私の認識不足により大変お騒

がせをいたしました。町民の皆様、議会の皆様には心よりおわびを申し上げます。今後は、毎年必ず

作成いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

                      ◇                   

〇日程第１ 諸般の報告 

◇議長（柳沢浩一君） 続きまして、日程第１、諸般の報告を申し上げます。 
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 初めに、監査委員から、地方自治法第１９９条第９項の規定による定期監査の結果及び財政援助団

体等監査の結果、また同法第２３５条の２第３項の規定による例月出納検査の結果が議長に報告され

ております。９月から１１月までの監査、検査の結果については、お手元に配付したとおりでありま

す。 

 また、議員派遣終了報告書が議長に提出されております。研修内容は、お手元に配付したとおりで

あります。 

                      ◇                   

〇日程第２ 会議録署名議員の指名 

◇議長（柳沢浩一君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、玉村町議会会議規則第１２７条の規定により、６番備前島久仁子議員、７番筑

井あけみ議員の両名を指名いたします。 

                      ◇                   

〇日程第３ 会期の決定 

◇議長（柳沢浩一君） 日程第３、会期の決定について。 

 本定例会の会期については、去る１１月２６日に議会運営委員会を開催し、審査をしておりますの

で、議会運営委員長の報告を求めます。 

 三友美惠子議会運営委員長。 

              〔議会運営委員長 三友美惠子君登壇〕 

◇議会運営委員長（三友美惠子君） おはようございます。平成２６年玉村町議会第４回定例会、議

会運営委員長報告を申し上げます。 

 平成２６年玉村町議会第４回定例会が開催されるに当たり、去る１１月２６日午前９時より、役場

４階会議室において議会運営委員会を開催し、議事日程を作成いたしましたので、ご報告申し上げま

す。詳細につきましては、お手元に配付してあるとおりでございます。 

 会期は、本日から１２月１１日までの９日間といたします。 

今定例会には請願１件と陳情１件、町長から提案される議案として、承認１件、議案１９件の２０議

案が予定されています。概要につきましては、日程１日目の本日は、まず初めに各委員長より閉会中

における所管事務調査報告を行います。次に、請願及び陳情の付託を行います。次に、承認第１０号

について町長から提案説明があり、質疑、討論、表決を行います。続いて、議案第５５号について提

案説明があり、質疑、討論、表決を行います。次に、議案第５６号から議案第５８号までの３議案に

ついて一括提案説明があり、質疑、討論、表決を行います。次に、議案第５９号について提案説明が

あり、質疑、討論、表決を行います。続いて、議案第６０号から議案第６３号までについて、それぞ

れ提案説明、質疑、討論、表決を行います。次に、議案第６４号から議案第７０号までの補正予算に
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関する７議案について一括提案説明があり、質疑、討論、表決を行います。次に、議案第７１号から

議案第７３号までの指定管理者の指定に関する３議案について一括提案説明があり、質疑、討論、表

決を行います。その後、一般質問を行います。質問者は３人です。 

 日程２日目は、本会議を午前９時に開議し、一般質問を行います。質問者は６人です。 

 日程３日目は、本会議を午前９時に開議し、一般質問を行います。質問者は２人です。その後午後

１時半から総務常任委員会が開催されます。 

 日程４日目、日程５日目は、土曜日、日曜日のため休会となります。 

 日程６日目は、午前９時から経済建設常任委員会が開催されます。 

 日程７日目は、午前９時から文教福祉常任委員会が開催されます。 

日程８日目は、事務整理のため休会となります。 

 日程９日目は最終日となります。午前１１時より議会運営委員会を開催し、午後１時３０分より議

会全員協議会を開催します。その後、本会議を午後２時３０分に開議し、委員会に付託された請願及

び陳情について委員長から審査報告があり、質疑、討論、表決を行います。続いて、各委員長から開

会中の所管事務調査報告及び閉会中の所管事務調査の申し出を行い、閉会を予定しております。 

 以上申し上げましたとおり、効率的かつ円滑な議会運営ができますよう各位のご協力をお願い申し

上げまして、報告といたします。 

◇議長（柳沢浩一君） 以上で議会運営委員長の報告を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 平成２６年玉村町議会第４回定例会の会期は、ただいま議会運営委員長より報告のありましたとお

り、本日から１２月１１日までの９日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日から１２月１１日までの９日間とすることに決定いたしました。 

                      ◇                   

〇日程第４ 閉会中における所管事務調査報告 

◇議長（柳沢浩一君） 日程第４、閉会中における所管事務調査報告を行います。 

 初めに、総務常任委員会の調査研究について、委員長の報告を求めます。 

 石川眞男総務常任委員長。 

              〔総務常任委員長 石川眞男君登壇〕 

◇総務常任委員長（石川眞男君） おはようございます。それでは、早速会議規則第７７条の規定に

より総務常任委員会所管事務調査報告を行いたいと思います。 

 １１月１３日の木曜日に福島県いわき市に行きまして、大規模地震、津波、原発事故への対応及び
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被災地の現状についてを視察してまいりました。出席委員は、総務常任委員会全委員と議会事務局長、

それから係長です。対応していただきましたのは、いわき市議会事務局総務議事課長山崎俊克さん、

それから室拓也さんです。 

東日本大震災から３年８カ月を経過した現在、被災地いわき市がこれまでどのような対応をしてき

たか、そして今後どのような取り組みをし、復興していこうとしているのかを調査し、大規模災害時

等の対応を学ぶことを目的に研修いたしました。 

いわき市は、面積１，２３１．３５平方キロ、そして人口は３２万６，０００人です。大震災は、

２３年の３月１１日にマグニチュード９．０、それから震度６弱ということで発生し、その後４月

１１日と１２日に大きな余震があり、この一連の流れの中で大きく被害が出ているということです。

細かいところ等が書いてありますけれども、全部説明できませんので、要約して説明させていただき

ます。人的被害が実に４２１人、行方不明者３７人です。これは、９月１５日現在ですけれども、死

亡認定済みの人です。それから、議員も１人その中には含まれています。そして、住宅被害が９万

５４１棟、全壊が７，９１７棟、大規模半壊、これが７，２８０棟、半壊２万５，２５７棟、一部損

壊が５万８７棟という数字にはなっていますけれども、実は本当にこれ見きわめが難しい、判定が非

常に難しいわけです。全壊と大規模半壊、一部損壊と半壊、どう違うのだということで、またそれを

審査する人もプロというよりなれない職員、こういったことになれていませんので、非常に苦情もあ

って、難しさにどうしても頭を悩ませるということでした。 

それで、ライフラインの寸断、とりわけ水道はほぼ市内全域で断水しました。そして、４月１０日

に９７％復旧したのですけれども、その１１日、１２日の余震のために市内全域で再び断水、そして

復旧したのが４月下旬ということでした。津波の大きさ、そして内陸で３名が４月１１日の余震で亡

くなっております。そして、福島第一原発事故はご承知のとおり３月１１日に１号機の水素爆発、３月

１４日には２号機の冷却機能が停止、３号機の水素爆発、それで１５日には４号機火災という、誰も

想像できなかったようなことが起きてしまい、第一原発半径２０キロから３０キロ圏内にいる方は屋

内退避指示があり、このときはパニック状況だったということです。そして、それは４月２２日に指

定解除されましたけれども、非常に大きな精神的にも負担を皆さん抱えているということです。 

それから、例えば放射線汚染地帯には輸送できないということになって、物流が停滞しました。だ

から、ガソリン等の物資が本当に供給できなかった。これは、玉村町にいてもガソリンが非常に供給

不足したということですから、現地はもっとすごかったわけです。そういった状況の中で苦しんでい

たようであります。農水産物、工業製品の出荷に影響があり、観光産業の打撃も非常に多かった。い

わき、福島ナンバーの車は、やはり風評被害ということで、いろんなところで排除されるような空気

もありました。しかし、復興に向けた支援も、支援物資や人的支援、それから全国から多額の義援金

をいただいて、そして首都圏においては農水産物の直売実施もするような状況もできてきました。 
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それで、避難者の状況なのですけども、いわき市に避難し、またはいわき市から他地域に避難して

いる人数を聞きました。２６年９月１日現在で、住民票を移動せずにいわき市に避難している方、こ

れが２万４１５９名です。そして、今度逆にいわき市からほかの地域に避難している人数、これは住

民票を移動せずに避難している人が１，７１３名、それから住民票を移動して避難されている方で、

いわき市とのきずなを維持するために市内の情報等を希望する旨を申し出た人が２，６７２名、こう

いうような状況がいまだに続いているということです。仮設住宅も１か所でありますけれども、いま

だに１３７世帯、３４３名が入居しており、年齢は１０歳未満が２６名、そして９０歳代が５名まで、

いろんな年代の人がまだまだ仮設住宅で住んでおります。 

考察といたしまして、平成２３年３月１１日、大地震とともに津波、原発事故がいきなり同時に起

きた。浄水場は無事だったが、国、県、市の連携が悪く、震災自体を見通せる状況になく、市内全域

が断水、原発事故も重なり、一時はパニック状態になったようです。何を判断するにも情報共有の難

しさが壁となり混乱が続きましたが、いわき市民の復興への強い思いが今日のいわき市を支えており

ます。自衛隊、警察、消防機関による緊急対応の後は、市役所職員が市民と協力しながら、持続的に

復旧復興の軸となってきました。大きな震災時こそ現場をお互い知っている市民同士の日常の交流、

信頼関係が力を発揮します。情報の共有を市民と職員が密にし、県、国とも速やかに対応できる柔軟

な体制をつくることが肝要と考えます。 

それにしても、大震災と原発事故、特に原発事故は日々６，０００人以上の労働者が収束に向け働

き続けているが、廃炉はその先、極めて遠い数十年先のこととなり、生活する場を失った多くの人々

がいることを忘れてはいけないだろうと思います。 

そして、翌１１月１４日、茨城県の常陸太田市、ここで少子化人口減少対策についてを視察いたし

ました。視察研修したメンバーは前日に同じです。日本全体の大きな課題の一つが人口減少、少子化

社会の克服であり、その対策が喫緊の課題となっているので、さきの上野村視察に続いて、先進地と

いう意味も込めて常陸太田市を訪問しました。 

面積は３７２．０１平米、玉村町の１３倍ぐらいですか。しかし、人口は５万２，８８４人、玉村

町より少し多いぐらい、そういった状況の市です。市では、人口を維持することが地域活力の維持に

つながるとの認識のもとに、さまざまな政策を進めてきました。２０から３０代の若者が魅力を感じ

るまちづくりを推進、具体的には就労、結婚、妊娠、出産や子育てのしやすい環境を総合的に整備す

るという転出抑制、転入促進という対策を具体的にとっております。新婚家庭の家賃助成、それから

住宅取得促進助成、また常陽、筑波銀行では常陸太田市子育て支援住宅ローンということで、店頭金

利より１．６％下げた金利を補助しているということです。それから、民間賃貸住宅建築促進助成、

市営住宅の入居要件の緩和もしております。雇用安定化のために企業誘致、これは玉村町でももちろ

んしているわけですけれども、そういった形の努力もしております。 
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そして、特筆すべきはこの４番、５番に書いてあるのですけれども、結婚相談センターＹＯＵ愛ネ

ットの運営、これを平成２２年度からやって、専任相談員２人が結婚希望者、独身の子を持つ親から

の相談に対応し、お相手探しからお見合いまでサポート。出会いのパーティーや交流会、親の集い等

のイベント情報を案内しています。会員登録者数が３８０名、男性２４４名、女性１３６名で、既に

成婚数が６０組以上ということです。また、出会いのイベント開催、これは平成１９年度からＮＰＯ

法人に委託して年６回交流しています。例えば２５年度実績を見ますと、縁結び祈願＆笠間で焼き物

づくり、これ男１４、女１９で７組カップル成立。すごいですね。石窯ピザ焼き＆流しそうめん、こ

れ男１７名、女１８名で６組成立。ゴルフで出会いを、男５名、女２名で、これ不成立です。あと、

滝川渓谷滝めぐり＆ＢＢＱ、男１４、女９で７組成立です。クリスマスパーティーは、参加者が多か

ったのだけれども、不成立です。何か飲み過ぎてしまったのか、食べ過ぎてしまったのかわかりませ

んけれども。イチゴ狩り＆お食事会、これは男１６、女１６で９組成立と。参加者数が男性８１名、

女性７５名、カップル成立が２９名という形で、結婚に至ったかどうかわかりませんけれども、こう

いった取り組みをしております。そして、結婚活動を支援するために、出会いの場として交流会やセ

ミナー等の事業を実施する団体に対して、その開催にかかる費用を参加者５０人以下は５万円以内、

参加者５０人以上は１０万円以内という形での補助もしております。 

考察になりますが、常陸太田市は少子化や人口減少問題につき、子育て全般の課題を教育費の高さ

や、子育てにかかる経済的負担と非正規雇用の増大による所得格差の拡大等社会的要因として捉えて、

それへの対策を講じております。雇用の場の拡大、住環境の整備、公立保育所の入所要件の弾力化な

どを通した転入促進、転出抑制政策も行っております。 

注目すべきは、平成２２年度から結婚相談センターＹＯＵ愛ネットを運営し、既に６０組以上の成

婚数を数えるまでになっていることです。また、平成１９年度から始まったＮＰＯ法人に委託しての

年６回の交流会でも、例えば平成２５年度は２９組のカップルが誕生しています。婚活という言葉が

躍ってもなかなか実行できない中、婚活を実践し、実績を上げている常陸太田市への視察や講演依頼

の多さにもその評価はあらわれているものと思われます。平成２４年から数えただけでも、全国から

２４自治体の視察や講演依頼があったそうです。細かいことを考えると、慎重になりがちな婚活活動

ですが、常陸太田市の積極的な取り組みを見たとき、ためらいから希望へと玉村町も一歩踏み出して

もいいのではないかと考えるようになりました。 

以上で委員会の調査報告といたします。 

◇議長（柳沢浩一君） 以上で、総務常任委員長の報告を終了いたします。 

 次に、経済建設常任委員会の調査研究について、委員長の報告を求めます。 

 備前島久仁子経済建設常任委員長。 

              〔経済建設常任委員長 備前島久仁子君登壇〕 
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◇経済建設常任委員長（備前島久仁子君） おはようございます。経済建設常任委員会です。所管事

務調査が終了いたしましたので、会議規則第７７条の規定により報告いたします。 

 日時は、２６年１１月１１日。１１月１１日というのは、よい日と言われているそうですけれども、

よい視察ができました。場所は渋川市です。調査項目は、借上賃貸住宅制度について。出席委員は、

経済建設常任委員会の５人の委員と議長です。随行者、対応者、説明者はお手元に配付した資料をご

らんください。 

 調査項目、渋川市の借上賃貸住宅の現状について。調査経過。まず、借上賃貸住宅とは、民間の土

地の所有者が建設する賃貸住宅を市が借り上げて、住宅に困窮する世帯に賃貸するとともに、その家

賃に対する助成を行い、中心市街地の人口の定住化と活性化を図ることを目的としております。渋川

市の借上賃貸住宅は７カ所あり、平成７年から事業を開始して、既に２０年たっております。建設費

用に国庫補助はありません。 

 事業の概要。１、事業対象地域でありますけれども、旧渋川市の中心市街地で人口減少率の高い地

域と市街地の活性化を促進できる１８の町内であります。次に、借り上げの条件でありますが、市が

全戸一括して借り上げる方式で、市が入居者の募集、入退去の手続、家賃の徴収等の管理を行い、建

て主が建物の修繕を行っております。借り上げ期間は１０年以内。ただし協議の上、最大２０年まで

の更新ができるということです。家賃は、建て主と協議の上、市が定めております。空室の場合は、

借り上げ料の５０％を支払っております。 

 対象の世帯でありますけれども、一般借上賃貸住宅は収入が月額１５万８，０００円を超えて６０万

１，０００円以下と、高齢者等借上賃貸住宅の収入が１２万３，０００円以下の世帯、そして母子家

庭等借上賃貸住宅、収入が１５万８，０００円を超え４１万６，０００円以下の世帯と、この３つに

対象を分けております。そして、この一般の借上住宅の場合は２割を補助、それ以外は３割の補助を

しております。駐車場、共益費は建て主と入居者の個別の契約、管理となっております。参考までに

７つのハイツの間取りなど書いてありますので、ごらんください。 

 考察。中心市街地の活性化と人口の定住化を促進するため、土地所有者が公営住宅並みに建設した

賃貸住宅を１棟そのまま市が借り上げて賃貸の助成をして貸し出してきた事業であります。当時は、

市営住宅の待機者も多くて、人口の増加と定着が見込まれたときで、中堅所得者にも補助金制度を活

用してもらって定住を促進してきたのだと考えられます。しかし、２０年を経過した現在は建物も古

くなっており、また賃貸料も決して安くはないために稼働率は７６％まで落ちております。ちなみに

市営住宅の稼働率は８２％です。市としては、この事業を終了することから、一つの時代の役割を終

えた感じはあります。しかし、確実に定住促進と町なかの活性化の目的を果たしたのではないかと思

われます。借上賃貸住宅への補助金を見ると、４９戸前後で年間１，０００万円から１，２００万円

前後の支出があるのがわかります。しかし、住居者が住民税や所得税を払ってここで生活をしてきた
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ことを考えると、経済効果も含めて、支出分の効果はあったと推察できます。 

一方、玉村町の町営住宅整備を考えると、生活の困窮者やふえているひとり親世帯に対して、早期

に町営住宅の整備を進めて、住宅の提供をしていくべきだと考えられます。わずかに残っている世帯

のために町営住宅は建てかえられないというのは、将来的にも損失であり、公平性に欠けております。 

さらに、今後町が取り組む課題の一つには、国道３５４号線の空洞化問題があります。空洞化した

中心部は、町のイメージを下げるだけではなく、定住したいという意欲も減少させていきます。将来

どんな中心部をイメージして、住みやすい町とはどんな町なのか、調査と研究を重ねて、町の中の活

性化のために取り組んでいくよう要望したいと思います。 

 以上、委員会の調査報告といたします。 

◇議長（柳沢浩一君） 以上で、経済建設常任委員長の報告を終了いたします。 

 次に、文教福祉常任委員会の調査研究について委員長の報告を求めます。 

 宇津木治宣文教福祉常任委員長。 

              〔文教福祉常任委員長 宇津木治宣君登壇〕 

◇文教福祉常任委員長（宇津木治宣君） おはようございます。次により文教福祉常任委員会の所管

事務調査が終了したので、会議規則第７７条の規定により報告をいたします。 

日時は、平成２６年１０月３０日から３１日、場所は桜川市及び水戸市であります。調査事項は、

両市とも歴史的風致向上維持計画についてであります。出席委員は、委員全員と議長に同行いただき

ました。随行者は、議会事務局長、文化財室長であります。対応者は、桜川市においては飯島重男副

議長、議会事務局次長の廣澤久夫氏であります。水戸市においては、議事課兼議会総務課書記嘉成将

大氏です。説明者は、桜川市においては文化財グループ長の仁平昌則氏、水戸市においては担当者か

ら説明をいただきました。それぞれにおいて、歴史的風致維持向上計画についてつぶさに説明を受け

ました。 

桜川市においては、桜川市真壁国選定伝統的建造物群保存地区についての経過について研修を受け

ました。桜川市がどのような経緯で選定されたのかについての経緯については、１について詳細に書

かれています。文章が長いので、お読みいただきたいと思います。 

次に、桜川市の歴史的風致維持向上計画。歴史的風致の抽出、重点区域の設定などなど具体的な取

り組みについて調査をいたしました。 

３に、桜川市の維持向上すべき歴史的風致。①、②、③、④とあります。詳細については、ごらん

いただきたいと思います。 

桜川市の重点区域並びに設定の考え方についても何点か示されています。ごらんください。その他

旧真壁郵便局耐震補強事業の現地を視察してきました。真壁陣屋跡整備事業、これも現地を視察して

きました。写真のとおり国の補助金をいただいて、このような陣屋ですか、施設をつくっているのが
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確認されました。 

次に、水戸市においての調査経過ですけれども、水戸市は第６次総合計画で、都市づくりの基本理

念の中で、水戸ならではの歴史、自然を生かした魅力ある交流都市づくりを掲げていました。天下の

魁・水戸にふさわしい風格ある歴史まちづくり、来て、見て、楽しめる魅力ある交流拠点の形成を目

指してということで、これを取り組んでおりました。詳細については、水戸市の歴史まちづくりに向

けての課題、歴史まちづくりにおける重点地区、歴史まちづくりの視点、４として近世日本の教育遺

産の世界遺産の登録に向けた取り組みも行われておりました。 

考察としましては、県央に位置する本町は、東毛広域幹線道路の開通、関越自動車道の高崎玉村ス

マートインターチェンジの開設に伴い、県内有数の交通利便性にすぐれた地域となるとともに、県内

の主要都市をつなぐかなめとなります。県央の未来を紡ぐ玉村町としての発信力が今こそ求められて

いるのではないかと思います。 

そして、両市を通して研究をしました歴史まちづくり法とは、正式名称は地域における歴史的風致

の維持及び向上に関する法律ということであります。城郭や神社仏閣等歴史上価値の高い建造物とそ

の周辺の歴史的な建造物等が相まって歴史的な町並みが形成されている地域が多くあり、そうした地

域において、祭礼行事を初めとした地域の歴史や伝統を反映した人々の活動が行われ、歴史的な町並

みと一体となって、情緒や風情のある極めて良好な市街地の環境を維持向上させるために制定した法

律であります。 

ポイントは、１、歴史上価値の高い建造物、２として歴史や伝統を反映させた人々の活動、建物だ

けではなくて、その活動についても触れているわけです。３は、情緒や風情のある良好な市街地環境。

特に真壁町などでは、町の中を歩くとその当時の風情がしのばれると。その風情とあわせたいろいろ

な行事がある、まちづくりがある、町並みがあるということで、極めて参考になりました。 

本町は、日光例幣使道の宿場町として栄えた歴史があり、町内には国指定重要文化財の玉村八幡宮

本殿を初め指定文化財や有形無形の文化財が数多く存在します。これらの文化財や歴史の面影を残す

町並みは貴重な歴史資産であり、調査研究を進めるとともに、その保護、活用、さらには歴史資産を

生かしたまちづくりに向けて取り組む必要があります。伝統芸能や祭りは、地域が受け継いできた貴

重な固有の財産であり、保存、伝承が重要であります。後継者の育成や保存会への支援を充実させる

必要があります。桜川市、水戸市の視察研修において認識を新たにしたところであります。 

 以上報告をいたします。 

◇議長（柳沢浩一君） 以上で、文教福祉常任委員長の報告を終了いたします。 

 次に、議会運営委員会の調査研究について委員長の報告を求めます。 

 三友美惠子議会運営委員長。 

              〔議会運営委員長 三友美惠子君登壇〕 
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◇議会運営委員長（三友美惠子君） 議会運営委員会所管事務調査が終了いたしましたので、会議規

則第７７条の規定により報告いたします。 

 日時、平成２６年１０月７日。場所は、飯能市役所でございます。参加者は、議会運営委員全員と

議長、副議長、議会事務局長、係長。説明者は、飯能市議会改革特別委員長椙田博之氏、副委員長大

津力氏、飯能市議会事務局長皆川一夫氏です。調査項目といたしましては、議会改革について、タブ

レット端末の導入、活用についてであります。 

 説明内容です。飯能市は、平成１７年１月に合併し、５月に改選があり２６人から２３人に、そし

てその後平成２６年までに２回の改選で１９人まで定数を減らしました。あわせて平成２０年より議

会のあり方研究会を設置し、議会改革検討委員会、議会基本条例施行、議会改革推進会議設置、そし

て２６年には議会改革特別委員会を設置し、積極的に議会改革を進めていました。 

 そのような中で、市が進めている環境マネジメントシステムの導入で、紙使用量の削減に議会とし

ても取り組むことになり、タブレット導入によりペーパーレス化を進めていきました。そのタブレッ

トを導入することにより、それを活用することによって、全員協議会のペーパーレス化や議会内の情

報伝達をメールで行ったり、議会と事務局各文書の送信などがメールで行われるようになりました。

それに、危機管理上の緊急メール、それもタブレットを通し行うようになり、政務調査活動などもイ

ンターネットを使いながら先進事例などを調査することもできるようになり、各種役場の資料などを

閲覧することもでき、そういうことがいろいろ可能になったそうです。 

 費用については、導入費用決算ベースでは３４６万円がかかり、詳細については資料に書かれてあ

りますので、お手元の資料をご参照ください。また、導入効果といたしましては、費用削減効果とし

て２年間で４４３万円、紙削減量１０万枚ということでした。それ以外の導入効果といたしましては、

環境負荷の低減、経費の節減、事務の改善、情報伝達の迅速化、政務調査活動の充実、危機管理対応

の向上などができたそうです。詳細につきましては、また資料をご参照ください。 

 考察といたしまして、飯能市役所に私たちが到着いたしますと、１０人ほどの職員が玄関の前に出

迎えていただきまして、今までの視察ではなかったような歓迎を受けて、私たちは驚きました。帰り

もお見送りをいただき、おもてなしの行き届いた飯能市役所でありました。 

会議室において、実際に使用している飯能市議会のタブレットを使って研修が行われましたが、タ

ブレットを使っての研修に皆さん違和感なく丁寧に説明していただいたので、取り組むことができま

した。飯能市議会は、ペーパーレス化と経費削減がタブレットの導入目的でありましたが、それが議

会改革の一環として成果を上げていきました。タブレットの導入について、それぞれの議会でいろい

ろな切り口があると思いますが、今後のＩＴ推進とともに、タブレットの導入は各議会に波及してい

くものと思われ、議会改革を進めようとしている我が議会においてもタブレットの導入を検討する必

要があると考えます。ただし、これは議会だけで進められるものではなく、今後執行とともにタブレ
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ットを使える環境づくりやタブレットを使ってどのようなことができるのか、研究をしていく必要が

あると思います。 

以上、所管事務調査報告といたします。 

◇議長（柳沢浩一君） 以上で議会運営委員長の報告を終了いたします。 

これをもちまして、閉会中における委員会の所管事務調査報告を終了といたします。 

                      ◇                   

〇日程第５ 請願の付託 

◇議長（柳沢浩一君） 次に、日程第５、請願の付託を議題といたします。 

 ただいま議題となっております請願については、お手元に配付してあります文書表のとおり関係常

任委員会に付託し、今定例会開会中の審査としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

                                         

  平成２６年１２月３日 

   玉村町議会第４回定例会 

請  願  文  書  表 

受理

番号 

受  理 

年 月 日 
件       名 

請願者又は代表者 

住  所・氏  名 

付  託 

委員会等 

５ 26.11. 7 

ブラッドパッチ療法の保険適

用及び脳脊髄液減少症の診

断・治療の推進を求める請願書

紹介議員 石内 國雄 

 

文 教 福 祉

常任委員会

 

群馬県高崎市山名町２２９４―

１６ 

群馬県脳脊髄液減少症患者会 

代表 小野寺 都志子 

                      ◇                   

〇日程第６ 陳情の付託 

◇議長（柳沢浩一君） 日程第６、陳情の付託を議題といたします。 

 ただいま議題となっております陳情については、お手元に配付してあります文書表のとおり関係常

任委員会に付託し、今定例会開会中の審査としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

                                         

  平成２６年１２月３日 
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   玉村町議会第４回定例会 

陳  情  等  文  書  表 

受理

番号 

受  理 

年 月 日 
件       名 

陳情者又は代表者 

住  所・氏  名 

付  託 

委員会等 

２ 26.11.17 

年金積立金の被保険者の利益

のための安全かつ確実な運用

に関する陳情 

伊勢崎市大手町１２番３０号 

杉原ビル２階 

日本労働組合総連合会 

群馬県連合会伊勢崎地域協議会 

議長 根岸 慎一 

総   務

常任委員会

                      ◇                  

〇日程第７ 承認第１０号 専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成２６年 

度玉村町一般会計補正予算（第６号）） 

◇議長（柳沢浩一君） 日程第７、承認第１０号 専決処分を報告し、承認を求めることについて（平

成２６年度玉村町一般会計補正予算（第６号））を議題とします。 

 これより提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） 平成２６年玉村町議会第４回定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を述

べさせていただきます。 

 １１月２２日の夜、長野県北部を震源とする地震があり、長野市などで震度６弱を観測し、倒壊し

た家屋の下敷きになる人が相次ぎました。しかし、住民同士の助け合いによって、幸いにも奇跡的に

一人の死者も出ませんでしたが、負傷された方、家屋の被害を受けられた皆様には心よりお見舞いを

申し上げます。 

 さて、本定例会は、本日より１２月１１日までの９日間、人事院勧告に伴う条例の一部改正や国民

健康保険税条例の一部改正並びに一般会計を初めとする補正予算など２０議案につきまして提案をさ

せていただき、ご審議をお願い申し上げるものでございます。よろしくご審議をいただき、ご議決を

賜りますようお願いを申し上げる次第でございます。 

 また、本定例会では１１名の議員さんから一般質問の通告を受けております。行政各般にわたる貴

重なご意見、ご提言をいただけるものと考えておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、提案説明に入らせていただきます。 

 承認第１０号 平成２６年度玉村町一般会計補正予算（第６号）専決処分を報告し、承認を求める

ことについてご説明申し上げます。 
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 本案は、地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２６年１１月２５日付で専決処分したも

ので、同条第３項の規定により本定例会において報告をし、承認を求めるものでございます。 

内容につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に１，０３９万７，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ１２５億６，３５１万２，０００円と定めるもので、急遽執行されることとな

った衆議院議員選挙の選挙費委託金や選挙執行に係る費用を計上させていただいたものであります。

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

以上です。 

◇議長（柳沢浩一君） 提案説明を終了いたします。 

これより本案に対する質疑を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 質疑なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり承認されました。 

                      ◇                   

〇日程第８ 議案第５５号 玉村町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指 

             定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の 

             方法に関する基準等を定める条例の制定について 

◇議長（柳沢浩一君） 次に、日程第８、議案第５５号 玉村町指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例の制定について議題とします。 

 これより提案理由の説明を求めます。 

 町長。 
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              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） 議案第５５号 玉村町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定につ

いて提案理由の説明を申し上げます。 

 本案につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律（第３次地方分権一括法）の施行による介護保険法の一部改正に伴い、指定介護予

防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等について定めるものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

以上です。 

◇議長（柳沢浩一君） 提案説明を終了いたします。 

 これより本案に対する質疑を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 質疑なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                      ◇                   

〇日程第 ９ 議案第５６号 玉村町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条 

              例の一部改正について 

〇日程第１０ 議案第５７号 玉村町長及び副町長の諸給与条例の一部改正について 

〇日程第１１ 議案第５８号 玉村町教育委員会教育長の給与条例の一部改正について 

◇議長（柳沢浩一君） 次に、日程第９、議案第５６号 玉村町議会の議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部改正についてから日程第１１、議案第５８号 玉村町教育委員会教育長の給与
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条例の一部改正についてまでの３議案を一括議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第９、議案第５６号から日程第１１、議案第５８号までの３議案を一括議題とするこ

とに決定いたしました。 

 これより提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） 議案第５６号 玉村町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部改正から議案第５８号 玉村町教育委員会教育長の給与条例の一部改正までの議案について一括

してご説明申し上げます。 

 本案につきましては、平成２６年度の人事院勧告が職員の勤勉手当を０．１５月引き上げるもので

あったことを踏まえ、議員、町長、副町長及び教育長の期末手当につきましても、勧告の趣旨を尊重

し、職員同様の引き上げを行うものでございます。なお、期末手当の引き上げは１２月支給分に適用

するため、当該引き上げで生じる差額は年末に支給をする予定となっております。よろしくご審議の

ほどお願い申し上げます。 

 以上です。 

◇議長（柳沢浩一君） 以上で３議案に係る提案説明を終了いたします。 

 日程第９、議案第５６号 玉村町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

ついて、これより本案に対する質疑を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 質疑なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 
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◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第１０、議案第５７号 玉村町長及び副町長の諸給与条例の一部改正について、これよ

り本案に対する質疑を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 質疑なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第１１、議案第５８号 玉村町教育委員会教育長の給与条例の一部改正について、これ

より本案に対する質疑を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 質疑なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 
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◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                      ◇                   

〇日程第１２ 議案第５９号 玉村町職員の給与に関する条例の一部改正について 

◇議長（柳沢浩一君） 次に、日程第１２、議案第５９号 玉村町職員の給与に関する条例の一部改

正について議題とします。 

 これより提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） 議案第５９号 玉村町職員の給与に関する条例の一部改正についてご説明申

し上げます。 

 本案につきましては、平成２６年度の人事院勧告に伴い、給料表、勤勉手当の支給割合及び通勤手

当の支給額等を改正するものでございます。 

 まず、第１条の改正をご説明いたします。給料表の改定につきましては、民間との較差を解消する

ための給料月額を平均０．３％引き上げる内容で、世代間の給与配分の見直しの観点から若年層に重

点を置いたものとなっております。勤勉手当につきましては、民間が公務員の支給月数を上回ってい

たため、それに見合うよう勤勉手当の支給月数を０．１５月、再任用職員にあっては０．０５月引き

上げ、年間４．１月とするものでございます。通勤手当につきましては、やはり民間の支給状況等を

考慮して改定されるもので、片道５キロメートル以上の通勤者に係る手当を距離区分に応じ月額最小

１００円、最高７，１００円引き上げるものでございます。 

 なお、給料表と通勤手当の見直しについては、平成２６年４月１日にさかのぼって適用し、勤勉手

当についても１２月支給分に適用するため、それらの差額を年末に支給する予定でございます。 

 続きまして、第２条を説明いたします。第２条の施行期日は、平成２７年４月１日となります。内

容といたしましては、地域手当の支給割合を見直し、上限を１８％から２０％に引き上げます。これ

は、派遣や人事交流で当該支給市区町村に勤務することになった場合に、地域手当が迅速に支給でき

るようあらかじめ改正するものでございます。 

 次に、係長職以上の者が臨時、緊急にやむを得ず行う平日深夜勤務に対して、管理職員特別勤務手

当を新たに支給できるよう改正を行います。 

 また、先ほど第１条の改正関係でご説明いたしました勤勉手当の引き上げに関連いたしまして、平

成２６年１２月に引き上げる０．１５月、再任用職員にあっては０．０５月の支給月数を６月期、１２月

期とも半分に当たる０．０７５月、再任用職員にあっては０．０２５月分として平準化するものでご

ざいます。これらの人事院勧告を踏まえた改正により、玉村町におきましても適正な給与水準の確保
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に努めてまいりたいと考えております。 

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

◇議長（柳沢浩一君） 提案説明を終了いたします。 

これより本案に対する質疑を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 質疑なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

              〔「議長、休憩」の声あり〕 

                                         

◇議長（柳沢浩一君） 休憩いたします。１０時１０分に再開いたします。 

   午前１０時休憩 

                                         

   午前１０時１０分再開 

◇議長（柳沢浩一君） 再開いたします。 

                      ◇                   

〇日程第１３ 議案第６０号 玉村町国民健康保険税条例の一部改正について 

◇議長（柳沢浩一君） 次に、日程第１３、議案第６０号 玉村町国民健康保険税条例の一部改正に

ついて議題とします。 

 これより提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 
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◇町長（貫井孝道君） 議案第６０号 玉村町国民健康保険税条例の一部改正についてご説明申し上

げます。 

 本案につきましては、国保会計の健全な運営のため、平成２７年度から医療分、後期分、介護分の

所得割額、資産割額、均等割額、平等割額について賦課割合の改正を行うものでございます。 

 改正の概要を申し上げますと、医療分については現行より所得割率を０．３％増の６．２％、資産

割率を９％減の１５％とし、均等割額については２，６００円増額の２万２，６００円、平等割額を

２，６００円減額の２万２，４００円に設定するものでございます。なお、後期分については現行よ

り所得割率を１．２％増の３％とし、資産割率は６％でありましたが廃止とし、均等割額を３，０００円

増の９，０００円、平等割額を同じく３，０００円増の８，０００円に設定するものでございます。 

 最後に、介護分については現行より所得割率を１．９２％増の２．７％とし、均等割額は３，０００円

増の９，０００円、平等割額を４，０００円増の８，０００円に設定するものでございます。 

 以上が主な内容で、条例の関連箇所の改正を行い、規定の整備を図るものでございます。よろしく

ご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

◇議長（柳沢浩一君） 提案説明を終了いたします。 

 これより本案に対する質疑を求めます。 

 ３番石内國雄議員。 

              〔３番 石内國雄君発言〕 

◇３番（石内國雄君） ご質問いたします。今回の改正で、特に目を引くのが資産割を減らすことと、

それから均等割、平等割をふやすという形なのですが、特にこの資産割を減らすことに対しての経緯

とか、そういうものをちょっとご説明お願いします。 

◇議長（柳沢浩一君） 税務課長。 

              〔税務課長 月田昌秀君発言〕 

◇税務課長（月田昌秀君） 資産割の関係でございますが、以前から資産割につきましては二重課税

ではないかと、そんなご指摘がされてきております。そんなところも考慮いたしまして、今まで全体

では３０％だったものを全て削除ということも考えにはあったのですが、そこまでは踏み切れません

で、全体で半分ということで、とりあえずは後期分をゼロにいたしまして、資産分２６％について

１５％、全体で３０から１５というふうに減らしたということでご理解いただきたいと思っておりま

す。 

◇議長（柳沢浩一君） ３番石内國雄議員。 

              〔３番 石内國雄君発言〕 

◇３番（石内國雄君） 二重課税というような話ということになれば、思い切って全部とかというよ
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うな話があろうかと思いますが、それを半分ぐらいに抑えたということの判断と、それから国保につ

いては、これから県のほうに、広域という形になるという形なのですが、それとの関連とかというの

は、また他町村との国保税との関係で、この資産割はどのような状況になっていますか。 

◇議長（柳沢浩一君） 住民課長。 

              〔住民課長 山口隆之君発言〕 

◇住民課長（山口隆之君） 現行３０％を半分の１５％にしたかということなのですけれども、１つ

にはゼロということにしますと、激変になるのではないかということと、当然資産割を減らすという

ことは、それをほかの区分に転嫁することになりますので、とりあえず半減ということで１５％にし

ました。 

 それから、広域化につきましては、平成２９年度を目途として都道府県広域化ということになって

います。他市町村においても資産割を減額する方向にありますので、広域化になったときに資産割を

減額するという予測もされますので、あらかじめ段階を経ることも踏まえまして減額したということ

になります。 

◇議長（柳沢浩一君） ３番石内國雄議員。 

              〔３番 石内國雄君発言〕 

◇３番（石内國雄君） そうすると、半分にしたというのは、まず影響が大きいということで、資産

を持たない方との均衡を図るような意味合いもちょっとあったというような受け取りでよろしいので

しょうか。また、広域化に関連して他町村もそのような方向に動いていることも踏まえて、それに合

わせたところの検討を行ったという形でよろしいのでしょうか。 

◇議長（柳沢浩一君） 税務課長。 

              〔税務課長 月田昌秀君発言〕 

◇税務課長（月田昌秀君） はい、そのとおりでございまして、周辺県内の状況等も把握しながらさ

せていただいたということでご理解いただきたいと思います。 

◇議長（柳沢浩一君） １４番宇津木治宣議員。 

              〔１４番 宇津木治宣君発言〕 

◇１４番（宇津木治宣君） 議案第６０号について質問いたします。 

当初あしたの一般質問に国保会計の質問をする予定でおりました。しかし、国保の税率改定の議案

が本日審議されるということで、あした一般質問したのでは手おくれになってしまうということで、

その前倒しの意味で、用意した一般質問の内容に含まれますけれども、質問をしたいと思います。 

 国民健康保険は、憲法第２５条に全ての国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する。

国は、全ての生活面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならな

いとあり、社会保障の制度の基本を規定しているわけです。日本国民は、必ず何かの健康保険に加入
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しなければならない皆保険制度、世界でも非常に優秀ないい制度だと言われているわけですけれども、

大きく分けて２種類の保険があるわけですが、１つは社会保険、共済なんかも含まれていますけれど

も、１つは国民健康保険、地方自治体によって運営をされているということなのです。この国民健康

保険は、当初は農家、自営業者、そういった者を主体に発足したわけであります。産業構造の変化に

より、高齢化の進展により年金者、失業者、さまざまな社会のしわ寄せを受けるような世帯が多く参

加するようになり、国保運営は極めて厳しい状況下に置かれると。まさに社会のしわ寄せを受けてい

るということで、この国民健康保険制度を維持するのには国の手厚い援助がどうしても必要だと、こ

ういうことなのですけれども、国は手厚い援助をどんどん、どんどん省いていって、国の責任を放棄

していると。このことから、当町においてもこういうような国保財政が危機に瀕していて、税率改定

をし、大幅な増税をしなければならないということになっているわけであります。 

当町は、１４年間にわたって税率改定をしないでしのいできました。かつては、後期高齢者の支援

金分なども国保会計の中にのみ込むような形で、事実上の減税というのですか、税額を引き下げたよ

うな感じに頑張って１４年間は来て、このことは貫井町長が町民１スポーツ並びにさまざまな活動を

通して健康なまちづくりを推進してきたと。我々もその活動を応援してきたわけですけれども、これ

が大いに成果が、功を奏したのではないかと、この点については高く評価をしたいと思います。 

その上でお聞きしたいのですけれども、先ほど言ったように国民健康保険の加入者の現状は、先ほ

どいわゆる自営業者、農業者、そういった比較の割合が一体玉村町はどのように変化してきているの

か、まず国民健康保険の加入者の現状についてお尋ねをいたします。 

 次に、今度の税率改定は、約１億円…… 

◇議長（柳沢浩一君） 宇津木議員、一般質問ではないので、若干簡潔にしたほうがいいのではない

ですか。 

◇１４番（宇津木治宣君） そんなことはないでしょう。そんなことはないと思います。質疑は、当

然の私の、議員の権利だと思いますけれども、議長、そういうことはないのではないですか。一般質

問は、何々お願いしますというわけでなくて、質疑をしているわけですから、しようとしているわけ

ですから。私はまだ意見表明はしていません。その上でお尋ねをしますと。 

◇議長（柳沢浩一君） では、質疑を続けてください。 

◇１４番（宇津木治宣君） 議長の正当な運営をお願いいたします。 

 その上で、加入者の現状はどうなっているのか。 

２つ目に、国民健康保険の財政状況、どのくらい足りなくて、どういう状況なのか、今はどのくら

い大変なのか、これは町民に説明する意味でもぜひ説明いただきたいと思います。 

３つ目に、国民健康保険証の交付状況であります。当然多くの滞納者があり、その中には短期保険

証、それから資格者証ということで何らかの保険証の制限をかけられている世帯があるわけですけれ
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ども、それらの現状はどうなっているのか、お尋ねいたします。 

４つ目に、国民健康保険の減免制度があるわけですけれども、法令の７・５・２の負担もあります

し、町長が認める場合によってはという減免制度の活用状況はどうなっているのか、お尋ねをいたし

ます。 

それから、国民健康保険が大変だ大変だということで、他市町村の国民健康保険の会計の状況を調

べました。前橋市を初めとして、沼田市、渋川市、榛東村、甘楽町、長野原町、昭和村、ペナルティ

ーの分を除いた法定外の繰り入れをやっている市町村があるわけですけれども、厳しい国保財政の援

助のために一般会計から繰り入れている市町村があるということで、当町においてはなぜそういった

方式がとれないのか、お尋ねをいたします。 

それから、国民健康保険の税収は、４つのものによって集めるわけです。まず、所得割です。所得

に応じてパーセンテージ税率を。今回その所得割を税率改定をしたいということです。次に、資産割

です。資産は、資産を持っている人についてかかるわけです。これを減額しようとしているわけです。

それから、平等割。平等割は世帯割とも言いますけれども、１世帯幾らかということで、これは若干

減らす、医療分についてはですね。今度は均等割を大幅に増加をすると。４つの中で力があるものに

ついて、要するに裏づけがあるものについては所得割と資産割です。これが応能負担です。力がある。

応益負担というのは１人幾ら、１世帯幾らです。本来なら、単純に考えれば、みんなかかる費用を加

入者で割り勘にすればいいではないかというような制度も、考え方も一部にはあるかもしれませんけ

れども、国保会計はやっぱり金のないところからは取ることができない。要するに応能応益の部分が

同じになればなるほど、力のない人にとっては非常に過重な負担になると。収入も何もないのに国保

税は賦課されるわけですから、軽減がかかりますから、そう一律ではありませんけれども、そういっ

た事情もあるということで、今度の税率改定に当たって、その６点についてどのような考えで税率改

定に臨んだのかお聞きをいたします。 

また、町長に、当初案では目が飛び出るぐらいの税率改定が試案で出されましたけれども、こんな

の払えるわけないだろうというようなことで、当局においていろいろ研究をされて、大分圧縮をされ

た最低限の税率改定だというふうに町長おっしゃっていますけれども、その辺のいきさつについてお

尋ねいたします。 

◇議長（柳沢浩一君） 住民課長。 

              〔住民課長 山口隆之君発言〕 

◇住民課長（山口隆之君） まず、加入状況でありますが、単純に保険者数を人口で割った割合でい

きますと、加入者数は４分の１ということになります。約２６％ということになっています。職業別

なのですけれども、なかなか玉村町の加入者の職業別というのが統計がとれておりませんので、全国

的な統計になります。大体それと合っているかとは思いますので、その数値によりますと、農水産、
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あるいは自営、そういった人たちが約３割、それから被用者、つまりパートあるいはアルバイト、そ

ういった方々、サラリーをもらっているのですけれども社会保険には入っていない、そういった方々

が約３割。それから、無職の方になります。これは、昨今ですと年金受給者も大分入りますので、そ

の方々が４割、そういう加入割合になっています。 

それから、交付状況でございますが、滞納等そういった方につきましては、一般保険証ではなくて、

短期受給者証、それと資格者証、２種類の保険証が交付されるわけですけれども、短期証、これは６カ

月有効期限ということになりますが、通常が１年なのですけれども、短期証につきましては６カ月と

いうことで、こちらのほうが対象世帯数が２９２世帯で５６３名、資格証、こちらのほうは３６世帯

で対象者が４２名という状況になっています。 

それから、他市町村の一般会計からの繰り入れなのですけれども、こちらのほうははっきりとした

公表された数字がありませんので、あくまでも推測なのですけれども、２４年度につきましては３５市

町村中１８市町村、それから２５年度が１６市町村ということになっています。２市町村減ったので

すけれども、それは４市町村減少して新たに２市町村ふえましたので、差し引き２市町村の減という

状況になっています。 

今回の改正につきましてシミュレーションを当然したわけですけれども、仮に改正をしなかったと

しますと、約１億３，５００万円の赤字ということになりまして、基金がゼロ、それから繰越金も２６か

ら２７へ行く段階でゼロになりますので、この１億３，５００万円余りを何とか捻出したいというこ

とで、それに基づきましてシミュレーションした結果の改正案ということになります。 

◇議長（柳沢浩一君） 税務課長。 

              〔税務課長 月田昌秀君発言〕 

◇税務課長（月田昌秀君） 減免につきましては、国民健康保険税条例の２５条に基づいて減免をさ

せていただいております。昨年度につきましては、１７件の減免をさせていただきましたが、今年度

につきましては、件数１９件です。総額５０万４，０００円ということで、減免者数は増加しており

ます。 

 以上でございます。 

              〔「応能応益」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 税務課長。 

              〔税務課長 月田昌秀君発言〕 

◇税務課長（月田昌秀君） ご指摘にございました応能応益、これにつきましては応能が所得割、資

産割、応益が平等分ということになっておりまして、これにつきましては５０％・５０％とするのが

望ましいということで言われてきておりますが、やはり低所得者につきましては、応能のほうは出な

いということになれば、応益のほうになるわけですけれども、したがいましてできる限り低所得者の
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負担を軽減できればということで、応益については低く設定させていただいたという考えのもと改正

をさせていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

◇議長（柳沢浩一君） 住民課長。 

              〔住民課長 山口隆之君発言〕 

◇住民課長（山口隆之君） 応能応益について現行と、それから改正後の様子について、ちょっと詳

しく話をさせていただきます。 

 医療分と、それから後期高齢者支援分、それから介護保険分と３区分あるわけですけれども、まず

現行につきまして応能応益、医療分につきましては応能が５４．１％、応益が４５．９％、支援分に

つきましては応能が５７．５％、応益が４２．５％、それから介護分につきましては応能が３９．３％、

応益が６０．７％。改正案でこれを分けますと、医療分につきましては応能が５２．７％、応益が

４７．３％、支援分が５４．３％、それから応益分が４５．７％、それから介護につきましては応能

が５４．８％、応益が４５．２％。これを大体総体的に考えますと、現行に比べて改正案につきまし

ては、応能応益のバランスがより近づいた、つまり応益分については引き上げたという形になります。

応益分につきましては、当然所得が低い方、あるいは高い方につきましても、要は割り勘ということ

になりますので、より所得の低い方については厳しくなったような面もあります。ただ、応益分につ

きましては、約４６％の世帯につきまして軽減措置が図られます。応能については、軽減措置は対応

にならないのですけれども、応益については２割、５割、７割の軽減措置が働くということで、この

軽減措置を対応させるということは、当然公費負担をそこに投入することになりますので、本来であ

れば５０％・５０％が望ましいという形になりますので、現行は応能応益が幾らか応能に比重がかか

っていたものを今回の改正で応能応益をより５０％・５０％に近づけたということになります。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 最後の質問にお答えいたします。 

 まず、本町は平成１４年から介護、国保の引き上げを行わないでまいりました。町としては、国保

を上げない町だと、当時１４年のときには上げなかった町が昭和村と前橋市と玉村町の３市町村でご

ざいました。１２年に介護分が国保に入りまして、２０年に後期高齢分が国保に入りました。私が町

長になったのが１６年でございまして、当時の介護というのは、施設もなかったということもあるし、

高齢化も玉村町は非常に低かったということもありまして、介護は自宅介護であるということで、介

護分の介護税は非常に介護分は少なかったということでございます。 

 それで、１８年ごろは国保が非常に安定してきまして、宇津木議員さんなどからもご指摘がありま

して、当時は値下げをしたらいかがかということで、私も真剣に値下げができるのではないかなとい
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う状況がありました。値下げも考えました。ですけれども、２０年に後期高齢が始まりまして、これ

にかなりの拠出金が出てきまして、ちょっと値下げが、これは後期高齢は県下一円でございますので、

玉村町だけではございませんので、拠出金がかなりありまして、これでちょっと値下げは無理かなと。

値上げをしない。２０年にほとんどの他町村はまた値上げをしました。そのときに玉村町としては値

上げをしなかったということで、値上げをしないということは、下げたということの解釈として考え

てくれないかという当時の議員さんたちには話をしまして、宇津木議員もそのときは、私は了解して

くれたなという感じでおりました。 

 そんな中で、当町の保険料、まず当時は医療分が大部分だったものですから、医者にかからないと

いう健康な生活をするということが国保の安定を図る最大の要因と私は考えておりまして、キャッチ

フレーズで町民１人１スポーツということで、健康な生活をしてください、健康な生活をしましょう

ということで、キャッチフレーズで皆さんに広めてまいりましたが、これ大分浸透してきまして、多

分高齢者の皆さんも医者には行かないように、病気にならないようにしようという意識が高くなって

おりまして、その分だけ玉村町の国保が安定してきたと、値上げをせずに来た大きな要因だったと考

えております。今回の、当初出ました、２０％以上の増額ということで言っていたのですけれども、

このときはもっと大ざっぱな計算でございまして、いろんな細かなところまでの計算はしなかった部

分がありました。滞納繰り越し分だとか、そういうものをいろんな計算をしますと、前回の全協のと

きには最終に近い案ということで皆さんに説明したのですけれども、最終案としてそれが出たわけで

ございますので、最初議員の皆さんに示した案よりはかなり突っ込んだ今回の改正案ということで提

案をさせていただきました。 

 非常に担当者は苦慮しておりまして、毎年毎年ここへ来ましては、どうやって年を越すかという、

そういう環境の中で、この国保の安定と、そしてできるだけ値上げはしたくないというのが基本的な

考えでございますので、これは理解していただきたいと思います。我々もできるだけ値上げをしたく

ないという基本の中で、この国保会計を携わってきたわけでございます。そういう中で、今回はこれ

をしないと次に続かないのではないかというのが大きな今回の改正案でございますので、ご理解をし

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

◇議長（柳沢浩一君） １４番宇津木治宣議員。 

              〔１４番 宇津木治宣君発言〕 

◇１４番（宇津木治宣君） 加入者の現状は、自営業者並びに農家が３０％、あとアルバイトが３０％、

それから年金者が４割というようなことで、私が最初に指摘したとおり、もう国民健康保険は社会の

弱者というのですか、要するに非正規雇用とか、そういう者になっているわけです。一方税率で掛け

ていくと、自営業者の中でちょっと所得があると、物すごい税率負担になる。私なんかもそうですけ



－29－ 

れども、目の玉が飛び出るぐらい払っているわけです。そういう中なので、これ以上値上げといって

も大変な状況があるけれども、一方町ではやりくりのしようがないというような現実もあると。担当

者の努力も相当のものがあるなと思って、私もこの改定案を見て、大変だな、これはというふうに思

ったわけです。 

 だから、やっぱり根治的にこの税収を何とかするのには昔のような国の支援がどうしても必要だし、

今後自治体も場合によっては一般会計からの繰り入れも視野に入れないと乗り切れなくなるのではな

いかと、現状はそういうことで、ここまでですけれども。そこで、お聞きしたいのですけれども、増

税をするということになると、町民から見れば大変な負担ですよね。この試案を見ても、医療分の負

担割合ということで、税率のモデルがこの前示されました。固定資産税なし、固定資産税あり。これ

を見て思うのですけれども、この現行の資産割なし、所得金額１９２万円、税額２３万２，８００円、

一番多いのが１世帯で７万６，０００円、３３％の増税になると。資産がある人は若干また別なので

すけれども、こういう中で値上げはしたけれども、なかなか収納率が落ちるとか、それからそのこと

によって過度な取り立てというのですか、今でも行われるというか、いろいろな相談が私のところに

寄せられるのですが、それらの今後の対応についてはどのようにお考えなのか、お尋ねをいたします。 

 また、町長には、今回はこういうことですけれども、将来にわたってやはり一般会計からの繰り入

れというのも研究をしていく必要になるか、国や県の責任がもっと持ってもらえるか、どちらかに結

局ならざるを得ないのだと思うのです。その辺についての見解をお尋ねいたします。 

◇議長（柳沢浩一君） 税務課長。 

              〔税務課長 月田昌秀君発言〕 

◇税務課長（月田昌秀君） お答えいたします。 

この税率改正によりまして、平均の１人当たりの調定額申し上げますならば、今まで２６年度の１人

当たりの調定額を申しますと、大体９万６，５００円だったものが、今度の改正によりますと１２万

１，６００円ということで、２万５，１００円の増ということになります。この介護のない年、４０か

ら６０までが介護を負担してもらうわけですが、それ以外の方につきましては８万３，４００円から

９万１，２００円ということで、７，８００円増という、そんな年間の調定額になることが予想され

ております。そんなことで税負担にはなりますので、負担については大変だとは思います。徴収につ

きましては、あくまでも法律に従って我々はやるしかないというふうに思っています。よろしくお願

いいたします。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 私もこの執行側になる前、一般町民としたときの日本の国民皆保険制度のす

ばらしさというのは、これ私はやっぱり日本人の知恵だなと、これでこそ日本の国がこうやって繁栄



－30－ 

しているという感じでおりました。 

 ただ、中に入ってみますと、大変な厳しい問題が突きつけられております。ことしの５月から私も

群馬県国民健康保険団体連合会の理事長に就任をいたしまして、県のほうの全般のほうに携わってお

ります。そういう意味でも、将来的なことというのは一番大事なことでございまして、やはり我々の

子孫にこのよさを残さなくてはいけないなというのが私の考えでございます。 

 それにはどうしたらいいかと。今のこの現状をどう打開していくかということが大事でございまし

て、これから高齢社会に入ります。玉村町も現在は２０％の高齢化率でございますけれども、１０年

後には３０％にいくのは間違いないと思いますし、日本全体でいけば５０％を超え、１０年後には超

える可能性もあると言われております。人口の半分が６５歳以上というような高齢社会になっていく。

ましてその中で全国の８９０の市町村が、女性がいなくて子供ができなくなるので、将来的には消滅

していくのではないかなと言われている大きな問題が出ております。そういう中で、今あるこの国民

健康保険制度、これを維持していく。 

 町においても、一般会計より繰り入れということは視野に入れていますけれども、ただ利用者が

３０％未満ということでございますので、安易にこれをするわけにはいきません。かなりの理解が得

られないと、私はできないと思っております。そういう中で、この国民健康保険の維持という、今宇

津木議員さんが言ったとおり、国そのものがこれに対して、もっともっと力を入れなくてはいけない

というのは私も同感でございます。ただ、国が余りにも借金の多い国になっておりますので、では国

に頼ればいいのかということはちょっと考えられないし、とりあえずは市町村でこれを維持していく、

将来的には後期高齢のような一本化ということは、それをしていかないと小さな町村は立ち行かなく

なるのではないかなというのは私の今の率直な考えでございます。まだそこまでいっていませんけれ

ども、将来的にはそういうことも考えられるということでございますので、玉村町としては、町とし

てはこれをとりあえずは独自で健全に運営していくということを考えていくというのは、今の考えで

ございます。将来的にはそういうような大きな法の改正というのと、国を頼るということは、今は余

りにも日本の国が借金が多い国でございますので、私の頭の中には国に頼るということは、今のとこ

ろは考えていないというのが現状でございます。 

◇議長（柳沢浩一君） １４番宇津木治宣議員。 

              〔１４番 宇津木治宣君発言〕 

◇１４番（宇津木治宣君） 最後の質問になりますけれども、いずれにしても国民皆保険制度はどう

しても守っていかなければならない、私も同感であります。そうした中で、国保会計が厳しいという

ことになって、これから先行きそういう傾向がどんどん強まるということで、大変頭を痛めるところ

ですけれども、税率改定になった折には相当の町民の負担感、それとやっぱり払えないよという一部

の場面も出てくると思うのです。それが資格者証や短期保険証につながる懸念があるし、いわゆる強



－31－ 

制的な法律どおりやるのだというようなことなのですけれども、やはり事は命にかかわる問題なので、

その辺十分配慮をしていただけるおつもり、現場では機械的にやるのではないよということの答弁は

いかがでしょうか。それによって私、判断をしたいと思います。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 我々が戦後に育ちまして、戦後自分の身の周りでお金が払えなくて、医者に

かかれなくて命を落としたというような話は、その以前の戦争前の話でありますと、そういうような

話はいろんな物語や本で読みました。でも、戦後我々が物心ついてからは、この制度のおかげだと思

っていますし、周りで医者の見間違いで亡くなったというのはありますけれども、お金がなくて医者

にかかれなかったというのはなかったわけでございます。また、これも私は保険制度かなと思います。 

 私は、２０歳のときにうちのおふくろが破傷風にかかりまして、国立の高崎病院に入院しましたと

きに、最初父親が呼び出されたのです。何で呼び出されたと、帰ってきて聞いたら、薬を使うのだけ

れども、この薬の金が払えるかということを医者に聞かれて帰ってきたと。おやじさん、どうしたん

だいと言ったら、金がかかってもしようがないよなという話でございましたけど、その昔だって保険

がなければ、そういうときに俺のうちは金がないから我慢して、その薬は使わないでくれということ

が現実に起きたのかなというのを自分でも感じましたけれども、私は日本の国がこれだけいい国であ

るし、そして国民が健康な生活ができる大きなもとは、この国民皆保険制度かなと今でも思っていま

すし、これを我々は維持をしていく、そしてこれを子孫に残していくというのが私は大きな責務では

ないかなと考えております。 

◇議長（柳沢浩一君） 税務課長。 

              〔税務課長 月田昌秀君発言〕 

◇税務課長（月田昌秀君） 納税の関係でございますけれども、法律に基づいて行うというのは当然

のことではございますが、法律の枠内におきまして、分納制度、そういうものもございます。したが

いまして、ぜひそういう納期納期にはなかなか難しいという場合には納税相談に来ていただいて、そ

の辺担当とよく相談してもらうというのが原則でございますので、その辺も周知もしていきたいと思

っておりますが、よろしくお願いしたいと思います。 

◇議長（柳沢浩一君） 住民課長。 

              〔住民課長 山口隆之君発言〕 

◇住民課長（山口隆之君） 当然収納に応じまして、先ほど話しましたけれども、短期証あるいは資

格証という交付になります。ただ、その短期証につきましても、現在６カ月の有効なのですが、それ

につきましては、平成２４年度から６カ月と。それまでは１カ月有効期限だったわけです。当時の考

え方とすれば、言葉はちょっとふさわしくないかもしれませんが、ある意味保険証を人質にとるよう
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な形で、毎月窓口に来さざるを得ないような形をとっていたわけなのですけれども、やはり給付は給

付、収納は収納ということで対応していこうということで、２４年度からは１カ月有効を６カ月に交

付しました。通常の保険証は１年なので、どこが違うのかといえば６カ月か１年かの違いでして、医

療機関での当然受診に関しては、一切そこに何らかの差があるということはありません。 

 それから、資格証につきましては、滞納税について１年間一銭も収納がないという状況の方々、も

しくは連絡がとれなくて行方不明的な方々もその中には当然含まれています。ただ、それについては

非常に昨今大幅に減少させていまして、その考え方は先ほど言いましたように給付は給付ということ

で、納税相談等々を受けまして、それによって特別事情ということを考慮して、せめて短期証の交付

に切りかえているという状況をいたしております。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 全体的に資産割を減らして、所得割、均等割をふやしていると。これについ

ては、私大体いいのではないかとは思うのですが、この改正案に至るまでには幾つかの割合の検討が

あったと思うのです。例えば医療について、所得割は６．３０％になりましたね。これが６．３０％

が一番いいのだと。そういうそれぞれの割合についてこの案が一番いいのだと、そういう結論に至っ

た理由を簡潔に教えてもらいたい。もしもこの改正案に至るまでにこういう案がありましたと、３つ

の案なり４つの案があればその案を出して、それで比較検討して、この改正案が最良なのですと、そ

ういう理由を教えていただきたい。 

 もう一つは、この改正案によって再来年度以降増額しなくて済む期間は何年間ぐらいいけるかと。 

 以上２点について質問します。 

◇議長（柳沢浩一君） 住民課長。 

              〔住民課長 山口隆之君発言〕 

◇住民課長（山口隆之君） この改正をしないと約１億３，５００万円の収入が要は赤字になるとい

うことがまず前提となります。なぜならば医療費の伸び、それが大体毎年２％ぐらい前年対比伸びて

いる状況、それから後期高齢者の支援分と、それから介護保険分、こちらについては節約のしようが

ないものでして、人数割で、ある意味拠出金という性格上のものがありますので、これも相当正確な

形で試算ができると。それらを合計しますと、約１億３，５００万円の、何とか税収で賄わなければ

ならないということになります。これを現行の案と比較しながら、あるいはもちろんよその市町村は

どうなっているのだということも当然気になる部分でありますので、他市町村の動向も加味し、さら

に何度か触れましたが、応能応益、つまりこれをなるべく５０％・５０％に持っていきたいという考

えも、その辺を含めてシミュレーションをした結果になります。ただ、当初は、先ほど町長の答弁に

もありましたように現年分の収納、こちらだけで賄うというスタンスで計算しましたものですから、
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相当額の大幅値上げということになりました。 

 ただ、実際には税収を考えた場合に、現年収納のほかに実際には滞繰分の収納が現実にあるわけで

すから、それが毎年大体７，０００万円前後。この７，０００万円を、加入者約１万人弱ですので、

それで割り返すと１人平均７，０００円ということになりますので、滞繰分を見れば、単純に言うと

１人につき７，０００円減額できるのではないかと。当初のシミュレーション結果に比べて

７，０００円減額できるのではないかということで、それを考慮した結果の今回の上程案ということ

になります。 

それで、今回改正案で今後の見通しということになりますが、正直言って２７年度が乗り切れるか

どうかという状況にもあります。それは、医療費の伸びも当然あるのですけれども、昨今医療費の伸

びが大分落ちてきています。これはうれしい誤算なのですけれども、伸び率が低くなってきています

ので、それによって非常に大きく左右されるのですが、２７年度は何とかという状況で、極端な話

２８年度、さらに小幅な値上げが必要になるような事態も正直言って考えられます。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） それぞれの割合についての説明は大体わかったのですが、この増額によって

来年度も何となく不安のような説明があったのですけれども、少なくとも３年間ぐらいは増額しない

でいけるような案のほうがいいのではないかと思うのです。今まで１４年間ほど増額せずに来たよう

ですけれども、それが今度は毎年増額していく。ちょっと町民に話しても、来年度またもしかすると

増額しなければなりませんよなんていう案では、ちょっと説明がつかないのではないかと思いますが、

これを３年間ぐらい増額せずに保つという場合にするのにはどうしたらいいと思いますか。 

◇議長（柳沢浩一君） 住民課長。 

              〔住民課長 山口隆之君発言〕 

◇住民課長（山口隆之君） 先ほどの答弁の中で申し上げましたけれども、後期支援分と、それから

介護保険分、こちらについてははっきり言って節約のしようがないという話をしたのですけれども、

そうなると今度は医療費の抑制、これがストレートに削減につながる部分になります。幸いなことに

加入者の皆さんのご協力もあって、医療費の伸びが当初よりは幾らか減少しているということ、好材

料になるわけです。それから、加入者自体が実際には減少しています。こちらのほうもある程度、こ

れはいいことなのか悪いことなのかはちょっとわからないのですけれども、実際に加入者が減ってい

るということ、ということは当然総体的に支出も減るということで、もちろん歳入も減るではないか

という話になるのですが、医療費の抑制にはつながるであろうという期待もありまして、そちらのほ

うを考えております。 

◇議長（柳沢浩一君） ２番渡邉俊彦議員。 
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              〔２番 渡邉俊彦君発言〕 

◇２番（渡邉俊彦君） 素朴な基本的な質問みたいなので申しわけないのですけれども、今論議され

ていますけれども、これ１２年だか１４年だかの経緯もあって上げるようですが、去年まで一町民で

したから、こういうことに関心もなかったのですけれども、１２年も放っておかずに、放っておいた

のがまさかいいかのような説明かと感じましたが、そうでなく、もう少し小刻みに少しずつ上げて町

民負担を重くしていただいておれば、この上げる額も少なくて済むし、町民の理解を求めやすいと思

うのですが、これはあくまでも参考の話でいいのですが、どうして今まで１２年でというのをやった

か、それをちょっと聞いておきたいと思いまして。 

◇議長（柳沢浩一君） 住民課長。 

              〔住民課長 山口隆之君発言〕 

◇住民課長（山口隆之君） 現在国保の財政調整基金、こちら９１万円なのです。３６億円の予算規

模で９１万円ですから、これはもうゼロと言っていいと思うのですけれども、この基金が最大値のと

きは約３億円あった年度もありまして、当然そのころも値上げをという議論されたわけですけれども、

基金が３億円あって、それから繰越金も２億円あるときに、なかなかそれを崩さずに値上げにという、

なかなかそういった形にはならなかったというのが一つあります。 

 それから、先ほど議員さん指摘のように、もっと小刻みにということなのですけれども、実際に県

内の他市町村見てみますと、正直言って小刻みに上げたり下げたり、つまり改定をしているのです。

例えば医療については黒字だから、そこは手をつけずに後期支援分を上げるとか、あるいは介護保険

分を上げるとか、あるいは医療分については大幅な黒字が出たので値下げするとか、そういった小刻

みな改正を行っている自治体も実際にはあります。その辺も今回の値上げに関して、国保運営協議会

にも当然諮問をして、議論していただいたのですけれども、そのときのある委員さんからの意見で、

もっと小刻みに改正すべきだったのではないかというご意見もいただいて、今さらながらになるので

すけれども、非常にその点については反省している。今後について、それを反映していくべきではな

いかというふうに考えております。 

◇議長（柳沢浩一君） ２番渡邉俊彦議員。 

              〔２番 渡邉俊彦君発言〕 

◇２番（渡邉俊彦君） 過去のことだからそれはそれでいいとしますけれども、１年経過、上げない

場合には１億３，５００万円でしたっけ、赤字になってしまうと。そんなことだから、上げることが

だめとか悪いとか、そういうことを私は申しているのではなくて、今後も負担が、社会構造を見れば

大体先のこともシミュレーションもできると思うので、先のことも加味した中でやっていただければ

町民の理解を求めやすいと思いますので。 

 以上です。 
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◇議長（柳沢浩一君） ほかに質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 質疑終了と認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                      ◇                   

◇議長（柳沢浩一君） 暫時休憩します。１１時２０分まで休憩いたします。 

   午前１１時８分休憩 

                                         

   午前１１時２０分再開 

◇議長（柳沢浩一君） 再開いたします。 

                      ◇                   

〇日程第１４ 議案第６１号 玉村町国民健康保険条例の一部改正について 

◇議長（柳沢浩一君） 次に、日程第１４、議案第６１号 玉村町国民健康保険条例の一部改正につ

いて議題とします。 

 これより提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） 議案第６１号 玉村町国民健康保険条例の一部改正についてご説明申し上げ

ます。 

 本案につきましては、健康保険法施行令の一部改正に伴い、玉村町国民健康保険条例の一部を改正

するものでございます。 
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改正の主な内容につきましては、出産育児一時金の支給額を現行の３９万円から４０万４，０００円

へと引き上げるものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

以上です。 

◇議長（柳沢浩一君） 提案説明を終了いたします。 

 これより本案に対する質疑を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 質疑なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                      ◇                   

〇日程第１５ 議案第６２号 玉村町福祉医療費支給に関する条例の一部改正について 

◇議長（柳沢浩一君） 次に、日程第１５、議案第６２号 玉村町福祉医療費支給に関する条例の一

部改正について議題とします。 

 これより提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） 議案第６２号 玉村町福祉医療費支給に関する条例の一部改正についてご説

明申し上げます。 

 本案につきましては、群馬県福祉医療補助金交付要綱の一部改正に伴い、玉村町福祉医療費支給に

関する条例の一部を改正するものでございます。 

改正の主な内容につきましては、配偶者のない男子の根拠条項等の改正並びに児童福祉法による小

児慢性特定疾患治療研究事業の給付及び群馬県特定疾患医療給付実施要綱による医療の給付がそれぞ
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れ法制化されたことに伴い、群馬県福祉医療補助金交付要綱が平成２７年１月１日に一部改正となる

ため、必要な改正を行うものでございます。 

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

以上でございます。 

◇議長（柳沢浩一君） 提案説明を終了いたします。 

 これより本案に対する質疑を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 質疑なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                      ◇                   

〇日程第１６ 議案第６３号 玉村町公民館設置条例の一部改正について 

◇議長（柳沢浩一君） 次に、日程第１６、議案第６３号 玉村町公民館設置条例の一部改正につい

て議題とします。 

 これより提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） 議案第６３号 玉村町公民館設置条例の一部改正についてご説明申し上げま

す。 

 現在公民館は、設置条例第２条で文化センター内の玉村町公民館、分館として箇茂木集会所、芝根

分館、上陽分館と定めておりますが、ＪＡしばね支所、これは現在ＪＡしばね支店でございます。じ

ょうよう支店の閉店に伴い、芝根分館、上陽分館を条例から削除するものであります。 
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 今までＪＡしばね支店、じょうよう支店の２階部分をそれぞれ分館としてまいりましたが、長年に

わたり利用しておらず、近年は両施設とも老朽化が進んでおりました。今後も現在進めております文

化センター内の玉村町公民館を中核に、生涯学習推進員等の協力を得ながら、活動をさらに充実して

まいりたいと考えております。 

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

以上です。 

◇議長（柳沢浩一君） 提案説明を終了いたします。 

 これより本案に対する質疑を求めます。 

 ３番石内國雄議員。 

              〔３番 石内國雄君発言〕 

◇３番（石内國雄君） 質問させていただきます。 

 余り使用もされていないということと、芝根、それから上陽のＪＡの施設がなくなるということで

この分館を廃止するということなのですが、その後の手当てというのは、その地域にとっては拠点が

なくなるということで、その辺の考え方とか、全て公民館のほうに来るというような考え方というよ

うなお話も聞いていますが、それでいいのかとか、これからそういう違う考え方はないのか。例えば

宇貫だとか、上之手だとか、五料だとか、八幡原には公民館がそれぞれありますが、ここのところは

空白になるわけですので、そういうものはどうなるかという形でちょっとお話を聞かせてください。 

◇議長（柳沢浩一君） 生涯学習課長。 

              〔生涯学習課長 井野成美君発言〕 

◇生涯学習課長（井野成美君） 芝根分館、上陽分館はなくなるのですけれども、八幡原ですとか宇

貫のような地域の集会所は、五料地区でも上陽地区でもそれぞれの地区にありますので、その点は問

題ないのかなと考えております。 

◇議長（柳沢浩一君） １０番三友美惠子議員。 

              〔１０番 三友美惠子君発言〕 

◇１０番（三友美惠子君） 先ほどの集会所ですよね。集会所と公民館は、違うのだと思うのですけ

れども、公民館を１つにしてしまう。これから高齢化社会がまだまだ進んでいく中で、公民館活動と

いうのはすごい大事なものだと思うのですが、それを縮小していくということについて町の姿勢をち

ょっとお伺いしたいのですが。 

◇議長（柳沢浩一君） 教育長。 

              〔教育長 新井道憲君発言〕 

◇教育長（新井道憲君） 今ご指摘の縮小ということではございません。実際に今公民館活動として

機能していない、そこを条例から外すということでありまして、公民館活動自体は毎年創意工夫を重
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ねてやらせていただいております。 

◇議長（柳沢浩一君） １０番三友美惠子議員。 

              〔１０番 三友美惠子君発言〕 

◇１０番（三友美惠子君） その公民館活動を今集会所でやっているわけですよね。公民館としての

活動を地区の集会所で生涯学習推進員のもとにやっているということで、公民館活動として地区の集

会所だけを使ってこのままやっていくのが正しいのかなということを町長にお聞きしたいのですが。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） ＪＡが統合されまして、役場の隣にたまむら支店として大きくなります。そ

の中に今芝根分館、上陽分館で使っているような会議室という、大人数入れる会議室というのは我々

もそれを希望して、要望はしておりました。だから、そのような形の会議室は玉村支店の中にできる

と思います。 

 というと、今度は上陽、芝根はどうするのだという話になるのですけれども、この分館が今ある建

物は老朽化しておりますし、あれはＪＡの所有でございます。町の所有ではございません。ＪＡの所

有でございますので、それを壊すということでございますから、その分館は廃止するということで、

公民館活動を縮小するということではないという理解をしていただきたいと思います。はっきり言っ

て、現在はほとんど使っていないのが現状でございます。先日も上陽分館で花火の地権者の説明会を

行いました。１００人分ぐらいは座れるのです。椅子も用意してあって、１００人分ぐらいの椅子は

用意したのですけれども、当日集まった方は３０人ぐらいだったのですけれども、それにかわるべき

ものというのは、今後ＪＡがそれをなくすわけですから、その後のことについては、またこれは町と

してはどういうふうに考えるかというのは、検討しなくてはいけないかなと、こう考えております。 

◇議長（柳沢浩一君） ８番島田榮一議員。 

              〔８番 島田榮一君発言〕 

◇８番（島田榮一君） 本件につきましては、今までにも多くの議員がそれぞれ質問をしてきた一件

かと思うのでありますが、さくい話、芝根地区あるいは上陽地区、この芝根地区の住民が寄る寄り場

がなくなる、会議室がなくなるということなのです。私も前回の一般質問でもさせてもらいましたけ

れども、確かに頻度は少ないのですけれども、やるべき会議というものはありまして、例えば町長の

座談会であるとか、あるいはＪＡの座談会であるとか、あるいは芝根地区遺族会の役員会議であると

か、そういう重要な会議があるのです。やっぱり芝根地区の人が集まってやりたい会議というのがあ

るのです。それをこの後の手当てをどうするのかという構想が欲しいのかなと、そんなふうに思うの

です。 

 私も前回の一般質問のときに役場周辺へいろいろ持ってくるのも一つの考え方かもしれませんけれ
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ども、今ＪＡがたまむら支店を建設中でありまするけれども、あれができると、またどういう風景に

なってくるかまだわかりませんが、中央集権的に中央へ持ってくるばかりが能ではないのではないか

と。例えば社会福祉協議会等は、芝根ＪＡの跡地へ持っていって、それでその会議室の一部を芝根の

住民に開放、使用できるようにしていただければ一石二鳥ではないかというふうな質問もしたわけで

あります。したがいまして、とにかくそのＪＡの土地を何とか町で購入していただいて、それでどう

いうふうに利用するかは後の問題といたしましても、そういう考えはないのかどうか、お尋ねします。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 今回の条例の一部改正でございますので、土地がどうこうというところまで

まだ考えていませんので、その回答はまた控えさせていただきたいと思います。ただ、今島田議員さ

んの言うことも十分わかっていますし、芝根地区の皆さんが集まる場所というのが、このＪＡのしば

ね支店であったということは、地元の人はよくわかっていると思いますので、それがなくなるわけで

ございますから、そのかわりにどうするのだということになると思います。これについては、またい

ろんな場面で検討しながら町の方針を出していきたいと思っております。まずは、これは町のもので

はなくてＪＡのものでございますので、ＪＡが今度どういうような計画を立てていくかということも

あると思いますので、その辺を見きわめた中で検討していきたいと思います。 

◇議長（柳沢浩一君） ほかに質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 質疑終了と認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                      ◇                   
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〇日程第１７ 議案第６４号 平成２６年度玉村町一般会計補正予算（第７号） 

〇日程第１８ 議案第６５号 平成２６年度玉村町国民健康保険特別会計補正予算（第 

              ２号） 

〇日程第１９ 議案第６６号 平成２６年度玉村町後期高齢者医療特別会計補正予算 

              （第１号） 

〇日程第２０ 議案第６７号 平成２６年度玉村町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

〇日程第２１ 議案第６８号 平成２６年度玉村町介護予防サービス事業特別会計補正 

予算（第１号） 

〇日程第２２ 議案第６９号 平成２６年度玉村町下水道事業特別会計補正予算（第２ 

              号） 

〇日程第２３ 議案第７０号 平成２６年度玉村町水道事業会計補正予算（第２号） 

◇議長（柳沢浩一君） 次に、日程第１７、議案第６４号 平成２６年度玉村町一般会計補正予算（第

７号）から日程第２３、議案第７０号 平成２６年度玉村町水道事業会計補正予算（第２号）までの

７議案を一括議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１７、議案第６４号から日程第２３、議案第７０号までの７議案を一括議題とする

ことに決定いたしました。 

 これより提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） 議案第６４号 平成２６年度玉村町一般会計補正予算（第７号）について、

ご説明申し上げます。 

 本案は、既定の歳入歳出予算の総額に９，２３５万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

１２６億５，５８６万３，０００円とするとともに、債務負担行為の追加をさせていただくものでご

ざいます。 

 主な補正内容ですが、まず歳入では地方交付税、国、県支出金合わせて６，０３１万４，０００円

を追加し、大雪による被災家屋修繕補助金の財源として財政調整基金３，０００万円、財団法人群馬

県市町村振興協会からの見舞金１００万円を追加するものでございます。 

 次に、歳出ですが、まず職員給与費については、人事異動によるもののほか、期末手当等の見直し

による追加や退職者の増加による減額で、総額では１，８８１万８，０００円の減額でございます。 

また、議会費においても議員期末手当の見直しによる追加でございます。 
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次に、総務費では社会保障・税番号制度導入に伴う中間サーバー利用負担金やふるさと納税の増加

に伴う謝礼品購入費の追加でございます。 

民生費では、給付費等の増加に伴う国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療特別会計への繰出金

やサービス利用者の増加に伴う障害者自立支援費の追加でございます。 

また、児童館費では新年度から放課後児童クラブの受け入れが小学校３年生から小学校６年生へと

拡充されることに伴い、必要となる消耗品や備品購入費を追加するものでございます。 

次に、衛生費では大雪により倒壊した園芸用ハウスのガラス等の搬入が大幅にふえているため、そ

の処理経費やクリーンセンターの施設内配水管の漏水に伴う布設がえ工事の追加でございます。 

商工費では、一昨年７月から実施している住宅リフォーム支援事業について、今後も申請者の増加

が見込まれることから、その助成費用を追加し、土木費では、自治体の橋梁点検が義務化されたこと

を受け、２メートル以上の８２橋の点検基礎資料の作成委託費を追加するものでございます。これ２メ

ートル以上というのは、この橋の幅ではなくて、長さということで理解してください。 

なお、債務負担行為については、第４保育所の解体工事や玉村小学校プールろ過機更新工事、文化

センター周辺土地区画整理事業に伴う調査設計、たまむら道の駅、これ仮称でございますけれども、

の開設に伴う準備経費などで早期に発注することにより事業の進捗を図るものでございます。 

以上が一般会計補正予算の主な内容でございます。 

議案第６５号 平成２６年度玉村町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について、ご説明申

し上げます。 

本案につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，９８２万７，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６億３，３７３万８，０００円とさせていただくものでご

ざいます。 

補正の内容といたしましては、歳入の主なものとして保険基盤安定繰入金２，０９４万７，０００円

及び繰越金１，８６３万１，０００円を増額するものでございます。 

歳出の主なものとして、今年度前期分の医療費の状況により増加が見込まれることから、一般被保

険者療養費として１５０万円、一般被保険者高額療養費１，０００万円、確定した負担金、納付金の

不足分として後期高齢者支援金１，６００万３，０００円、介護納付金１，１２８万４，０００円を

増額するものでございます。 

議案第６６号 平成２６年度玉村町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、ご説明

申し上げます。 

本案につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０７万１，０００円の増額とし、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億４，５５２万１，０００円とさせていただくものでござ

います。 
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補正の内容といたしまして、歳入につきましては、平成２５年度の事務費精算分として繰越金を

１２１万３，０００円、保険基盤安定繰入金を１８５万８，０００円増額するものでございます。 

歳出につきましては、一般会計返還金を１０３万７，０００円、保険料納付金を１７万６，０００円、

保険基盤安定拠出金を１８５万８，０００円増額するものでございます。 

議案第６７号 平成２６年度玉村町介護保険特別会計補正予算（第２号）について、提案理由の説

明を申し上げます。 

本案につきましては、介護保険特別会計の予算を歳入歳出それぞれ１，７０２万３，０００円増額

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２０億６，８６７万１，０００円と定めるものでございます。 

まず、歳入につきましては、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金を給付費見込み等からそれぞ

れ増額し、町負担分を一般会計から繰り入れ、繰越金の増額を計上いたしております。 

歳出につきましては、給付費等の増加が見込まれ、全体として増額するものでございます。歳出の

内訳といたしましては、平成２７年度から制度改正に伴うシステム改修費を含む総務費が２０２万

３，０００円、介護予防サービス給付費が１，４５０万円、地域密着型介護予防サービス給付費が５０万

円、地域支援事業では包括的支援事業を１０万円減額し、成年後見制度利用支援事業を３０万円減額、

ふれあいの居場所づくり事業の４０万円増額を計上いたしております。 

議案第６８号 平成２６年度玉村町介護予防サービス事業特別会計補正予算（第１号）について、

提案理由の説明を申し上げます。 

本案につきましては、介護予防サービス事業特別会計の予算の歳出の総務費を３０万１，０００円

減額し、介護予防サービス事業費を３０万１，０００円増額するものでございます。 

歳出につきましては、一般経費を執行状況の見込みにより減額し、要支援認定者に対する介護予防

ケアプラン作成件数の増加に伴い、新予防介護ケアプラン作成委託料の増額を行うものでございます。 

歳入歳出の総額に変更はありません。 

議案第６９号 平成２６年度玉村町下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、ご説明申し

上げます。 

本案につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，７６２万３，０００円を追加し、

総額を１４億８，０４２万３，０００円とさせていただくものでございます。 

主な補正理由ですが、補助対象事業の拡大により国庫補助金が増額見込みとなったこと、建設費の

増加に伴い、下水道事業債が増額見込みとなったこと、人事院勧告を受け職員給与費を増額する必要

が生じたことなどでございます。 

次に、金額についてですが、歳入では国庫補助金を１，６６０万円、繰越金を４１２万３，０００円、

下水道事業債を６９０万円それぞれ増額するものでございます。 

一方、歳出では職員給与費について、公共、特環の総額で６２万３，０００円増額し、特定環境保
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全公共下水道建設費の工事請負費を２，７００万円増額するものでございます。 

最後に、債務負担行為についてですが、来年度から５年間の長期契約を予定している窓口料金収納

業務委託の２，３７７万９，０００円と、来年度から５年リースを予定している上下水道統合システ

ム賃貸借の８６６万５，０００円の２件について、債務負担行為を設定させていただくものでござい

ます。 

議案第７０号 平成２６年度玉村町水道事業会計補正予算（第２号）について、ご説明申し上げま

す。 

まず、収益的収支についてですが、収益的支出の予定額を４１万５，０００円増額し、総額を５億

７，８９２万５，０００円と定めるものでございます。 

増額する項目ですが、給料を６万５，０００円、期末勤勉手当等を３１万２，０００円、法定福利

費を３万８，０００円増額するものでございます。 

次に、債務負担行為についてですが、来年度から５年間にかけて予定している窓口料金収納業務委

託が１億８３２万６，０００円、上下水道統合システム賃貸借が１，６９９万７，０００円、今年度

から来年度にかけて予定している配水管設計委託業務が１，１８８万円、配水管布設がえ工事、これ

は五料地区でございます。五料地区が１，５６０万円。配水管布設がえ工事、これは川井地区でござ

います。川井地区が１，９５０万円。配水管布設がえ工事、これは上福島地区でございます。これが

１，６８０万円、もう一つこの布設工事が上新田地区、これが３，０００万円でございます。 

よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

◇議長（柳沢浩一君） 以上で７議案に係る提案説明を終了いたします。 

 日程第１７、議案第６４号 平成２６年度玉村町一般会計補正予算（第７号）、これより本案に対

する質疑を求めます。 

４番笠原則孝議員。 

              〔４番 笠原則孝君発言〕 

◇４番（笠原則孝君） １３ページ、ここで雪被害に当たる財政の補助金ということで３，０００万

円計上していますけれども、これで一応聞きますと、来年の本来なら今月の２６日で締め切るわけだ

ったのですが、業者の手配がつかないということで、見積もりだけで、来年の２月いっぱいまでのあ

れを認めるということなのですけれども、この３，０００万円で足りるのですか。それとも、これオ

ーバーしてしまった場合は、また追加予算というような格好でいくのでしょうか。いかがですか。 

◇議長（柳沢浩一君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 斉藤治正君発言〕 

◇生活環境安全課長（斉藤治正君） 今のご質問いただきました財政調整基金繰入金３，０００万円

ということで、大雪の財源に充てるということで説明をさせていただいたわけでございますが、歳出
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上は町村会からの１００万円の見舞金を含みまして、３，１００万円が補助金の歳出金額になる予定

でございます。これで足りるのかというようなご質問でございますが、一応これにつきましては、事

前申請というわけではなくて、事後申請という形をとっておりますので、今の段階で足りますという

断言はできかねます。ただし、いろいろやる中で、今までも何回も補正をさせていただいているとこ

ろでございますが、当面は３，１００万円という予算を予定をしておりまして、最終的には今議員さ

んのほうからご指摘があったとおり、１２月２６日が延長のときの仮交付の期限になりますので、そ

の時点におきましては総額のほうは固まると考えております。 

 以上でございます。 

◇議長（柳沢浩一君） ４番笠原則孝議員。 

              〔４番 笠原則孝君発言〕 

◇４番（笠原則孝君） そうしますと、過去に何件ぐらいの受付をいたしましたか。それと、現在で、

あと先にどのぐらいいっているか、ちょっとお聞きしたいのですが。 

◇議長（柳沢浩一君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 斉藤治正君発言〕 

◇生活環境安全課長（斉藤治正君） 件数につきましては、ちょっと本日１２月入っておるわけです

ございますが、１１月１８日、全協において資料とともに説明をさせていただいたことがありますが、

その時点では１１月１４日時点でのデータは申請件数が８６７件ということで、こちらでは承知して

おります。 

◇議長（柳沢浩一君） ３番石内國雄議員。 

              〔３番 石内國雄君発言〕 

◇３番（石内國雄君） ４１ページの地域経済活性化対策住宅リフォーム支援事業のことでございま

す。これは、数年間ずっと続けてきまして、前年切れまして、ことしまた新たに始めた形なのですが、

今回も当初予算が２，２５０万円で、また補正で１，４００万円、いつも当初予算から常に補正補正

というのでなってきます。これの地域経済活性化対策の今現在の件数とか、それから見込み、それか

らそもそもこの事業の町としての枠というのですか、または期間というのですか、そういうものは今

回はどのように考えているか、お聞きしたいと思います。 

◇議長（柳沢浩一君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 大谷義久君発言〕 

◇経済産業課長（大谷義久君） こちらにつきましては、おっしゃるとおり２，２５０万円の当初予

算に対して、今回３，０００万円の補正ということになっております。現在まだ残額としては、何百

万円か残っていると思うのですけれども、申請が来ているもので実質は終わっているという状態でご

ざいます。これから、１月末までがまだ受け付けという期間になっておりまして、３月末に完成した
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ものについて補助対象とするという方向でございますので、１月末までに申し込みがある件数を想定

いたしまして、今回の１，４００万円ということで想定をさせていただきました。先ほどの雪の関係

ではないですけれども、ちょっとこれがぴったりおさまるかどうかというのは何とも言えない状況で

すけれども、ある程度の見込みということになっております。 

 それから、また今後のことについてなのですけれども、とりあえず２５年で一度は終了という流れ

で来ておりまして、今年度２６年度が延長ということになりました。その流れからすると、とりあえ

ず一区切り十分効果も果たしたのかなというようなイメージは持っておりますが、最終的な決断は私

がするものではありませんので、何とも言えないところでございます。 

 以上です。 

◇議長（柳沢浩一君） ３番石内國雄議員。 

              〔３番 石内國雄君発言〕 

◇３番（石内國雄君） この事業、効果はあるのだと思うのですが、町としてはある程度の期間をス

パンで、恒常化とかそういうような感覚があるのか、一応１年延長、１年延長、１年延長という形で

やるのかという話と、あともう一つは税金を使っての補助になりますので、当初予算があればことし

は何件ですよ、ことしは何件ですよというのを例えば町民の方にアピールすることで、予算が常に補

正補正という形ではなく、取り組めるということもあると思うのですが、その辺のところは今後どの

ような考え方でございましょうか。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） このリフォーム補助金の制度を始めたのは、リーマンショック以後大分景気

が落ち込みまして、町内業者がほとんど仕事がなくなったという、そういう状況でございました。そ

のときに、この事業は全て町内業者以外は出しませんということで、町内業者の経済効果を見てやり

ました。２５年度で終了ということで一応一区切りをする予定だったのですけれども、大変もう一年

延長してほしいという声がありましたので、延長したということでございます。今課長が言ったとお

り、１年延長というのがある意味では期限かなと思っています。 

 この前に出たのが、トクトク商品券というのを出しまして、これが終わりまして、その後として非

常に町の中の経済活性を促すのではないかなということでやったのですけれども、工事料にしますと

約１０億円を超える額になると思います。１０億円を超えるということは、相当な町業者にとっては、

私はいい受注ではなかったかなと思っております。それと同時に、これを使って家屋の改修をした一

般消費者が、大変よかったという声を私もあちこちから聞いておりまして、今までどうしようかなと

思ったのだけれども、思い切ってやってよかったよと、町がそういうふうな補助金を出すのなら、そ

のときにやってよかったという声でございます。私は、十二分にリーマンショック以降の町経済の活
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性化に寄与したのではないかなと。十二分以上のリフォーム資金の効果は出たのではないかなと感じ

ているところでございます。 

 今これもいつまでもだらだらというわけにはいきませんし、税金を使っているわけでございますの

で、２５年度ということで一区切りということですけれども、１年延長しましたから、この１年延長

というのは一つの大きな区切りと考えております。今後もしいろんな声が出れば、それに合ったもっ

と効果的な事業があるのではないかなと思っておりますし、これがずっとやれば効果的だということ

ではありません。また新しい時代は変わっていきますので、それにかわるべき効果的な事業があれば、

それに変えると、そういうものを模索しながら、とりあえずは一区切りということも必要であるなと

考えております。 

◇議長（柳沢浩一君） ３番石内國雄議員。 

              〔３番 石内國雄君発言〕 

◇３番（石内國雄君） そうしますと、当初どおり延長は１年だけですよということを例えば町民の

方がすれば、それがはっきりわかれば、もう年内に年内にという話になるのだと思うのです。来年も

ありそうだとなれば、来年に予定しようかなという話があると思います。また新しい事業については

これから考えるかと思いますが、その辺のところも考えていただいて、また次の事業等について考え

ていただけばと思います。 

 以上です。 

◇議長（柳沢浩一君） ５番齊藤嘉和議員。 

              〔５番 齊藤嘉和君発言〕 

◇５番（齊藤嘉和君） ４４ページ、１点だけお聞きしたいのですけれども、橋梁長寿命化修繕事業

ということで、以前にも２０メートルを超える橋でしたっけ、新滝川ですとか藤川にかかる長い橋の

長寿命化に対するいろんなこのような測量設計等委託料があったかと思うのですけれども、あれは全

部まだ修繕が終わったとかそういうことではないと思うのですけれども、これも並行して、短い橋に

ついてもこれから取り組む、そこら辺の考え方をちょっとお願いいたします。 

◇議長（柳沢浩一君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高橋雅之君発言〕 

◇都市建設課長（高橋雅之君） 今まで１５メートル以上の橋でございます。これは、町内に２７橋、

２７つの橋がありました。そちらのほうの調査は済んでおります。しかし、今度は制度を変えまして、

２メートル以上の橋についても調査をしなさいということになってきました。２メートル以上の橋と

いうのは、川幅が２メートル以上というと、橋というよりコンクリートのボックスが入っているのが

ほとんどかなというふうに思われるのですが、実際その幅があるというものは道路台帳等に記載され

ているのですが、実際の橋梁の台帳というのがはっきりそこまでしていませんので、そこいらを今度
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は改良等の調査をするためにも、その２メートル以上の橋をはっきり全部こういうものがあるという

調査だけを今回この３００万円でさせていただくということでございます。これが８２橋ということ

で、全部で玉村町には２メートル以上の橋が１０９橋というような格好になってまいります。その調

査をさせていただきます。 

◇議長（柳沢浩一君） ５番齊藤嘉和議員。 

              〔５番 齊藤嘉和君発言〕 

◇５番（齊藤嘉和君） この前の全協で説明があったのは、合計１０９橋というふうに私聞いている

のですけれども、これは１５メートル以上の２７と、２メートルから１５メートル未満のトータルが

１０９ということですね。それで、これはとりあえず調査だけして、修繕が必要というか、そういう

ものについては、今後これもやっぱり１５メートル超える橋梁と同じように改良工事を進めていく、

その予定はどんなふうになっていますか。 

◇議長（柳沢浩一君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高橋雅之君発言〕 

◇都市建設課長（高橋雅之君） 今回この調査を行いまして、その２メートル以上の橋がどういう状

況で、２メートル以上１５メートル未満がどういう状況であるかという現況のみを調査をさせていた

だくということでございます。今後改修が必要かどうかという細かい調査につきましては、この現況

の調査に基づきまして、今後細かく調査をして、補修をしなくてはいけないものについては補修をし

ていくというような状況になっていくと思います。その細かい調査につきましては、今後の来年度以

降の調査というような格好になります。 

◇議長（柳沢浩一君） １０番三友美惠子議員。 

              〔１０番 三友美惠子君発言〕 

◇１０番（三友美惠子君） ４ページの債務負担行為のことについてお尋ねします。 

 たまむら道の駅のことを３つお聞きしたいのですが、まだ何かたまむら道の駅の運営母体がどうな

るかとかというのが私たちにははっきり見えてこない中で、業務の前倒しのための補正ということな

のですが、この１番目、たまむら道の駅（仮称）産直システム及びデジタルサイネージ連動システム

機器借り上げ料、この契約内容とか、誰と誰が結んだ契約なのかとか、あとこの機械を使ってどのよ

うなことをしていくのかということをお伺いします。 

 それと、次のたまむら道の駅（仮称）生産者履歴管理システム使用料、これも契約内容と、利益を

管理しなければならない生産者というのは、多分私が考えるには、道の駅に直接持ってくる生産者に

対しての履歴ではないかと思うのです。もし農協とか山ノ内とか持ってくるのはそちらのほうに履歴

があって、履歴を管理する必要がないのではないかと。そうすると、この生産者というのは、玉村町

の今回の道の駅の物産館に持ってくる人がどのくらいいるのかとか、契約内容はどういうふうになっ



－49－ 

ているのかというのをお聞きします。 

 あと、たまむら道の駅（仮称）のホームページの作成業務委託です。どのぐらいの量のホームペー

ジをつくるのか、そのようなこと、これも契約内容。これは全部契約内容というのは、道の駅のどの

部分と契約するのかとか、直営でやっていくのではないかと思われますが、それをずっと直営でやる

のか、この３１年までというのはどのようなことなのか、直営をどの程度で打ち切って委託するのか、

どうふうになるのか、そこら辺は私たちにはまだ見えてこないところで、そこら辺のところをお聞か

せ願えればと思います。 

◇議長（柳沢浩一君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 大谷義久君発言〕 

◇経済産業課長（大谷義久君） 道の駅の関係についてのご質問にお答えしたいと思います。 

 まず、経営そのものなのですけれども、基本的には町の直営ということでご理解いただけばと思い

ます。そして、運営部分について農業公社のほうに委託するという形式でよろしいかと思います。先

ほどから出ております３本の債務負担行為の関係につきましては、これは町が管理上のシステムとい

うような形で、町が契約をするものでございます。使用するのは農業公社が使うという、そういう形

になろうかと思います。ですから、一番上のＰＯＳシステムの関係ですけれども……それから、あと

はいつまでが直営でいつからかというのはまだ決まったわけではありませんけれども、当面は農業公

社にお願いするというようなことで、将来的には、いつを将来というかわかりませんけれども、そう

いう指定管理等の委託というような形も想定がされているという程度の表現にしておきたいと思いま

すが、そんな感じでございます。 

 それで、まず産直システムとデジタルサイネージの関係ですけれども、こちらはよくスーパーとか

でもありますＰＯＳシステムという、そういうものと、あとデジタルサイネージというのは、いろん

な道の駅の道路交通情報ですとかイベント情報、そういったものを要するにテレビの画面でいろいろ

情報提供するというふうな形ですけれども、その中でＰＯＳと連動いたしまして、売れ行きランキン

グですとか、そういったようなことも提供いたしまして、購買欲をそそるといいますか、そんなよう

なそういうシステム。いずれにしても、これは情報システムとＰＯＳのシステムが連動したものだと

いうふうにご理解いただけばというふうに思います。 

 それから、生産履歴の関係なのですけれども、こちらは基本的には農協のほうが主体の農産物とい

うことで、前提では進めておるのですけれども、やはり先を見ますと個人的に出店したいという方が

多いものですから、こういった管理のシステムを導入して、直接出す方をふやしていくというような

方向で今進めておりますので、今現在何人確保できているかというのはちょっと何とも言えないとこ

ろですけれども、これから春に向けて確保していくということでございます。 

 それから、ホームページの関係につきましては、細かいことはあれなのですけれども、いずれにし
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てもやはり道の駅の目的にはいろんな目的があると思いますけれども、何といっても最終的には半分

商売のところも、物を売るという、そういうこともありますので、いかに集客をよくして、健全経営

をするかということがやっぱりポイントになるかと思いますので、特に集客のツールと言いますか、

そういったことで一番メーンになるのはやっぱりホームページかなというふうに思っておりますので、

それの充実を図っていきたいというふうに思っております。職員でやるとか、例えばそういうような

ことも一つ方法としては考えられるかもしれないのですけれども、やはりプロの目から見た、行って

みたくなる、買ってみたくなるというそそるような何かうまい充実した中身になってほしいなという

願いを込めて予算要求をさせてもらったところでございますので、ご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

◇議長（柳沢浩一君） １０番三友美惠子議員。 

              〔１０番 三友美惠子君発言〕 

◇１０番（三友美惠子君） さっきの生産者、どのぐらいになるかわからないというところですが、

来ている方が多いという、申込者が多いという段階では今どのくらいの人数なのかということと、今

ホームページなのですが、直営でもしやるのでしたら、町のホームページの中からこういうふうに行

くような形でもいいのではないかと思います。直接つくらなくても、まずは町のホームページにアク

セスする人に、町には直営の道の駅があるのですよみたいな行き方をしてもいいのではないかと。そ

のホームページそのものを、まずはそんなにどのくらいの採算がとれるか全然わからないところから、

どの程度のものが出るのかわからないところから、このホームページを立ち上げてもどんなものを売

るのだという、そういうことが全部できているのでしたらそれも可能だと思うのですけれども、この

ホームページを今つくるということは、どんなものを売るとか、どんなふうになるとかということが

ある程度はっきりした段階でないとホームページってつくれないのではないですか。どんなものを売

るだろうみたいなのでつくっていくのか。もうこういうふうな、産直のたまむら道の駅というのはこ

ういうものですよという、まだ私たちにはっきり説明ができない段階でホームページをつくるという

こと自体が不可能ではないかと思うのです。 

 何を売るのか、何をするのか、どんなふうになるのかわからない状態でホームページをつくるより

は、町にアクセスする人たちのために、町のホームページから、今町にはこんな道の駅が、もうどん

どんそれだったらやっていいと思うのです。道の駅ができるのですよと。今建物はこんな状況になっ

ていますよとかというのをどんどん流しながら、そのホームページを先へ進めていくという、どんな

ものを売るというのは売り出してからで十分だと思うのです、もっとつくるのは。もっと先の段階で、

このホームページはしっかり売るものが決まったりとか、誰がどういうふうに売るとか、そういうこ

とが決まった段階でつくっていくべきで、今ここでホームページを立ち上げるというのは、またすぐ

変更みたいなところでお金がかかってくるような気がします。今は、町のホームページの中からそこ
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に直接行けるような形で、一番表に道の駅へこういうふうにアクセスできるようなところにして、今

道の駅の建設状況から全部こういうふうに伝えていったら、もっとおもしろい形になるのではないか

と。アクセスしていってもらって、今こんなふうにできていますよ、今こんなになっていますよ。す

ごいトイレができるのですよ。このトイレ今建設していて、こんな感じですよとかというのを、そう

いう段階で今から、もしあれでしたら、本当に町のホームページの中に組み入れて、本気でやる気が

あったら、直営だったらそれでやるべきだと思います。誰かに任せてそんなものをつくるのではなく

て、本当に町の中で町の人たちがこれからこういうふうにしていきたい、こういうふうにしていきた

いというのをやっていくべきで、ここにホームページをこういうふうにつくっていくのはどうかなと

いうのは私なんかは感じますが、どうでしょうか。 

◇議長（柳沢浩一君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 大谷義久君発言〕 

◇経済産業課長（大谷義久君） ちょっといろいろあってあれなのですけれども、まず農産物の関係

については、はっきり人数は言えないのですけれども、何十人だと思います、とりあえずのところ。

何十人という表現が、十何人というか、何十人かちょっと。２０ぐらいかなという、今のところそん

なイメージです。 

 それから、ホームページの関係については、町で一体的にというようなこともありましたけれども、

今できることというのを宣伝というのは、今やっていることが足らないなという反省はさせてもらっ

ているのですけれども、今町のホームページでもっとＰＲすべきかなというふうには思っております。

実際４月以降になりますと、結局それを操作する人が町の職員ではないということもありますし、完

全に今まで普通の公共施設とまた変わったものですので、やっぱり独立させたほうがいいかなという

ふうな考えでおります。操作する人も農業公社の職員になりますし、そんな感じです。 

 それから、あとは…… 

              〔何事か声あり〕 

◇経済産業課長（大谷義久君） いや、質問忘れてしまったのですけれども。一応お答えさせていた

だいたようです。済みません。 

◇議長（柳沢浩一君） １０番三友美惠子議員。 

              〔１０番 三友美惠子君発言〕 

◇１０番（三友美惠子君） ３回だから３回しますけれども、まだ何か余り進んでいない段階で、前

倒ししてやるというのはわかるのですけれども、前倒しする中で、もうちょっとしっかりと、道の駅

はどんな構想なのかを私たちにもしっかり説明していただかないと、これをオーケーするにはそうい

う説明がちょっと不足しているのではないかと思うのですが、町長に一言お願いします。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 
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              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） ある一種では営業でございますので、余り確定的にならなくても、どんどん、

どんどん発表してやっていくのが一般的な営業ですよね。ただ、役人がやっていますので、非常にか

たいやり方でございますので、その辺は理解していただきたいなと思いますけれども。今三友議員さ

んが言われたとおりＰＲがまだ不足しているのは確かだと思っております。ですから、町のホームペ

ージなどでどんどん、どんどん設計図ができているのですから、こういうのができますよということ

をどんどん言ったっていいと思いますし、営業が開始された後は、今言ったようにこの道の駅のホー

ムページを使って大々的に宣伝をしていかなくてはいけないかなと思っています。ですから、今現在

は課長が言ったとおり、町のホームページを使ってもっと宣伝をする必要があると思いますし、あそ

こまで工事が始まりましたから、今のところ工事も順調に行っています。ですから、非常におもしろ

い道の駅ができますから、期待していただきたいと思います。 

◇議長（柳沢浩一君） ほかに質疑ありませんか。 

              〔何事か声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 大谷義久君発言〕 

◇経済産業課長（大谷義久君） 済みません。さっきやはり言い忘れていたような感じがしたので、

ちょっといいですか。 

 要するに前倒しと言いましても、３月ごろから準備は始めますけれども、でき上がるのは実際には

５月ぐらいになってしまうと思うのです。そういうことで、できる前につくるのではなくて、やっぱ

りでき上がらないと完全に構築にはなりませんので、それなので債務負担行為ということで、実際に

は２７年度の予算でやりますと。それを予約をしているというのが債務負担行為ですから、着工とい

いますか、契約は２月なり３月にして、準備を始めて終わるのは２７年度になって、物ができた段階

でないと完成しないというふうにご理解いただけばと思います。よろしくお願いします。 

◇議長（柳沢浩一君） ６番備前島久仁子議員。 

              〔６番 備前島久仁子君発言〕 

◇６番（備前島久仁子君） 今ホームページの話が出ましたので、ちょっと質問させていただきます

けれども、玉村町のホームページも随分新しくするということで予算をとったと思うのですけれども、

玉村町の中でも道の駅のホームページあるわけですよね。ということは、また今回これ別個のものと

して道の駅のホームページをつくるということですか。例えば「玉村町 道の駅」というふうに検索

をかけた場合に、玉村町のホームページの中の道の駅が出てくるようにすれば、別個につくる必要で

もないと思うのです、その検索が。だから、「玉村町 道の駅」で検索した場合に、こちらの今後つ

くろうとしているホームページは立ち上がるようにするのか、それとも町のホームページがあるわけ
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ですから、その中、「玉村町 道の駅」と検索した場合に玉村町のホームページの中の道の駅が出て

くればいいわけではないですか。２つつくる必要があるのですか。 

◇議長（柳沢浩一君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 大谷義久君発言〕 

◇経済産業課長（大谷義久君） 技術的なことは余りよくわからないのですけれども、今のホームペ

ージのやり方というのは、何かＣＭＳとか言いまして、管理者が全部操作するのではなくて、職員が

誰でも更新ができるような、そういうシステムに今度町全体のもなるそうですし、こっちの道の駅で

想定しているのも同じそういうシステムになっておりますので、結局管理する人が職員でないという

ことになるとやはり別のものがいいし、中身も少し商業系の中身に入ってきますし、普通の公共施設

とはまた違うので、独立したほうがいいかなというふうに思っております。 

 あとは、直接町のホームページ見たときに、そこからリンクというのだと思うのですけれども、そ

こから飛べるようにして、お互いだと思いますけれども、そういうふうな形になるのかなというふう

なイメージを持っております 

◇議長（柳沢浩一君） ６番備前島久仁子議員。 

              〔６番 備前島久仁子君発言〕 

◇６番（備前島久仁子君） ちょっとよくわからないのですけれども。ということは、「玉村町 道

の駅」と検索したときに、どちらが出てくることになってくるのですか。２つあるわけですよね。 

◇議長（柳沢浩一君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 大谷義久君発言〕 

◇経済産業課長（大谷義久君） 一般的に道の駅と検索すれば、本当の道の駅のほうに飛ぶと思いま

すし、玉村町のホームページの中に道の駅の記載があれば、それも表示はされるのかなというふうな

気はします。直接入るか、間接かということです。 

◇議長（柳沢浩一君） ７番筑井あけみ議員。 

              〔７番 筑井あけみ君発言〕 

◇７番（筑井あけみ君） 三友議員の後、引き続き同じ問題をお尋ねしていきます。 

 この３つの限度額、この数字の妥当性、どんな根拠で、どんな内訳で、どんな業者から見積もりを

とって決めたのかお聞かせください。 

◇議長（柳沢浩一君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 大谷義久君発言〕 

◇経済産業課長（大谷義久君） まず、１つ目のＰＯＳとデジタルサイネージの関係なのですけれど

も、こちらにつきましては、５年間のリース料金というふうな形で想定をしております。したがいま

して、これを６０カ月で割っていただいた金額が月のリース代というような形になります。リース代



－54－ 

ということですので、もともとそのシステムを導入する工事費が例えば１，０００万円だというよう

なことになりますと、リースというのは大体料率で１．８倍ぐらいになって、それを６０で割るのが

大体月の料金になるかと思いますので、そういった形になっております。これも何カ所からも見積も

りはいただいておりまして、最終的にはこれは中身が、金額だけの問題ではない部分もありますので、

プロポーザル方式で、２段階リースという形で、中身とともに金額も吟味しながらいきたいなという

ふうに思っております。 

 それから、次の生産管理システムの関係なのですけれども、こちらについては大体全国シェアナン

バーワンというところがありますので、全農関係とか全部ほとんどシェアが出ているというようなと

ころもありますので、そこをある程度想定をしております。余り変わったところをやっても、実際汎

用性とか、そういったこともありますので、そういった想定をしておりまして、こちらは使用料とい

う形になりますので、イメージとしては年間何件対象になった場合には幾らという金額がありまして、

それの５年分の使用料と、あと当初年度に少し頭金で入るのですけれども、設備投資的なお金が必要

になるというような形を含めて１９０万円というような形になっております。 

 ホームページの関係につきましては、一般的な道の駅のホームページが作成されているであろうと

いうようなイメージのもので見積もりをとったものでございます。これもピンからキリまでというこ

とになりますので、やろうと思えばもっと高いのもあるし、もっと安いのもあるかもしれないのです

けれども、この辺も契約に当たっては競争性ですとか、そういったことも意識した中で、できるだけ

安くなるように、もちろん中身もよくなるような検討をしていきたいというふうには思っております。 

 以上です。 

◇議長（柳沢浩一君） ７番筑井あけみ議員。 

              〔７番 筑井あけみ君発言〕 

◇７番（筑井あけみ君） 説明いただきました。調査、研究は、十分にしているというところで理解

してよろしいのでしょうか。 

◇議長（柳沢浩一君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 大谷義久君発言〕 

◇経済産業課長（大谷義久君） はい。よろしくお願いいたします。 

◇議長（柳沢浩一君） ７番筑井あけみ議員。 

              〔７番 筑井あけみ君発言〕 

◇７番（筑井あけみ君） 引き続き質問いたします。 

 この道の駅は、ただいまの答弁聞いておりましたら、町が直営、運営は農業公社に委託すると申し

ておりましたが、運営は農業公社に委託をしたいというのは町の意向であると思うのですが、農業公

社はそれに対して正式に受けているのでしょうか。 
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◇議長（柳沢浩一君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 大谷義久君発言〕 

◇経済産業課長（大谷義久君） はい。農業公社につきましても、理事会、評議員会ですか、了解を

得ております。 

◇議長（柳沢浩一君） ほかに質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 質疑終了と認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                         

◇議長（柳沢浩一君） 休憩します。それでは、ここで議案途中ですけれども、昼食です。１３時３０分

まで休憩といたします。 

   午後０時２４分休憩 

                                         

   午後１時３０分再開 

◇議長（柳沢浩一君） 再開いたします。 

                                         

◇議長（柳沢浩一君） 次に、日程第１８、議案第６５号 平成２６年度玉村町国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）について、これより本案に対する質疑を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 質疑なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 
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◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 日程第１９、議案第６６号 平成２６年度玉村町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて、これより本案に対する質疑を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 質疑なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 日程第２０、議案第６７号 平成２６年度玉村町介護保険特別会計補正予算（第２号）について、

これより本案に対する質疑を求めます。 

 ４番笠原則孝議員。 

              〔４番 笠原則孝君発言〕 

◇４番（笠原則孝君） ６７号の介護保険の特別会計予算なのですけれども、さきにも出まして、国
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保のほうも大分赤字が続いて、値上げしなくてはならないというふうになっていまして、この介護の

ほうも今見たら、これは１，７００万円ほどの追加ということになっています。それで、これをよく

数字を調べてみましたら、玉村町の収入とちょっと比較ということでやってみましたら、玉村町の町

税が２１億５，８００万円ということなのです。自主財源の町税が。それに匹敵するぐらいの金額は

かかってしまうのです。パーセンテージでいったら９５％ぐらい。このまま構わんでおいて何の手も

打たなければ、これ玉村町の町税を超してしまうのではないかという心配がしてならないわけです。

だから、ここで何か町としては、ただ上がるから補正でもって帳尻を合わせるということではなく、

何か策はあるのか、ちょっと町長に伺いたいと。まず、第１問目はこれでお願いします。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） これまさしく笠原議員さんのおっしゃるとおりでございます。このままいっ

たら天井登りで上がってしまうというのが介護保険だと思います。簡単に打つ手、こういうのがある

ということは非常に難しいのですけれども、これは拠出金になりますので、町だけがこれだけ介護費

用かかったからこれだけというので、医療と違いますので拠出していくわけでございます。全国の中

で、介護人口割で拠出していくわけでございますので、大変です。ですから、さっきの国保のときに

宇津木議員さんが言ったとおり、もう一度国からの援助というのか、国がそれに対して負担しなけれ

ばいけないなというのは十二分にわかります。ですから、今後は全国町村会だとか、市長会だとか、

知事会だとかという団体からそういうような形でいろんな働きかけをしながら、このうなぎ登りに上

がるだろうと言われる介護費用、これをどうやって押さえていくかということになると思います。 

◇議長（柳沢浩一君） ４番笠原則孝議員。 

              〔４番 笠原則孝君発言〕 

◇４番（笠原則孝君） それで、次は１４ページ、ちょっと関連しています。これで地域自立生活支

援事業、これ４０万円ほど計上してありますけれども、もう既にこれで活動している地域、あるいは

どのぐらいの団体があって、どれだけいたか、過去のちょっとした何か幾つかやっているところがあ

るということなのでお聞きしたいのですが。これは、健康福祉課になるのかな。お願いします。 

◇議長（柳沢浩一君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 小林 訓君発言〕 

◇健康福祉課長（小林 訓君） １４ページ、地域自立生活支援事業のことでございますが、今年度

は居場所づくり事業ということで取り組まさせていただきました。そういった中で、当初予算で

１５０万円とらさせていただきました。そういった中で、居場所が現在７カ所できております。１つ

の居場所で２０万円の補助金を上限としております。そういった中で現在７カ所できて、非常にそれ

ぞれの居場所が特色ある事業を実施しておりまして、大変地域の高齢者の方、あるいは高齢者以外の
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方も巻き込んだ中でやっている地区もございまして、非常にここのところ活発になってきております。

そういった中で、今後はあと２つそういった居場所ができるというふうな中で、補正予算ということ

で、２カ所分の４０万円を今回組まさせていただいたわけでございます。非常にどこの地域も活発に

さまざまな居場所を、地域の公民館等を利用されているところが今のところ多いのですが、そういっ

た中で行っております。そういった面で、ここにあります今回１，４５０万円の介護予防のほとんど

が今通所のデイサービスですか、そちらの介護予防の要支援１、２の方が通っている方がいっぱいい

ます。そういった方が新しい第６期の事業計画の中では通所が利用できなくなると。そういった中で、

こういった居場所でそういった方も見ていただけるような形になっていければということで今取り組

んでおります。よろしくお願いします。 

◇議長（柳沢浩一君） ４番笠原則孝議員。 

              〔４番 笠原則孝君発言〕 

◇４番（笠原則孝君） それで、大分要支援１の人が保険にかからず、これで地域づくりですか、そ

れで活躍していければ、うちにひきこもりにもならないし、健康でいいと、これは思うのです。 

 ところで、この地区が７カ所あって、大体いいのですけれども、どの地区とどの地区だということ

と、どんな方式でやっている。例えば手芸をやっているとか、カラオケでやっているとか、ちょっと

参考までにお聞きしたいのですが。 

◇議長（柳沢浩一君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 小林 訓君発言〕 

◇健康福祉課長（小林 訓君） 今現在実施されている地区ですが、板井地区で２カ所、それと福島

地区で１カ所、それと上福島、藤川、それと新田、それと角町、そういったところで実施しておりま

す。 

 内容は、みんなそれぞれさまざまで、カラオケやったり、囲碁、将棋、マージャンやっているとこ

ろもありますし、手芸やったり、歌を歌ったり、多種多様なそれぞれの活動をしております。 

 以上です。 

◇議長（柳沢浩一君） １４番宇津木治宣議員。 

              〔１４番 宇津木治宣君発言〕 

◇１４番（宇津木治宣君） 私が聞こうと思ったところを笠原議員に聞かれてあれですけれども、

１４ページの地域自立生活支援事業、要支援１の部分が介護保険から切り離される方向にいくという

ことで、この受け皿づくりということで、前回文教福祉常任委員会でも富岡市に視察に行きました。

非常に参考になったところなのですが、今７カ所で２０万円の立ち上がり費用と、それから補助金が

４０万円の補正予算を組むと。そうすると、どこか２カ所を予定をしているということだと思うので

すけれども、その予定の場所、それから今後の７と、それから９ですから、今後の補正予算を使える
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当てがあるから補正予算を組むというような流れになっていると思うのですけれども、全地区やっぱ

りやっていくという必要があると思うのです。先ほど言ったように介護保険がいわゆる胴上げ型とい

うか、若い人が胴上げするような形から、もう１人のお年寄りが１人を支える、いわゆる肩車型とい

う、非常に負担が重くなるわけなのですけれども、それを克服する意味でもこの事業は大事になって

くるのですが、その辺の見通しについてお尋ねいたします。 

◇議長（柳沢浩一君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 小林 訓君発言〕 

◇健康福祉課長（小林 訓君） 今回補正をさせていただいた２地区につきましては、斎田地区と角

渕地区を予定しております。そういった中で、今後また出てきた場合には補正予算で対応するか、あ

るいは新年度で対応させて、これからの時期なので、新年度予算の中で対応させていただくような形

になるかとは思っております。 

 それから、当然全地域筋トレが３５カ所やっておりますので、そのくらいの地区に最終的にはこう

いった居場所に取り組んでいただけるというのが一応目標とはなっております。そういった中で、現

在第６期介護保険事業計画を今策定中でございます。国保のほうが先ほど値上げになったというふう

な、可決されたということで、介護保険も今保険料を算出した中で大幅な値上げ、余分なこと言って

しまうのですが、国が５０％で、町が１２．５で、県が１２．５、残りは６５歳以上の方と４０から

６５歳までの方が２２％と２８％負担していただく中で、やはりこれだけ町の介護施設なりサービス

なり、さまざまな介護支援のこと、訪問介護にしても充実してきておりますので、利用者もたくさん

いて、恩恵を受けている中では、やはり全国的なことですが、今から言ってしまうのですが、介護保

険も今度の３月の議会でよろしくお願いします。 

◇議長（柳沢浩一君） １４番宇津木治宣議員。 

              〔１４番 宇津木治宣君発言〕 

◇１４番（宇津木治宣君） 課長、聞かれないことは答えられないほうがいいと思います。値上げす

るなんていう話は私は一言も聞いていないので、そういうどさくさ紛れの答弁はぜひおやめいただき

たいと思うのです。 

 そこで、午前中の国民健康保険の審議の中でも介護の拠出金が増大していくと。これは、もう将来

うなぎ登りになるということは誰が考えてもですし、町内にいわゆる介護施設ですか、どんどん建っ

ていくということで、一大の産業になりつつあるわけですけれども、それを解消というか、その居場

所づくりに力を入れていく必要があるわけですけれども、今７カ所、そして角渕と斎田ですか、２カ

所できるということで、それぞれの活動内容は先ほど笠原議員に答弁がありましたけれども、参加人

員というのはおよそどのような傾向になっているのか、お尋ねいたします。 

◇議長（柳沢浩一君） 健康福祉課長。 
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              〔健康福祉課長 小林 訓君発言〕 

◇健康福祉課長（小林 訓君） 先ほどの言ったことはちょっと取り消させていただいて、済みませ

ん。 

 参加人員なのですけれども、それぞれ各地区でまちまちでございますが、１０人程度から一番多い

ところで５０人集まったというところも聞いておりますし、今の状況はそんなところです。 

◇議長（柳沢浩一君） １４番宇津木治宣議員。 

              〔１４番 宇津木治宣君発言〕 

◇１４番（宇津木治宣君） この問題については、大いに支援をしていただきたいと思います。答弁

お願いします。町長。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） うなぎ登りの介護費用を抑えるというのがこの居場所づくりでございまして、

居場所づくりは地区で１個つくるとかなんとかという、そういうのではないのです。近所同士で、例

えば１０軒の近所で１軒のうちに居場所をして、そこへみんなが遊びに行って、話し合いをしたりな

んかという、そして介護施設に行かずに、そこで元気よく介護の費用を抑えていくというのが居場所

づくりでございますので、今できているのは地区ごとにできているような感じですけれども、それよ

りもっともっと細かく、例えばさっき言った１０件でも５件でも仲間同士で居場所づくりをしていた

だければ、それで名前つけて、こんな居場所でということで、そういうのをあちこちにつくって、う

ちで寝たきりにならない、介護施設に行かないで、そこで介護施設のかわりにみんなして助け合うと

いうのですか、そういう形がこの居場所づくりの介護費用を抑える大きな仕事でございますので、こ

れから町とすればあちこちに居場所づくりをつくっていく、何カ所つくってもいいわけでございます

ので、それには補助金も用意して、そういうのを支援していきたいということで思っていますので、

議員の皆さんも地区でいろんなそんな話をしながら、居場所づくりを積極的につくっていただきたい

なと思いますので、よろしくお願いいたします。 

◇議長（柳沢浩一君） ほかに質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 質疑終了と認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 
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              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 日程第２１、議案第６８号 平成２６年度玉村町介護予防サービス事業特別会計補正予算（第１号）

について、これより本案に対する質疑を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 質疑なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 日程第２２、議案第６９号 平成２６年度玉村町下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、

これより本案に対する質疑を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 質疑なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 
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              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 日程第２３、議案第７０号 平成２６年度玉村町水道事業会計補正予算（第２号）について、これ

より本案に対する質疑を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 質疑なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                      ◇                   

〇日程第２４ 議案第７１号 指定管理者の指定について（玉村町障害者福祉施設） 

〇日程第２５ 議案第７２号 指定管理者の指定について（玉村町老人福祉センター） 

〇日程第２６ 議案第７３号 指定管理者の指定について（玉村町東部スポーツ広場公 

園） 

◇議長（柳沢浩一君） 次に、日程第２４、議案第７１号 指定管理者の指定について（玉村町障害

者福祉施設）から日程第２６、議案第７３号 指定管理者の指定について（玉村町東部スポーツ広場

公園）までの３議案を一括議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 
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◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第２４、議案第７１号から日程第２６、議案第７３号までの３議案を一括議題とする

ことに決定いたしました。 

 これより提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） 議案第７１号から議案第７３号まで、指定管理者の指定について一括提案説

明をさせていただきます。 

 玉村町障害者福祉施設及び玉村町老人福祉センターに係る指定管理候補者の選定に当たっては、玉

村町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第６条第３号の規定を適用し、去る

１０月２８日及び１１月５日に玉村町社会福祉協議会から提出された指定申請書類をもとに指定管理

候補者としての適格性について審査した結果、現在指定管理者として質の高いサービスを提供し、利

用者及び家族から信頼を得ている玉村町社会福祉協議会を指定管理者として指定することが適当であ

ると認められましたので、ここに提案をさせていただくものであります。 

 なお、指定期間につきましては、平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までの５年間とさ

せていただくものであります。ただし、障害者福祉施設につきましては、玉村町障害者福祉センター

たんぽぽの建てかえ事業とあわせて管理運営の民間移譲を検討し、事業終了時には移譲を行う予定と

し、それまでの間とします。 

 次に、平成１８年度より指定管理者制度を導入しております玉村町東部スポーツ広場公園について、

現在の指定期間である３年間、平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日までが満了するため、

新たに事業者を広く公募し、施設の管理を最も適切に行える事業者を選定いたしましたので、玉村町

公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第７条に基づき提案をさせていただくもので

ございます。 

 公の施設の名称は、玉村町東部スポーツ広場公園、指定管理者となる団体の名称は群馬県佐波郡玉

村町大字上福島５２５番地、企業組合群馬中高年雇用福祉事業団で、指定期間は平成２７年４月１日

から平成３０年３月３１日までの３年間でございます。 

 よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。 

 以上です。 

                                         

◇議長（柳沢浩一君） 休憩します。 

   午後１時５３分休憩 
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   午後１時５４分再開 

◇議長（柳沢浩一君） 再開いたします。 

                                         

◇議長（柳沢浩一君） 以上で３議案に係る提案説明を終了いたします。 

日程第２４、議案第７１号 指定管理者の指定について（玉村町障害者福祉施設）、これより本案

に対する質疑を求めます。 

１５番川端宏和議員。 

              〔１５番 川端宏和君発言〕 

◇１５番（川端宏和君） 議案第７１号のほうなのですが、玉村町障害者福祉センターたんぽぽのこ

となのですが、指定期間においてただし書きがあるのですが、このただし玉村町障害者福祉センター

たんぽぽの建てかえ事業とあわせて管理運営の民間移譲を検討し、事業終了時には移譲を行う予定と

あるわけですが、これに関してもう少し詳しく説明願いたいのですが。 

◇議長（柳沢浩一君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 小林 訓君発言〕 

◇健康福祉課長（小林 訓君） たんぽぽの建てかえにつきましては、以前より議会の皆様にお世話

になりまして、陳情等が出たときも採択となっております。そういった中で動き始めております。そ

ういった中で、たんぽぽの建てかえにつきましては、社会福祉協議会が事業主体となりまして、国、

県の補助金をいただいた中で、実施主体というようなお話になっております。ことしの７月に事業計

画書を県のほうに提出しまして、９月に現地調査等がございました。そういった中で、やはり年内に

国、県の補助金がもらえるかどうかというのが、当初の予定ですと示されるというような状況にはな

っております。しかしながら、県にもかなりいろんな施設から要望があるので、それに添えるかどう

かというのが今のところまだ決定しておりません。 

 そういった中で、国、県の補助金がいただければ、社会福祉協議会が事業主体となりまして、２７年

度には取りかかって、２８年度にオープンというような形で目指しておるわけです。そういった中で、

今後そういった状況等も踏まえながら、その社会福祉協議会が事業主体になった場合には指定管理か

ら外れるという中で、たんぽぽについては指定管理から外して民間事業者がやるというふうになると

いうことになりますので、それまでの間を指定管理として委託するということでございます。 

のばらについては、現状指定管理のままでいく予定です。そのときは、また変更等を議会の皆様に

お諮りをしたいと思っております。 

 以上です。 

◇議長（柳沢浩一君） １５番川端宏和議員。 

              〔１５番 川端宏和君発言〕 
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◇１５番（川端宏和君） この管理運営に関しては、民間移譲を検討するということなのですが、こ

れというのは利用者と家族等の要望なのでしょうか。 

◇議長（柳沢浩一君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 小林 訓君発言〕 

◇健康福祉課長（小林 訓君） その辺も要望でございます。民間事業者と書いてございますが、実

際は社会福祉協議会ということでご理解お願いしたいと思います。 

◇議長（柳沢浩一君） ほかに質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 質疑終了と認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 日程第２５、議案第７２号 指定管理者の指定について（玉村町老人福祉センター）、これより本

案に対する質疑を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 質疑なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 
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 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 日程第２６、議案第７３号 指定管理者の指定について（玉村町東部スポーツ広場公園）、これよ

り本案に対する質疑を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 質疑なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（柳沢浩一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                      ◇                   

◇議長（柳沢浩一君） １０分間の休憩をとりたいと思います。２時１０分に再開いたします。 

   午後２時休憩 

                                         

   午後２時１０分再開 

◇議長（柳沢浩一君） 再開いたします。 

                      ◇                        

〇日程第２７ 一般質問 

◇議長（柳沢浩一君） 日程第２７、一般質問を行います。 

 一般質問の通告がありますので、順次発言を許します。 
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一  般  質  問  表 

                           平成２６年玉村町議会第４回定例会 

順序 質     問     事     項 質 問 者 

１ 

 

  

  

１．「地方創生」のための事業について 

２．「群馬フェリーチェ学園」に対する支援について 

３．３歳児暴行死事件について 

４．町長の資産・所得報告書の未作成問題について 

町 田 宗 宏

 

 

 

２ 

 

 

１．地方創生制度の対応を問う 

２．道の駅事業を問う 

３．町の管理施設の状況を問う 

石 内 國 雄

 

 

３ 

 

  

１．たまむら道の駅（仮称）の進捗状況について 

２．第５次玉村町総合計画について 

３．国土強靱化計画に対する町の取り組みについて 

渡 邉 俊 彦

 

 

 

４ 

 

１．国道３５４号バイパス開通に伴う影響について問う 

２．人口減対策としての都市計画法の運用変更はできないか 

石 川 眞 男

 

５ 

 

 

 

 

 

１．「住みやすい地方」の創生のために、どのような地域活性化に取 

り組むのか 

２．有償ボランティア、あるいはボランティア・ポイント制度の導入 

を積極的に進めるべきではないか 

３．児童館や社会体育館のトレーニングルームにもエアコン設置を、 

早急に 

備前島 久仁子

 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

１．国民健康保険について 

２．平成２７年度予算編成の基本方針を示せ 

３．地域公民館の廃止に伴う今後の方針について 

４．４月に開校するフェリーチェ国際小学校（仮称）との連携を図っ 

てはどうか 

宇津木 治 宣

 

 

 

 

７ 

 

 

 

１．道の駅と観光について 

２．高齢化社会の対策について 

３．協働の為のオープンデータの推進について 

４．文化センター周辺開発と今後の町の政策について 

三 友 美惠子
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順序 質     問     事     項 質 問 者 

８ 

 

 

「安全・安心な町」づくりから 

１．防災対策等について 

２．防犯対策について 

原   秀 夫

 

９ 

  

１．文化センター周辺定住促進事業について 

２．工業団地の新規造成計画について 

髙 橋 茂 樹

 

 

１０ 

  

 

 

１．学校給食費の滞納整理について 

２．環境衛生整備（美化）について 

３．八月末の児童虐待について 

４．道の駅の開設について 

笠 原 則 孝

 

 

 

 

１１ 

 

１．地域を元気にする施策の取り組みについて問う 

２．人口減少対策について問う 

浅 見 武 志

 

 

                                         

◇議長（柳沢浩一君） 初めに、９番町田宗宏議員の発言を許します。 

              〔９番 町田宗宏君登壇〕 

◇９番（町田宗宏君） 議席番号９番の町田でございます。傍聴人の皆様には大変お忙しい中を、し

かもこの冬一番の寒い中を傍聴に来てくださいまして、まことにありがとうございます。傍聴人の方

が多ければ多いほどやる気が出てきます。頑張って一般質問したいと思っております。 

 昨日衆議院議員選挙の公示がなされまして、いよいよ本格的な選挙戦が始まりました。今回の選挙

では自民党が大勝しまして、一つにはアベノミクスが成功しまして、本当の意味での景気が回復され

ること、また集団的自衛権行使の容認に関する法律が一日も早く整備をされること、さらには憲法改

正のための体制が整うことを期待しているところでございます。 

それでは本論に入ります。今回の一般質問は４項目質問をいたします。最初に、地方創生のための

事業についてお伺いをいたします。安倍内閣が最重点政策の一つとして掲げている地方創生政策に関

して玉村町はどのような事業を考えているか伺います。 

 ２つ目、群馬フェリーチェ学園、上陽につくられているわけですけれども、この群馬フェリーチェ

学園に対する支援について伺います。内閣府から国際教育特区の指定を受けまして、群馬フェリーチ

ェ学園は株式会社立の小学校を来年４月から開校をする予定になっております。この群馬フェリーチ

ェ学園の厳しい財政状況、あるいは将来の発展性、うまくいけば非常に大きく発展していくのではな

いかと、そういったことを考えまして、町として可能な限りの支援をしたらどうかと、町長の見解を
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伺います。 

 ３つ目、ことしの８月２９日に玉村町の下茂木で起こりました３歳児暴行死事件について伺います。

１つは、この３歳児暴行死事件はなぜ防げなかったのか、その最大の要因は何かということでござい

ます。２つ目は、この種事件の再発を防止するために町はどのような措置をとったか、あるいはこれ

からとろうとしているか。この２点について伺います。 

 最後に、町長の資産・所得報告書の未作成問題について伺います。本件につきましては、けさ町長

からおわびの言葉が我々にありましたけれども、内容について詳しい説明はありませんでした。した

がいまして、予定どおり一般質問通告書に基づいて質問をいたします。 

町長は、政治倫理の確立のための玉村町長の資産等の公開に関する条例に違反して、資産報告書及

び所得報告書を作成していなかったと報道をされました。議員の皆さん等には、先ほど上毛新聞の

１０月２８日付の切り抜きをお配りしたところでございますが、この報道の内容は事実かどうか、事

実とすれば、なぜ報告書を作成しなかったのか、また事実とすれば今後町長はどうしようと考えてい

るのか、以上３点でございます。 

とりあえず第１回目の質問はこれで終わります。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） ９番町田宗宏議員の質問にお答えいたします。 

 まず初めに、地方創生のための事業についてという質問でございます。人口急減、超高齢化という

我が国が直面する大きな課題に対し、政府一体となって取り組み、各地域がそれぞれの特徴を生かし

た自律的で持続的な社会を創出できるよう、本年９月３日の閣議決定によりまして、内閣総理大臣を

本部長にまち・ひと・しごと創生本部が内閣に設置されました。 

また、このことに関連し、少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少に歯どめをかけるとともに、

東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって

活力ある日本社会を維持していくためにまち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に

実施することを目的としたまち・ひと・しごと創生法が制定をされました。 

玉村町におきましては、来年度総合計画の後期基本計画の見直しがありますので、絶好の機会と捉

え、地方創生のための事業を盛り込んだ計画にしたいと考えております。具体的には、国道３５４号

やスマートインターチェンジにより交通アクセスが飛躍的に向上したことから、来年春にオープンを

予定しております道の駅を地方創生の拠点として位置づけ、道の駅周辺の開発や文化センター周辺の

宅地造成により、子育て世代を中心とした定住化を進めていきます。さらに、周辺自治体と連携を図

りながら、雇用の確保やベッドタウンとしての機能を持ったまちづくりを行っていきます。 

衆議院が解散し、国も具体的なものを示していませんが、選挙後には明らかになると思われます。
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国の総合戦略あるいは県の総合戦略を勘案した玉村町独自の総合戦略を策定し、子育てしやすい、暮

らしやすいまちづくりを行っていきたいと考えております。 

次に、群馬フェリーチェ学園に対する支援についての質問にお答えいたします。群馬フェリーチェ

学園が設置する小学校につきましては、当町が国から特区認定を受け、平成２７年４月を開校予定と

して設置認可を行いました株式会社立の小学校で、名称はフェリーチェ玉村国際小学校となっており

ます。フェリーチェ玉村国際小学校は、義務教育を担います社会的責任のある学校であることから、

教育の質が確保され、安定的、継続的に運営されることが重要であると考えております。群馬フェリ

ーチェ学園の設置する学校は、構造改革特別区域法による株式会社立の小学校で、私立学校法及び私

立学校振興助成法の適用を受けないため、公の支出によります財政面での支援は厳しいものと認識を

しております。しかしながら、特区認定を受けた自治体の責務といたしまして、法律の改正等の情報

提供や法令事項、教育内容、経営状況の学校評価を通じまして、よりよい学校教育、学校運営等が行

われるよう改善策や意見等の提言を行ってまいりたいと考えております。子供たちが質の高い教育を

安定的に受けることができるよう、必要な支援をしてまいりたいと考えております。 

次に、３歳児暴行死事件についての質問にお答えいたします。まずは、今回の事件で亡くなられた

３歳のお子様に謹んで哀悼の意を表します。８月２９日に起きた３歳児暴行死事件につきましては、

群馬県が設置した検証委員会での検証作業が行われており、また母親に対する傷害致死罪での裁判が

開かれようとしている段階であり、この事件の要因などを申し上げることは控えさせていただきます。 

虐待をする親たちの背景には、子育ての悩み、周囲からの孤立、家庭不和、親自身の虐待の過去、

そして経済的な問題など、さまざまな要因が複雑に絡んで起きると言われております。そのため虐待

を行った親を非難するだけでなく、周りの人たちが子育ての大変さを共感し、家族で支えていくこと

が必要ではないかと考えております。 

しかしながら、近年の核家族化の進行は、人間関係の希薄さや子育てを行っている親の孤立を高め

ている状況となっております。子育てに自信をなくし、不安や焦燥感を抱きながらの子育てとさまざ

まな要因が重なれば、どの家庭でも虐待が起こる可能性があると考えてもおかしくはありません。家

族や親子関係がうまく機能しなくなってしまった今日、情緒障害などストレスにより心が不安定にな

り、しつけの名のもとに親から子供への暴力が増加傾向にあります。 

児童虐待の予防においては、子育てに対する親の負担感の軽減や親が子育てを楽しめることが大切

であり、そのためには地域における支援が必要であると考えております。育児に不安を持った親に対

する早い段階からの支援を母子保健担当と連携をとりながら進めたいと考えております。 

また、虐待かなと思ったら、ためらわず通告をしていただきたい。相談がおくれるほど、その親子

が苦しむ期間が長引くことになります。虐待かどうか疑わしい場合であっても、まずは連絡すること

であります。児童虐待を未然に防ぐには、住民一人一人が地域の子供たちを見守ることが基本である
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と考えております。早期に発見することができれば、その分解決も容易だと言われておりますので、

相談を受けた場合には迅速に対応をしてまいります。 

次に、再発防止に向けた町の対応についてお答えをいたします。今回の事例では、要保護児童対策

地域協議会における対象児童として、関係機関と連携をしながら見守り活動を行っておりました。関

係機関が関与していながら児童の死亡という最悪の結果となり、事の重大さを痛感をしております。

今回の事件から、目視での安全確認が重要であることを再認識し、要保護児童対策地域協議会の対象

児童については、毎月開催しております実務者会議の前に目視での安全確認を徹底いたしました。ま

た、実務者会議には９月から児童相談所で指導的立場にある児童福祉士の資格を有するスーパーバイ

ザーの参加をいただきました。児童虐待のより専門的な立場から助言をいただけるよう、要保護児童

対策地域協議会の充実を図っております。 

また、事件後児童虐待に関係する相談件数が増加したことから、１１月には人事異動を行い、保育

所づけでおりました保健師を児童虐待担当に異動させ、相談窓口の充実を図っております。さらに児

童虐待防止に向けた啓発活動といたしまして、学校や保育所などに児童虐待等が疑わしい事例を見つ

けた場合、速やかに通告するよう通知を配付したり、民生委員児童委員協議会の会議の席でストップ

児童虐待のチラシを配付し、通告等を依頼しております。これからも児童虐待防止に向けた啓発活動

を随時実施して、このような悲しい事件が起こらないよう努めてまいりますので、皆様方のご協力を

よろしくお願いいたします。 

次に、私の資産・所得報告書の未作成問題についてお答えいたします。先ほど冒頭でお話ししまし

たとおり、私の認識不足によりこのようなことになりました。未作成の資産報告書及び所得報告書に

つきましては、１０月３１日付で作成をいたしましたが、今後はこのようなことが起きないよう十分

注意し、来年度からは規定どおり作成をしてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） これからは、本席において質問を続けます。 

 最初に、一番最後の４項目めの質問、町長の資産及び所得報告書の未作成問題について質問をさせ

ていただきます。なぜかと申しますと、本件についての質問、町民から「町田議員、あれはどうなっ

たのだ」とか「何で町長が早く議会に説明しないのだ」とか、いろんな質問が私のところに来ました

ので、そういった町民の方々の質問をまとめまして逐一質問をさせていただきます。どうか明快に答

えていただきたいと思います。 

 第１点は、１０月２８日に新聞で報道されてから既に１カ月がもう過ぎたわけですが、けさ町長か

らおわびの言葉があったと、こういうことで、なぜ今まで議会に説明をしなかったのか伺います。 
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◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 議会が開会されれば、この問題については説明をしなければいけないと考え

ておりました。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） この議会が始まる前に、全員協議会も何回か開かれましたよね。その場で詳

しく説明をしてくれれば、町民の皆さんも、そういうことかと。あるいは私のところに質問が来たと

き、町長はこういうつもりだったということが説明できたわけですけれども、余りにも遅過ぎだと思

うのです。それについて、町長どう考えますか。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 機会があればしなくてはいけないということで、きょうの初めての本会議で

ございますので、説明しておわびをしたということでございます。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） ある町民の中には、議会に説明しなくたってどうってこともないのだと、大

した問題ではないと、そういうふうに考えたのではないかとか、議会に何か言ったってどうってこと

はないと、そんなの無視してしまえと、こんなことを考えたのではないかという町民もいるのです。

それについてはどう考えますか。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） そのようなことはありません。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） それでは次に移ります。 

 １１月２４日付の上毛新聞によりますと、「２００８年の２期目以降つくっていなかった玉村町の

貫井町長は、現段階で把握できた１０から１３年の所得報告書をつくった。資産については、ことし

１０月末時点のものを報告した」と報道されていますが、この報道内容は正しいですか。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 報道のとおりでございます。 
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◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） もし条例どおりに作成をするとすれば、資産報告書及び所得報告書はいつの

時点のものをつくればよいわけですか。 

◇議長（柳沢浩一君） 総務課長。 

              〔総務課長 高井弘仁君発言〕 

◇総務課長（高井弘仁君） 毎年４月１日から前年度の所得についてと、それから固定資産ですか、

資産ですね、資産について作成するということになっております。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 資産及び所得報告書の作成が問題になっているのに、町長がすぱっと答えら

れないと、それは問題だと思うのだよね。それを総務課長に答えさせるというのは、これはないのだ

と思うのですけれども。今総務課長が答えた時点のものをつくればいいと、私もそう思います。 

 それで、今度１１月２４日付の新聞によりますと、１０年から１３年の所得報告書、これは

２０１０年、２０１３年だと思うのです。新聞は、１０～１３年と書いてあります。それをつくった

と。資産については、ことし１０月末時点のものを報告したと、こう報道されているのですが、これ

が正しいと町長言いましたね。それでは、これは今報道された報告書の作成では不十分だと思うので

す。条例どおりの報告書をいつつくられますか。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 一番新しい、一番正確なやつをつくったということでございます。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） とりあえずこの報告書をつくったのだと思いますけれども、これでは不十分

ですよね。したがって、条例どおりの報告書をつくるべきだと思うのですが、それについて町長はど

う考えますか。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） ここに申したとおり私の認識不足というのか、私は民間から来たものですか

ら、その辺の認識がちょっと薄かったということで、つくっていなかったということでございますの

で、一番新しいのを新しく正確につくるということが、私は一番責任を、一番の大事なことかなと考

えたわけでございます。 



－74－ 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） とりあえずつくったと、こういうことだと思うのですが、やはりこの条例に

違反しているわけですから。しかも、この条例はこういうことに基づいてつくった条例なのです。読

んでみますから。政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第７条の規定に基

づき、玉村町長の資産等の公開に関し、必要な事項を定めることを目的としてこの条例をつくったと。

この条例というのは、政治倫理の確立のための玉村町長の資産等の公開に関する条例なのです。した

がって、この条例は法律と同じなのです。したがって、法律に違反しているのだから、今までつくっ

てこなかった条例に基づく報告書をつくるべきだと思うのです。さかのぼってでもつくるべきだと考

えますが、町長の見解はどうですか。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 過去のことでございますので、正確な数字が出るか出ないかわかりませんの

で、一番正確な数字をつくるというのが私は責務かなと考えております。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） そういう一番正確なものをとりあえずつくったのだと思うのです。だけれど

も、この条例は毎年度のものをつくると、そこに意義があるのです。私はそう思うのです。政治倫理

の確立のための条例ですから。では、伺いますが、政治倫理とはどういう意味なのですか。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 町長という立場であれば、政治倫理というのは一番公平に、公正に、行動全

て、資産、そういうものに対して公表していく、公平にしていくということが政治倫理の確立だと思

っております。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） それも間違ってはいませんけれども、それぐらいのことは町長もちゃんと知

っておいてもらいたいのです。私も正確に皆さんに、町長にお伝えするのに、やっぱり字引引きまし

た、広辞苑。何て書いてあったかと。政治倫理とは、政治権力を行使する者が守るべき倫理だと。い

いですか。政治権力を行使する者が守るべき倫理をいうと、広辞苑にそう書いてあります。実際に入

札などで最終的に決定するのは町長ですよね。法に触れるようなことをやっているかもしらん、ある

いは特別に誰かから賄賂みたいのをもらうかもしれない、そういうことを許さないというためにこの
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条例があるのです。したがって、毎年度の資産報告、所得報告、これを報告書としてまとめ、提出を

する必要がある、こういうことなのです。町長は、いまだつくっていない資産報告書、所得報告書、

これをつくるべきだと思うのです、私は。つくるかつくらないか答えてください。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 現実には今まで私の認識不足でつくってなかったのですけれども、最新のが

できて、それをつくったわけでございますので、過去のをつくる……ほぼ変わっていないのです、必

要はそれほど私はないと思うのです。はっきり言いまして、私は両親と住んでいましたので、資産は

ゼロでございました。父親が亡くなったので、その相続を受けて、田んぼだとか自宅が私の名前にな

ったのですけれども、それは父親が亡くなってからでございまして、今あるのが私の一番正確な情報

でございます。所得については、毎年確定申告をしておりますので、これはいつでも出てきます。所

得は出ます。ですから、このつくること自体は何ら時間もかからないし、いつでもできますから、た

だそれをつくって、それが必要なのかというのがちょっと理解はできないわけでございます。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 過去にさかのぼってつくっても今のと余り変わらないとか、あるいはお父さ

んが亡くなったことについては変動があるとか、そういうことを言うべきではないのではないですか。

変わっていないから書かなくていいなんて法律にどこも書いていない。この条例のどこにも書いてい

ない。要するに毎年度締めくくって報告書作成するのだと。これ法律ですからね、いわば。それはそ

のとおり守るのが当然ではないですか。そう言われてもまだ何か言うのですか。町長どうですか。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 過去のをつくるというのは、現在のを過去に変えていくということでござい

ますので、その必要性があるかないかということでございます。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 必要性があるかどうかは、つくる人が判断するのではないのだ。法律に書い

てあるのだから、そのとおりつくればいいではないですか。今と変わりないなら、今から何年も前の

ことを、同じなら同じこと書けばいいではないですか、毎年度分として。私は、そういうものだと思

うのだ。法律を自分で判断して、こう法律には書いてあるけれども、それは守る必要がないとか、そ

ういうことを言うべきではないと思うのですが、どうですか、町長。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 
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              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 先ほど朝も申したとおり私の認識不足で、それがつくっていなかったという

ことでございまして、最新の一番正確のが出してあれば、私はこの分については、今まで私が書かな

かったということに対して私が反省するということで、私はいいのではないかなと考えております。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） わからないですな。法律に書いてあって、こうしろと書いてあるのにやらな

くて、それでいいのではないかなんていう、そういう町長というのは全国に余りいないのではないで

すか。法律に書いてあることは最低限守ると、これが私はやっぱり町長としての考え方の基本ではな

いかと思うのだけれども、そう言われてもまだ書くつもりないですか。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） この件に関しては、私と町田さんで話をしても結論が出ないと思いますので、

よく検討させていただきます。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 政治倫理も何もへったくれもないような感じな町長だから、そういう面はし

ようがないのでしょうけれども、では次の質問に移りましょう。 

 １０月２８日付の上毛新聞の中に、次のように書いてある箇所がありました。「町は「職員が認識

不足で町長に伝えていなかった。住民に申しわけなく、条例に基づき今後はこのようなことが起こら

ないようにしたい」としている」と書かれてありました。このことは事実なのですか。 

◇議長（柳沢浩一君） 総務課長。 

              〔総務課長 高井弘仁君発言〕 

◇総務課長（高井弘仁君） この上毛新聞の記者のほうから町のほうに問い合わせがございました。

そのときに町長と私、出張で出かけておりました。その間、秘書広報の係長が中心となって上毛新聞

の取材に答えたということであります。その中で、総務課としては、そのことを毎年町長のほうにし

っかり出してくださいというようなことを言っていなかったというところが反省だということで、こ

の記事になったということでございます。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 職員が出してくださいと言わなかったのも悪いかもしれない。しかしながら、

町長はもう２任期目なのです。１任期のときは、つくっていたのではないかと思うのです、この新聞
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報道によると。そうすると、忘れるのがおかしいのではないかと、こう思うのです。しかし、職員は

偉いです。町長をかばおうと思ったのだと思うのですが、悪かった、自分が悪かったと、こう言って

いるのですが、一番の問題は町長が忘れていたと、そこにあるのだと思うです。町長の責任なのだか

ら、この報告書を作成するというのは。職員が忘れたって、毎年つくっていたのをすぐ忘れる、２任

期目から忘れてしまうというのは、これは町長としては大きな間違いだと思います。それについて、

町民の皆さんになぜ説明しないのですか。本当のところはこうだと。私は、それをやるべきだと思う

のです。町長はどうしますか。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） そのとおりでございます。ですから、私はきょう私の認識不足でこういう問

題が発生してお騒がせしたということで、町民の皆さんや議会の皆さんにおわびをしたというのがき

ょうの議会での発言、議長から時間をいただいて発言をしたというのがきょうの発言でございます。

それは、私の認識不足以外に何事もありません。それだけでございます。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 今町長が言われたことを町のホームページでもいいですし、あるいは町の広

報でも構いませんから、何らかの形で町民の皆さんに説明をしてもらいたいのだ。そうしませんと、

我が町の町長は何だと、自分の責任を職員になすりつけるのかと、そう思われているところがあるの

です。ぜひその誤解を解いてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 次に、別の項目に移ります。４番目から今度３番目に移ります。後ろから行きますから。この３歳

児暴行死事件は、なぜ防げなかったか、その最大の要因は何かと。これについては、現在県のほうで

いろいろ調べているところもあり、裁判もすると。したがって、なかなか言いにくいところはあるの

ではないかと思いますが、私は素人的に考えて、最大の要因はまさか母親が子供を暴行して死なせる

ようなことがあるのかと。常識では考えられないと。皆さんみんな立派な奥さん、あるいは普通の奥

さんでもいいのですけれども、こういうことをする奥さんではないと思うのだ。そこに問題があると、

私はそう思うのです。それが一番の要因ではないかと。それについてはどう考えますか、町長。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 現実には親が子供を殺すなんということは、想像もできないことでございま

す。ただ、今の世の中は児童の虐待、そしてまた反対に高齢者に対する虐待、家族の虐待はどんどん

ふえております。少子化少子化と言われて子供が少なくなって、大変な時代になってしまうというの

はわかっているのですけれども、そういう中でも新聞を見ていますと、月に何回かは１歳の子供を殴
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って重傷を負わせたとか、子供が餓死したとか、そういう記事は消えません。これは、家庭内の問題

でございますので、最後のときに他人が手を出すということがなかなかできない家庭内の問題でござ

いまして、密室でございます。それまでに相当の周りの人たちが努力をして、そういう事件が起きな

いようにということで、今回の事件も相当努力をしてきました。児相も入りまして、町も保育所も、

もう先生方は本当に血のにじむような努力をしてきたのですけれども、最終的にそれを防げなかった

と。非常に現場の責任者は悔やんでおります。 

 今回の場合は、日常的な虐待があればもっと手を打てたのですけれども、日常的な虐待がなかった

のです。発作的に殺してしまったということでございますので、この辺が一番問題かなと思っており

ます。そういう今の時代の背景というのと、これはもう１つの施設では防げるものではなくて、世の

中全体、地域全体で防がなくてはいけないことでございますけれども、ますますこの児童虐待、高齢

者虐待がふえているというのが現実でございます。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 先入観を持って人を見るというのはよくないことだと、私はそう思うのです

けれども。しかし、この母親はもう一人の子供を死なせているようですよね。そのように新聞で読ん

でいますけれども、そういう情報はなかったのですか。 

◇議長（柳沢浩一君） 子ども育成課長。 

              〔子ども育成課長 齋藤修一君発言〕 

◇子ども育成課長（齋藤修一君） 今回の事件におきましては、次男のお子さんを以前布団に放り投

げてけがを負わせて、その後亡くなったというようなことも町のほうでは把握しておりましたので、

その後別のお子さん等につきましても見守り活動を行いながら、また情報を要保護児童対策地域協議

会のほうでも関係機関と連携をとりながら見守り活動を行っていたわけでございます。ただ、今回６月

の下旬から亡くなったお子さんが保育所を休んでいたということで、もしそのときに目視で確認等を

しておれば、何らかの対応もできたかということで、その後は必ず目視の確認をするように努めてお

ります。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） それで、これから二度とこういうのを起きないようにするために幾つか、先

ほど町長が４点ほど挙げましたね。最初目視による確認だと、確認が大切だと思っていると。そのほ

か幾つか挙げられましたけれども、これは非常にいいことをやっていると思うのです、町。それで、

さらにそれにつけ加えることは、母親が子供を殺すことはあり得ると、そういう認識で担当の課長以

下、もちろん町長以下そういう考え方でこういう暴行死が起きないようにやっていくと、それが一番
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大切だと思うのです。認識を改めると。常識で考えられないことが起こりますよと。母親が子供を殺

すようなことがあり得るのだと、そういう認識を持ってぜひやっていってもらいたいと思うのです。

いかがでしょうか。町長いかがですか。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 母親が子供を殺し得るということは現実には起きています。でも、私はそん

なような家族関係が当たり前のような社会にはしたくないと思っています。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） それが当たり前だなんて誰も言っていないし、そういうことではないです。

そういうことが起こり得ると。起こり得るのだという認識のもとに職員の教育、町長自身の考え方を

今までと違って改めていくと、これが大切だと思うのです。 

 それで、子供たちというのは弱いものですから、そういう子供たちの命を守ると、そういうところ

に本当心血を注いでもらいたいと思うのです。小学校通学路の問題もそうですよね。なかなか進まな

い。しかし、ことしの９月１７日に東京の世田谷区の都道で小学校３年生が３人歩いていた。そこに

軽トラックが突っ込んで１人が死んで、１人が重傷で、１人が軽症を負ったという記事が載っていま

したけれども、そういうことを考えて、子供たちの命を守るために迅速に処置する、危ないところを

なくしていくと、そういうことが重要なのです。起こってから、まさかあの場所で交通事故が起こる

なんて思わなかったとか、そういうことをなくしていくのが行政の責任だと思うのです。町長いかが

ですか。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 認識というのはいろいろありますけれども、私は玉村町においては、母親が

子供を殺すような町ではない、またそういうようなまちづくりを今一生懸命しているわけでございま

して、決して母親が子供を殺すような町民は町にはいない、私はそう思っております。ただ、今回の

こういう事件が起きた、突発的に起きてしまったわけでございますから、といって、では玉村町の母

親が子供を殺す可能性が十分にあるのかということは私は考えたくないし、そんな町にはしたくない

と思っております。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 誰だってそうでしょう。しかし、起こったことは事実なのだから、二度と起

こさないように処置をしていくと、これは町長の責任だと思います。そういう子供を殺すような母親
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はいないと思いたい。しかし、実際に殺してしまった。その現実はしっかり認めるべきだと思います

けれども、どうですか。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 先ほどから言っていますけれども、玉村町は子供が多いです。でも、少子化

でございます。すごい少子化が進んでおります。この子供を、昔の人はいいこと言いました。子は宝

物と言っていましたけれども、まさに今の子供は宝物でございます。この宝物をみんなして守ってい

くということは、私は必要だと思っております。ただ、といって玉村町のお母さんたちが子供を殺す

ようなことがまたあり得るのではないかなという、そういうことは私は考えたくない。ただ、世の中

がこういう世の中ですから、そういう風潮が入らない、町にはないようにするということは努力をし

ていきます。これは、私だけの努力ではなくて、大人全体の努力ではないかなと考えております。そ

うして玉村町の子供たちが安心して生活でき、そして安心して大きくなっていく、そのようなまちづ

くりをする、これは私の責任だと思っています。皆さんにそのようなお願いをしながらまちづくりを

していくというのは私の責任だと思っておりますし、今町田議員さんが言ったような子供を殺される

ということを考えながらどうこうということはしたくないし、ただ今の世の中はそうではないという

ことを私も十分に認識しております。玉村町がそういうことであるということは、私は考えたくない

と思いますけれども、世の中がそういうふうに今は動いているということは私も十分認識して、その

中でいかに町政をしていくかということは考えております。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 町長の言っていることは、非常に矛盾があるのだよね。二度と起こさないよ

うにこういうことをしましたという話を述べましたね、４項目か５項目。それは、そういうことがも

しかすると起こる可能性があるから、起こさないようにするために述べたのでしょう、これ。だから、

起きないようにすると、そう言えばいいではないですか。それがぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃ言って、

いつまでたってもぐちゃぐちゃ言っていると。責任逃れもいいところだと思います。以後気をつけて

ください。 

 次に、２番目に質問しました群馬フェリーチェ学園……いいのだ。 

◇議長（柳沢浩一君） 答弁を求めていますというから。 

 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） ぐちゃぐちゃ言っています。こんな大事な問題ですから、中途半端に終わり

たくないと思います。 
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 本当に子供を大事にするということでございますし、だからといって私は、さっきから言っている

のは、先ほど町田議員さんが言ったような玉村町にも子供を殺すような母親がいるのだということを

頭に入れろということは私はしたくない。ただ、世の中はそういうふうな風潮があるということはわ

かっていますけれども、玉村町の母親はそんな人ではないというのは私は自分でも信じています。そ

ういう中でですけれども、だから何もしないということではない。これは、世の中の今の流れの中で

は子供を守るためにどうしたらいいかと、これに最大限の心血を注いで玉村町の子供を守っていくと

いうのは私の覚悟でございますし、ぐちゃぐちゃ言っているというようなことは、常に町田議員さん

が今まで言っているのがいつもぐちゃぐちゃ言っていることなので、私はこれは必要であると思って

おりますので、はっきりしていきたいと思います。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 

              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） では、はっきり言いますけれども、小学校の通学路で危険箇所がいまだ１５カ

所あるということを聞いていますけれども、直らないでしょう、１５カ所。放っておくではないです

か。それで今みたいなこと言ったって、どうしようもないでしょう。それから、実際に玉村町の住民

が、母親が子供を暴行死させた、これは事実なのだ。幾らそんなことを考えたくないと言ったって、

起こったのは事実だから。それは、町長だってそんなことわかるでしょう。起こったのだから。だか

ら、そうかといって玉村町の母親がみんなそうすると、そうするということを考えるなんて言ってい

ているのではないのです、私は。みんないい母親なのだよ。子供を殺すというのは本当に一部だよ。

爪のあかよりもっと少ないと思うのだ。だけど、そういうことが起きたのだから、その事実はしっか

り認識して対策を講じるべきだと、こう言っている。どうですか、町長。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） そういう今言ったように、起こったことは起こりました。だから、ほかの母

親が子供を殺すような状況があるような対策ではなくて、そういうことを起こさないような対策をし

ていくというのが私の立場でございますので。ただ、先ほどから申したとおり虐待、高齢者の虐待、

息子がお母さんを殺した、息子が父親を殺した、殴って殺したなんていうのは新聞にちょいちょい出

ます。また、生まれて３カ月の子供がお父さんに蹴られて内臓破裂をしたなんていうのが出てくるわ

けです。そういう世の中になってしまったわけです。だから、その世の中を私は玉村町に置きたくな

い、置きかえたくないと思います。玉村町はそんな町ではないと、それを私は言いたいです。ですけ

れども、世の中がそういう世の中ですから、この対策、対応は十二分にしていくつもりでおります。

児童虐待と通学路の問題をごちゃごちゃ履き違えないでいただきたいと思います。 

◇議長（柳沢浩一君） ９番町田宗宏議員。 
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              〔９番 町田宗宏君発言〕 

◇９番（町田宗宏君） 実際玉村町で起こったのだからね。世の中で起こるかもしれないけれども、

玉村町ではそういうことは起きないと思いたいのだなんて言ったって、玉村町で起こってしまったの

だ。ほとんどの市町村は起きていないのだ。そのところはよく認識しておいてください。 

 次に移ります。群馬フェリーチェ学園に対する支援の問題ですが、物的な支援というのは難しいの

だと思うのです。ただ、このフェリーチェ学園が長い将来を考えると、玉村町の創生の一つの事業に

なるのではないかと、私はそう思っているのです。それほどいい学校に発展する可能性があると、そ

う思っておりますので、何らかの形で支援をしてもらいたい。先ほど町長が言ったような支援をやっ

てもらえれば、それでいいと思います。 

 次に、第１項目めに移ります。地方創生のための事業ですが、この事業はこういうことなのです。

自治体の自助努力を国が後押しするものだと。あるいは町の創意と自主性が重要なのだと、こういう

ことを盛んに述べています。そこで、群馬県下でも前橋市を初めとして幾つかの市町村は、この地方

創生のための事業を確立するために特別の組織をつくっているようです。それでもう検討を始めてい

ると。玉村町も、本当に玉村町の創生のために事業を、こんな事業がいいのではないかとか、新しい

事業を考え出すという意味において、何らかの組織をつくったらどうかと思うのです。それで本腰を

入れて検討していくと。今まで私もいろいろ意見を述べてきました。国や県の事業を誘致、あるいは

利活用して町の発展を図れということで、県央の水質浄化センターの上に太陽光発電をつくって、そ

の電力で野菜工場だとか、あるいは花生産の工場をつくるとか、そういうことやったらどうかとか、

あるいは県立の女子大を男女共学の大学にして、附属高校とか、中学校、小学校等を設置して、教育

の町として玉村町を売り出したらどうかというようなことを、あるいは数年前から玉村町の人口減少

をとめるにはどうしたらいいかと議員の方も随分述べていますから、そういった意見を酌み取って、

専門的な組織をつくって検討していってもらいたいと思います。町長いかがですか。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 玉村町は、非常に恵まれておりまして、交通の便から、立地的からいろんな

面で恵まれております。それを十二分に生かして今まで施策をしてまいりました。はっきり言って、

この政府の地方創生は当たり前な話ですし、我々はこんな問題ではなくて、もっともっと深刻に人口

減少、地方の衰退というものを肌で感じているわけでございます。これはもう遅いと思っています。

町は、これを言われる前に、もうそれだけの準備といろんな問題で研究会を重ねております。そうい

う中で、一つ一つのがこれから実を出していくと思いますし、今一番皆さんの関心の的であります道

の駅等は、この地方創生の一つの大きな目玉でございます。そういうものを数年前から考えて進んで

きました。また議員の皆さんからもいろいろご意見をいただき、いい意見もたくさんあります。そう
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いうものでこれからも議会と執行と、こういう問題については町を挙げての問題でございます。町を

挙げてというよりは国を挙げての問題。国が衰退してしまいます。全国で８９０の市町村が消滅をす

るという今の時代でございます。これはもうほぼ当たり前の話でございまして、これをどう回避する

かということがこれからの大きな問題だと考えております。 

                                         

◇議長（柳沢浩一君） １０分間の休憩をいたします。午後３時２５分に再開いたします。 

   午後３時１１分休憩 

                                         

   午後３時２５分再開 

◇議長（柳沢浩一君） 再開いたします。 

                                         

◇議長（柳沢浩一君） 次に、３番石内國雄議員の発言を許します。 

              〔３番 石内國雄君登壇〕 

◇３番（石内國雄君） 議席番号３番の石内國雄でございます。傍聴の皆様、ご苦労さまでございま

す。登壇者が期待された方ではないと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、先ほど町田議員からお話がありました収支報告と資産報告のことについては、ぜひと

も町長には速やかに毎年の分を出していただければなと思います。というのは、このことについては

町長のクリーンさ、また町民への信頼を得るためにも必要なものかなと思います。特に資産の増減が

ないということは、町長のクリーンさを証明するものでございますので、はっきりと出していただけ

ればと思います。 

 玉村町は、来年４月の道の駅の事業、または定住促進開発事業とか役場周辺の高度利用事業等多く

の事業に取り組んでおります。今地方創生制度の対応を問うということで、第１問目なのですが、地

方の活性、それから人口の減少、高齢化等の対策が急務なこのときに、国ではまち・ひと・しごと創

生を目指す地方創生制度の法案が成立いたしました。この地方創生は、町がみずから考え、責任を持

って取り組む地域主体の事業について、予算、人材が手当てされるものであります。玉村町では、こ

の地方創生制度をどう考え対応していくのか、お伺いいたします。具体的な政策、事業はどうか、政

策担当部署などの対策はどうか、現在取り組んでいる事業との関連はどうか、有能な人材の取り込み

について考えているかでございます。 

 ２番目の質問は、道の駅事業についてでございます。来年４月に道の駅が開設される予定でござい

ます。建設は進んでおります。町民の期待は大きく、反面この事業は大丈夫か、泥船ではないかとい

うようなことを言う人もいまだに聞こえてきております。道の駅の状況等、そういう意味からも問い

たいと思います。運営体制確立の状況は今現在どうなっているか、町の財政の支出、負担する金額と
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期間を再度確認させていただきたいと思います。道の駅事業での収入等の見込みはどうか、どのぐら

いでどのような展望をとっているかということでございます。 

 ３番目の質問は、町の管理施設の状況ということで２点ほどお伺いいたします。１点目は、玉村町

文化センター東の中央小北の駐車場の管理使用状況でございます。町のほうは土地を借り入れて、そ

こを駐車場としております。その活用状況等についてお伺いいたします。 

 ２番目が、岩倉自然公園のバーベキュー場の北側にある今現在ゲートボール場の管理使用状況はど

うかということでございます。以前ここは雑草等が生えていて、それが整備されてはおるのですが、

その後の活用状況についてはどういうふうになっているか、その管理状況はどういう形になっている

かということでございます。 

 以上第１回目の質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） ３番石内國雄議員の質問にお答えいたします。 

 まず初めに、地方創生制度の対応を問うについてお答えいたします。さきに町田議員の質問にお答

えしましたとおり、当町では第５次総合計画の後期基本計画の検討とあわせて、玉村町版の総合戦略

を策定することが合理的であると考えております。当町の人口減少は、前期基本計画の策定時からも

ありましたが、現在は商店の閉店や後継者不足という農業問題、小中学校の生徒数の減少などが住民

の方も理解できるほど顕在化してきました。このような人口減少の流れを食いとめ、地域サービスの

水準を維持していくためには、高い理想を掲げた計画より、住民目線での暮らしやすいまちづくりを

していく必要があると考えております。経営企画課が全体を統括する形で、住民アンケートによる意

識調査や前期計画の数値目標の検証を行い、後期基本計画と総合戦略計画を同時に策定したいと考え

ております。道の駅による集客事業や文化センター周辺土地区画整理事業を実施し、定住促進を図り、

また潤いのある豊かな生活を営めるよう多様な人材が担うまちづくり活動の展開など、魅力ある地域

社会の形成が重点施策になってくるものと考えております。玉村町は、平坦地であるがゆえ災害が少

ないという面や、コンパクトであるため地域がまとまりやすいといったメリットもありますので、特

色のある計画を策定したいと考えております。 

 次に、たまむら道の駅、これ仮称でございます、の運営体制の進捗状況についてお答えいたします。

たまむら道の駅（仮称）は、本体建設工事を初め、附帯する各工事を既に発注し、来年４月下旬のオ

ープンを目標として、現在着々と工事を進めているところでございます。 

運営体制につきましては、来年度からの運営委託は決まりました。公益財団法人玉村町農業公社が

主体となり、現在各部門ごとの調整を行っております。各部門ごとの出店状況ですが、まず商工販売

部につきましては、町商工会を通して今年９月に出店者の募集を行ったところ、商工会員１９社より
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出店の意向がありました。出店の内容につきましては、飲食物販売、自動販売機の設置、厨房での飲

食サービスの提供となっております。現在は、各出店者との個別協議を行っております。 

次に、農産物直売部でございますが、生産履歴など食の安全の観点から、主としてＪＡ佐波伊勢崎

からの出荷をお願いをしております。オープン後、さらに個人生産者の農産物も販売できるような道

の駅へ生産履歴管理システムを導入するとともに、定期的な専門家の指導を仰ぎながら、徹底した食

の安全管理、品質向上を図り、町内農産物の生産、消費の拡大を図っていきたいと考えております。 

次に、以前にも報告させていただきましたとおり株式会社群馬県食肉卸売市場の肉の駅の出店も既

に決まっております。現在は、直売所の精肉販売スペース及び売店の設備配置などにつきまして、最

終的な調整を図っているところでございます。今後は、運営協議会の設置等も視野に入れて、各部門

とさらなる調整を図ってまいります。 

次に、運営に係る経費についてですが、当面は町が直接経営をし、運営は業務委託の方向で進めて

おりますので、財政支出としましては、光熱水費、各種リース料、各種点検等委託料などの管理経費

と、人件費及び運営費などを含む農業公社への委託料が主な支出になると思われます。また、直売所、

厨房、売店、加工室は各出店者から売り上げに対して手数料をいただくこととしておりますので、こ

の手数料等を町の収入として受け入れることとなります。運営当初は、赤字経営が想定されますが、

売り上げの将来目標としましては年間４億円としておりますので、年間目標額に達するよう売り上げ

が確保できる経営が軌道に乗れば、黒字経営に転ずるものと考えております。 

次に、文化センター臨時駐車場についての質問にお答えいたします。文化センター東の駐車場は、

ホール等で大きな催し物を開催し、文化センターの駐車場では賄い切れない場合に設けた臨時駐車場

であります。臨時駐車場は通常使用で９９台、詰め込みで約１３０台となっております。路面が舗装

しておりませんので、年に何回かの除草作業は職員で行っております。使用状況につきましては、去

年の９月からの１年間で７１回、約５，６８０台となっております。臨時駐車場単体の貸し出しは原

則としておりませんが、文化センターで大きな催し物がないときは、町の行事等要請に応じて貸し出

しをしております。 

次に、岩倉自然公園のバーベキュー場北側にあるゲートボール場の管理使用状況はどうかの質問に

お答えいたします。当場所は、ゲートボール利用者がいなくなった後、雑木、雑草が繁茂し、立ち入

りも困難な状態となり、防犯上も好ましい状態ではありませんでしたので、昨年度に雑木、雑草を片

づけ、今年度より年４回の草刈りを実施し、管理をするようにいたしました。使用状況については、

現状形態においての利用を考え、バーベキューで訪れた方たちがバドミントンなどで遊べる広場とし

ております。今後新たな施設整備や改修については利用者ニーズの状況を見ながら、施設設置者の群

馬県と費用対効果を十分検討しながら考えてまいりたいと思っております。 

以上です。 
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◇議長（柳沢浩一君） ３番石内國雄議員。 

              〔３番 石内國雄君発言〕 

◇３番（石内國雄君） ２回目からの質問は自席にて質問させていただきます。 

 まず、この地方創生の話なのですが、町のほうでは第５次総合計画のちょうど後期の見直しの時期

とも重なっているということで、積極的に見直しをしていきたいと、いろんなものを取り込んでいき

たいというようなお話でございました。それで、この地方創生のコンセプトというのがまち・ひと・

しごとという形で、地方の活性という形が目玉になっています。この法案の話を聞いたときにちょっ

と特色的だったのは、昔のばらまきではなくて、町のほうで創意工夫したものを認めていくという形

で、いいものにどんどんお金を出すという形でした。そうしますと、町のほうで本当に魅力的な、ど

ういうものをやるかということによって、人もお金もという形だと思います。まして今回の場合には

人材について、いいか悪いかわかりませんが、本当の専門家というか、国レベルの専門家、県レベル

の専門家、それから学会の専門家を要望があれば国のほうで手配をして、その人のアドバイスを受け

ながらやれると、そういうようなところまで踏み込んでいるようでございます。 

 そこで、この質問の中でも有能な人材の取り込みは考えているかというので４番目に入れてあるの

ですが、それについてちょっともう一度お聞かせいただけますでしょうか。 

◇議長（柳沢浩一君） 経営企画課長。 

              〔経営企画課長 金田邦夫君発言〕 

◇経営企画課長（金田邦夫君） 今回の地方創生法ですが、非常に多岐な分野にわたっておるのです

が、今質問が有能な人材の取り込みということで限定されておりましたので、その点についてだけお

答えいたします。 

県を通して、国、この本部ですか、まち・ひと・しごと創生本部ですか、そこからの情報としてシ

ティマネージャーといいます。町の経営幹部を国家公務員の職員の中から選抜して地方に人材派遣を

するとか、あとは民間企業者、事業者のコンサルタントに精通した者だとか、そうした人材を地方に

送って、地域活性化のための処方箋をつくると、そういうような制度を国のほうも今構築中です。ま

だ、第１陣としての情報は来たものですから、しかも２週間以内に返事してくれというようなとんで

もないリクエストだったものですから、情報だけ収集して今どうするか考えているところでございま

す。 

◇議長（柳沢浩一君） ３番石内國雄議員。 

              〔３番 石内國雄君発言〕 

◇３番（石内國雄君） 確かに突発的な話が来ているのだと思うのですが、一応玉村町については役

場周辺の開発とか今回の道の駅の事業、それから文化センター周辺の定住促進事業、またまちなか交

流館とか、そういう事業がちょうど重なっている段階です。そのときに国のほうで地方創生という話
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が出て、いろんな形で人も、それからお金も手当てができるという形のもので、それがちょうどマッ

チングしてなるのか、それをマッチングはなかなか厳くて、ほかの新しい事業をやらなければいけな

いのかというところについて、ちょっとご回答いただきたいと思います。 

◇議長（柳沢浩一君） 経営企画課長。 

              〔経営企画課長 金田邦夫君発言〕 

◇経営企画課長（金田邦夫君） お答えいたします。 

 そもそもこういった法律ができた背景が、ことしの６月、岩手県知事、総務大臣なされていた増田

さん、その方が座長を行っております日本創成会議が、私も新聞報道見てびっくりしたのですが、玉

村町も３０年後には女性が２０歳から３９歳、若い女性が今より半分に減ってしまう。そうすると、

人口が幾ら出生率が上がっても、半分以上若い女性が減ってくると、ちょっとこんな言い方するとま

た問題になってしまうかもしれませんが、報告書に書いてありますのであえて言いますが、人口の再

生産ができなくなってくると、そういうような報告がございました。それを受けて、今内閣、安倍総

理中心になって地方創生という取り組みが始まったというような理解で私はいます。 

 いろいろ読んでみますと、まず今回国会が解散してしまいましたので、国の総合戦略というのが新

しい国会が成立した後に発表になるようです。県もそういうものを受けて、県の総合戦略も同時につ

くられてまいりますし、また地方版、市町村もそういう総合戦略をつくっていくと。その総合戦略の

中身は、先ほど言いました日本創成会議がシミュレーションした人口を、玉村町は３０年後の人口を

どう考えるかと、何万人に想定するのかというところから入ってくるのかなと思っております。です

から、総合計画の中では１０年後の人口は現状の３万８，０００人をキープするというのが目標値に

なっておりましたが、その辺を今回の日本創成会議のシミュレーションを受けて、どの辺にするのか

なというのが非常に大事なポイントとなってくると思います。 

 体制づくりといたしましては、町長を本部長に戦略会議みたいなものを立ち上げないと、とても一

係、課だけでは太刀打ちできる問題ではありません。そういった中で、玉村町ではどういう具体的な

政策が、事業が必要になるかというのを洗い出して、それを地域再生計画という計画がございますが、

その中に盛り込むことによって国の支援が受けられるという、そういう流れになっておりますので、

その辺今後いろいろ勉強しながら、後塵を拝さないようにしていきたいと思っております。 

◇議長（柳沢浩一君） ３番石内國雄議員。 

              〔３番 石内國雄君発言〕 

◇３番（石内國雄君） 今スピード感を持って、労力を集中してやるタイミングなのかなというふう

に思うのです。例えば人口の維持、３万８，０００というのもどういう質の人たちが３万８，０００な

のかによって同じ維持するのでも違ってくると思うのです。年齢構成もそうですし、仕事をする人と

かいろんな状況の人、どういう人が３万８，０００なのか。要するに人口だけという話ではなくて、
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質の問題になってくると思います。そうすると、町長のほうでいつも掲げていただいている１人１ス

ポーツだとか、住みやすい玉村町とか、そういうコンセプトに合致して質を高めてやっていく必要が

あるのだろうと思うのです。 

 その有能な人材というのは、例えばプロジェクトをつくるためのアドバイスする人もそうですし、

また町の中で、例えばこれから重要な事業になってくると思いますけれども、介護だとか、保育だと

か、そういうような子育ての関係だとか、支援の関係だとか、そういうところの人も有能な人材、そ

の人たちの働きやすい環境とか、そういういろんなところまで広がるものなのだと思うのです。そう

いうものは物すごく広過ぎてしまって、まずいろんな形の新しい事業という話になると、総務課と経

営企画課のほうでいくと思うのですけれども、それで今経営企画課ではいろんな事業を抱え込んでお

りますよね。非常に能力がパンクしそうではないかなというものを危惧するわけなのです。それで、

質問の中でもちょっと入れてあったのですけれども、政策担当部署などの対策はどうかということな

のですが、これは町長ですか。町長のほうにお答えいただきたいと思います。そういうような考え方

はどうなっておりますでしょうか。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 本当にこれは一町村、一地方でやる問題ではない、私は根本的には国を挙げ

てやらなければだめだと思っております。でも、では国がやるのを待っているのかというわけにはい

きませんので、これは自分の町でできることは自分の町でできるだけのことをしていくということが

必要であると考えております。その中でいろんな、今までも若い職員を中心に委員会をつくったり、

経営企画課が中心になって定住促進だとか、いろんな委員会ができて動き出しております。これをも

っと高度な形で総合的に組織をつくり上げていく。私が最高責任者になってやっていくのがいいので

はないかなと考えております。 

◇議長（柳沢浩一君） ３番石内國雄議員。 

              〔３番 石内國雄君発言〕 

◇３番（石内國雄君） そうだと思うのです。玉村町の職員の定数の話に触れますけれども、改編が

ありまして、漸次減っていって、一応ちょうど終わって、またこれから新たな時代になってきたとき

にこの地方創生の流れが出てきました。現実に今職員の方は物すごくハードな事務をこなしているよ

うでございます。すると、部署の改編だとか、いろんなタイミングも出てくるのかなと思うのです。

総合計画一つ一つとってみても、またこの地方創生の取り組みをとってみても、専門的に深く取り組

まないとなかなかできないものではないかなと思います。そういうふうなことを考えたときには、近々

に組織のあり方自体も踏まえたところでの検討が必要だと思うのですが、町長いかがでございましょ

うか。 
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◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 政府の方針が出ました。政府の方針どおりやっていると、大体最後になると

ろくなことがないというのが今までの経験でございますけれども、これはもう政府の方針以上のこと

をやらないとだめではないかなと思っております。そういう形で玉村町独自もありますし、国全体の

こともあります。その辺のうまいバランスをとりながら、私は進めていく必要があると思っています。 

◇議長（柳沢浩一君） ３番石内國雄議員。 

              〔３番 石内國雄君発言〕 

◇３番（石内國雄君） ぜひ積極的に革新的に取り組んでいただきたいと思うのです。町が人口問題

にしても、いろんな形の問題のときに、これからスポットを当てていくのは人口減少とかという形に

なってきたときに、やっぱり住みやすい町という形、それから子育て支援というのが、やっぱり事業

が大事だと思いますし、それからお年寄りの方も大事。要するに老若男女、そういう全ての人たちが

元気はつらつになるまちづくりという形になるかと思うのです。例えば今東毛広幹道とかいっぱいで

きて、ちょっと住民の方からお話いただいたのは、自転車道が大分整備されたのだけれども、ぷっつ

りぷっつり切れているというようなことのお話があったのです。例えばそれを玉村町の全体の中で自

転車道がばっと整備されたらば、皆さんはどうなのだろうかなというふうにちょっと思ったわけです。

なかなかお金もかかることですし、すぐぽっと出るものではないですが、この地方創生ということを

考えたときには、子育て支援だとか、そういう道路網の整備だとかというのも積極的に取り組めるの

ではないか、道の駅の有効活用とか、そういうのも出てくるかと思いますが、そうなってくると本当

に総合的なプロジェクトチームをつくるなり、部署なりつくって、それを対処していくというのが非

常に大事だと思いますので、その辺のところを町長、一言ちょっと言っていただいて。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 今自転車道の話がありましたけれども、これも町の魅力を上げる一つの要素

だと私は考えております。これはなぜかというと、平らな町でございますので、そういうものを通し

た中で町の魅力を上げていくということでございますし、それを一つの事例として、またそれ以外に

もいろんな玉村町のよさがあります。なかなか住民の皆さんは、そんなに玉村町のよさがわからない

というのが現実ですよね。私もそうですけれども、ずっと玉村町に生まれて育った人間というのは周

りを見ても当たり前なのです。例えば麦畑なんか見ても、ただ当たり前ですよね。子供のときから見

ているわけですから。だけれども、女子大に遠くから来て、そういう田園の姿を余り見ていない人た

ちにとって、あの麦畑が青から黄色になっていくというのは物すごい印象に残るみたいです。ですか

ら、そういう町のよさというのをもっともっと売り出していく。我々とすれば何でもないことなので
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すけれども、そうではなくて、何でもないことが物すごいインパクトがあるのだなというのは、私も

つくづく最近そういうのはわかりました。それと同時に、今言ったような形で町の魅力を出していく、

これがその玉村町を発展させる、いろんな要素はありますけれども、大きな柱になるのではないかな

と考えております。 

◇議長（柳沢浩一君） ３番石内國雄議員。 

              〔３番 石内國雄君発言〕 

◇３番（石内國雄君） 役場周辺の事業の中でも、世代間の多目的ホールの建設もそういうものに当

たるかと思うのです。それの運営とか、そういう仕方によって全然町のイメージも変わってくるかと

思いますので、積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

 次の２番目の道の駅の事業を問うということで、工事のほうはどんどん順調に進んでいるようです

し、県のほうで整備している駐車場のほうも目に見えてどんどんやっていますし、広幹道もどんどん

４車線化が進めるかなという形で、希望あふれるような状況なのでございますが、運営体制のほうで

話をさせていただきますと、業務の委託というか、業務運営については、主体にしてしまって発注を

すると。委託して発注すると。全体の管理は、防災関係とか情報発信とかそういうのもあるので、町

のほうが主役ですよというような感じなのですが、そうするとそこの人員配置の話もありますし、担

当課の話もありますし、先ほど地方創生の話をしましたけれども、人員の配置とかなんとかになると

やっぱり再編が必要になってくるかもしれないなという、そのぐらいの本腰を入れないと、なかなか

この事業もうまくいかないのではないかなと思うのです。ある係の中の一部の係の人が片手間に何時

間かやっているだけだということになると難しいのかなと思います。やっぱりそこに張りつくぐらい

の形での事業運営しないと、この道の駅の運営自体が難しくなると思いますし、最終的には町が責任

をとっていくような事業ですから、運営は委託したといっても違うかなと思うのです。 

また、支出のお金の管理とか、そういうのも今回予算のほうのやつで出てきましたけれども、いろ

んな準備は進んでいるようですが、そういうものをしっかりやっていく必要があるのですが、いまだ

にちょっとそうなのかいというふうに回答を聞いて思ったのが、売り上げが当初からずっと４億円、

４億円というのを言われていて、議会のほうでその４億円について、本当かいという話をすると、そ

れは余りにも、私の聞いた範囲ではうんと概算的な、希望的な話で、ちゃんと見直してやりますよと

いうような話が回答があったような気もするのですけれども、まだ４億円の収入でという話なのです

が、その４億円の収入の根拠を細かく教えてください。 

◇議長（柳沢浩一君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 大谷義久君発言〕 

◇経済産業課長（大谷義久君） 済みません、細かくはちょっと対応できないかと思うのですけれど

も、結局あそこに広幹道が通りまして、そこに車が将来何万台通るというような、そういったまず計
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算がありまして、その中から乗用車なり、トラックなり、大型車なりの立ち寄り率というのが統計的

に出せるようになっているようです。そういったことから、どのぐらいの人が確率的に立ち寄るとい

う計算がありまして、その中で立ち寄った人たちが今度はトイレだけではなくて、少し買い物をする

のではないかというような、その確率がまたありまして、そしてそういったものを積み上げていくと、

ちょっと理想的な数字かもしれませんけれども４億円というようなことを過去に計算して、今はとり

あえずそのまま受け継いでいるだけの状態ではありますけれども、再計算はしておりませんけれども、

目標はあくまでも４億円ということで進めております。 

◇議長（柳沢浩一君） ３番石内國雄議員。 

              〔３番 石内國雄君発言〕 

◇３番（石内國雄君） 今の回答が、住民の方が泥船ではないかというので心配しているところなの

です。とらぬタヌキの皮算用ではないですけれども、事業を始めます。情報発信の部分と防災のほう

は全然問題ないのだと思うのです。でも、４億円収入があって、水揚げがあって、その水揚げが町の

ほうにも還元されてくるので、町のほうから出るお金はどんどん減っていって、当初聞いていたとき

には３年後ぐらいからもうけが出てくるような話ですけれども、それが聞いているとだんだん３年で

はなくて、ぐじゅぐじゅ、ぐじゅぐじゅと延びている話は回答でよく聞いているのですが、というこ

とはその分町民の税金がずっとそこに投下されるという話なので、防災と情報発信に行く分には全然

問題ないのですが、そこのところをしっかりシミュレーションしないとだめなのだと思うのです。４億

円というと１日幾らで、何台来て、１人幾ら、１台あたり幾ら買い物されたら４億円になるのですか。

ちょっと教えてください。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） スマートインターが開通しまして、東毛広域幹線道路が２車線ながら全線開

通いたしました。１１月の現在の通行量、スマートインターが１日平均５，５００台、多い日は、土

曜、日曜は６，０００台をオーバーしているということでございます。東毛広域幹線道路が上下と言

うとおかしいのですけれども、両方の通行量合わせますと、２万３，０００台から２万５，０００台

ということでございます。ですから、これが今大胡線まで４車線工事をしておりまして、これが今年

度中には４車線になると思います。ただ、橋は今工事が始まりました。これは、２９年には橋が完成

すると伊勢崎高崎間が４車線になるということでございますけれども、私は３万台の通行量にはなる

という予測をしております。 

 そういう中で、どのぐらい道の駅に寄っていただくかということでございます。これは、道の駅が、

車が寄るような施策をしていかないと寄らないと思いますので、その中でこの東毛広域幹線道路

５６．何キロありますけれども、今のところ道の駅等は一切ないのです。これが最初でございますの
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で、相当数の車がここへ来て、トイレ休憩なりいろんなことをやっていくということは間違いないと

思います。そのためにも、トイレも相当のトイレをつくっております。そういうことで寄っていただ

いて、そこから先ほど言った直売所のほうに足を向けていただけるような形に持っていくというのが

基本的な考えでございますけれども、そういう中で今細かい試算をしているところでございますので、

もう少し、まだ今のところ概算で、大体道の駅で１人寄りますと、大体千二、三百円は１人買ってい

くということでございますので、たばこ買ったり、またお菓子買ったりということで、ジュース買っ

たりということでございます。そういうものを勘案しながら、もっと細かい計算をしてスタートして

いくように。今３年ぐらいで元取って、それがまだぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃ先延びるのではない

かなという石内議員さんの発言ありましたけれども、私は１年たてばプラス・マイナス・ゼロには持

っていけるのではないかなと考えております。 

◇議長（柳沢浩一君） ３番石内國雄議員。 

              〔３番 石内國雄君発言〕 

◇３番（石内國雄君） 町長を信じてよろしいのでしょうか。１年たてばプラス・マイナス・ゼロで、

２年目からは町に貢献してもらえると。大丈夫でしょうか、町長。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） そのぐらいの集客力があると私は読んでいるのです。実際実務をやっている

担当のほうはもっと厳しい考えでいますけれども、今私が石内議員さんに言ったのは、町長としてそ

のぐらいの道の駅をつくっていくという意気込みでございます。 

◇議長（柳沢浩一君） ３番石内國雄議員。 

              〔３番 石内國雄君発言〕 

◇３番（石内國雄君） 町長のすばらしい意気込みはわかったのですけれども、その意気込みが絵に

描いた餅にならないように心配はしていますけれども、ご期待もいたしたいと思います。売り上げが、

例えば水揚げがあったから収益が上がるというものでもないのです。当然水揚げがなければまず始ま

らないことですけれども、それに対するいろんな経費も細かく検討して、収支計算を組んで、その上

で利益が上がるという話でありますから、委託料にしても、投資するシステムにしても、そういうも

のまで合わせたところでやらないと、町としての感覚というのはないのかなと思います。そこまでぜ

ひ計算をしていただきたいなと思います。 

 国の事業なんかでも、道路だとか鉄道だとかいろんなことありましたけれども、あれつくるときの

お金だけで、その後の管理だとか、元を取るという感覚がなくて、収入が上がればもうけもうけとい

うような話が多いですけれども、町はそれでいくと町民の税金がどんどん吸い込まれてしまいますの

で、そういうところのないようにしっかりと経営を管理をしていただきたいなと思うのです。 
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 そういう話でいきますと、町の職員の方はいろんな実務だとか、手続だとか、そういうものについ

てはしっかりとやっていただけるのですが、いわゆる経営戦略という形になるとなかなか難しいのだ

と思います。それで農業公社に委託されたということなのですが、農業公社、私から言っていいのか

どうかわからないですけれども、普通の一般的な経営者と違うのだと思うのです。やっぱりそういう

ような感覚の人を取り入れて事業展開をしないと、泥船にどんどんなって固まるのではなくて、やわ

らかくなって、やわらかくなって、溶けてしまいますので、そうならないように加工して、火を当て

てかたくしたり、板を張ったり、鉄板を張ったりとかしていきながら、しっかりとエンジンをつけて

やっていくような事業展開をぜひご期待をしておりますので、間違いのないようにしていただきたい。

そういう意味でも人材とか、そういう経営感覚というのを早目に取り入れてくださいというのを前に

も何回も話をしたのですが、なかなかそれはそういう形までいかなかったのですが、もう始まります

ので、職員の方が担当されるのであれば、腹をくくって職員からそちらへ転身するぐらいのつもりで

やってもらえるぐらいでやらないと難しいかなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いいた

します。 

 次の質問に移ります。町の管理施設の状況を問うということで、最初駐車場の件でなりました。こ

れやっぱりあそこに駐車場がしっかりできているのだけれども、しっかりあって入れるようにはなっ

ているのだけれども、とりあえず鎖がちょこっとついていたりして、いつ使えるのかねという近所の

方のお話だったり、使い勝手はどうなのかねというお話がちょっとあったものですからこの質問をさ

せていただいたのです。今のご解答では、この１年間で７１回で５，６８０台使用されているという

ことですけれども、あいている期間というのは何日ぐらいあったのですか。 

◇議長（柳沢浩一君） 生涯学習課長。 

              〔生涯学習課長 井野成美君発言〕 

◇生涯学習課長（井野成美君） １年間で７１回使っているだけですから、そのほかの期間はあいて

いるのですけれども。 

◇議長（柳沢浩一君） ３番石内國雄議員。 

              〔３番 石内國雄君発言〕 

◇３番（石内國雄君） 済みません、３００回近くという話になるわけですね。土日とかいろんなあ

れが入るのですけれども、１つは文化センターで事業をやっているときはそこを使わなければならな

いので貸し出せないのだと思うのですが、何か催し物があって、積極的に町の駐車場とか、そういう

のを貸してもらいたいというのを受け付ける、オープンにした体制というのが必要なのだろうなと思

うのです。あれがあるけれども、文化センターのだよね、文化センターがいっぱいになったときには

使うのだよね、だから普通は使ってはいけないのだよね、だから鎖がしてあるのだよね、あれ鎖取れ

て、すぐ入れるのだそうでなのですけれども、鍵をしているわけではないそうなのですが、でもそう
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いうようなイメージになるのだと思うのです。だから、町の資産を積極的に使っていける、有効利用

するという観点から、その辺のところを間口を広げるというか、皆さんに広報して使ってもらえるよ

うな施策をとるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

◇議長（柳沢浩一君） 生涯学習課長。 

              〔生涯学習課長 井野成美君発言〕 

◇生涯学習課長（井野成美君） 文化センターの臨時駐車場ですので、大きな催し物ということなの

ですけれども、大きな催し物が１０カ月前から２週間前まで受け付けしているのです。その臨時駐車

場なりを確実に押さえたいよという話になると、２週間がたたないとなかなか大丈夫だよというお話

はできませんので、事前に申し込んでどうしても借りたいよというお話であれば、１件だけあったの

ですけれども、企業さんで臨時駐車場を借りたいと、そういうお話をしたらどうしても借りたいとい

うことですので、どこかの会場借りていただけないかということで、小ホールなりを半日借りていた

だいたことはありました。以上なのですけれども。 

◇議長（柳沢浩一君） ３番石内國雄議員。 

              〔３番 石内國雄君発言〕 

◇３番（石内國雄君） いわゆる情報の明確化なのだと思うのです。確かに２週間前に申し込まれて

しまった場合には２週間後は使えないというのが明確になるのですけれども、でもこの日はもしかし

たら使えるかなとか、そういうような情報を住民の方が知っているか知っていないかというのは大き

な、申し込んだりなんか、確認、だめなときはだめなのだねというのがわかっていても。そういうよ

うな積極的に情報を出していただいてというのがいいのだろうと思うのです。例えば駐車場のところ

に、何月何日はここは使用予定になっていますとかというのは表示しておくだとか、ホームページ見

ればわかるとか、今のところはあいているけれども、コメントで２週間前になって入った場合には使

えなくなりますというようなものを置いた上で使用の申し込みは受け付けるとかいう、今のところそ

うではなくて、話はわかるのだけれどもというので、ずっとずっとあかないよな、あかないよな、使

いたいのだけれどもなという形でじっと眺めているという状態が多いのかなと思って、もっと有効的

に活用はできないかという施策を講じていただければと思ったのですが、この辺、町長いかがですか。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 本来なら、いつでもあいているときはお使いくださいというのが本来の姿な

のですけれども、今あの文化センターの駐車場に限ってそんなことはないと思うのですけれども、あ

けっ放しにしておきますと、平気で毎日置いておいてという。いざ何か使うときには車が動かないと

いう騒ぎになるのが現状なのです。だけれども、文化センターについては、場所が場所だけにあそこ

へずっと１週間も１０日も置きっ放しにするような車はないと思います。ただ、あけておいてもしよ
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うがないので、せっかく駐車場があるわけですから、必要な人に貸してやりたいというのは十分に思

っていますし、今後生涯学習課のほうでその辺については石内議員さんの意見を聞きながら検討をさ

せていきたいと思います。 

◇議長（柳沢浩一君） ３番石内國雄議員。 

              〔３番 石内國雄君発言〕 

◇３番（石内國雄君） ぜひ検討をお願いしたいと思います。この間文化センターのほう、中に行き

ましたら、視聴覚室ですか、これちょっと駐車場と違うのですけれども、視聴覚室に、もう文化セン

ターもつくって２０年たつのですか。機材がありますよね。いろんな機材なんかも２０年たっている

わけです。映像を映すやつがありますよね。あれなんかやっぱりもう目が弱くなっているというか、

光が弱くなっているというのもありますから、使い勝手がいいようにというのも考える必要もあると

思います。いずれにしても、住民の方が使いやすくするような公共施設、そういう形でのいろんな取

り組みをぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 そういう意味で、もう一点の岩倉自然公園のバーベキュー場なのですが、ここ取り上げたのは、前

に取り上げて全然使えるような、入れないような状態だったというような話があったときに、町のほ

うでは早速対応していただいて、今きれいになって年４回の草刈りをしていただいて、そこで何かす

るというのはできるようになっていました。今町長のほうのお話があったときに、バーベキュー場が

あって、バーベキュー場に来た人がバドミントンをやるとかいうような形で使ってもらえるようにと

いうふうなお考えという形なのですが、あそこは見てみますとバーベキュー場があって、そこの広場

までどうやって行くかというと、バーベキュー場からグラウンドをずっと通ってこちらから入らなけ

ればいけないのです。バーベキュー場とこの広場の間には、今度は草とかそういうのは生えていない

のですが、木が倒れていたりとか、そういうのが倒れていて、そこへ行くのにちゅうちょするような

状況なのです。だから、そこのところに例えば入っていけるような、気楽に入れるような通路をやる

とか、いわゆる使い勝手のいいようにするというのは非常に事業が大事なのかなと思いまして取り上

げたのですが、そこの整備ということについてはどんな方向になるでしょうか。 

◇議長（柳沢浩一君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高橋雅之君発言〕 

◇都市建設課長（高橋雅之君） ただいまのバーベキュー場の北側にあるところに入りづらいという

お話なのですが、一昨年石内議員さんのほうからご指摘をいただいて、昨年度やっと樹木の伐採、あ

とは雑草の片づけをさせていただいて、そのときにバーベキュー場からできるだけストレートにあの

場所に入れるようにということで、２本程度、簡単な道ではないですけれども、入れるようなところ

はつくらせていただきました。車とかそういうものは入れないようにということで、あくまでも歩行

者のみが入れるというような格好で、本当にちょっとした広場という格好で使っていただくというこ
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とであけましたけれども、やはり余り、今度は費用をかけるとなかなか大変になってきますので、実

際歩いて入れる程度には、うちのほうも今後も管理していきたいというふうに考えています。 

 あとは、今後県とも相談しながら、どうやって有効利用ができるかというところもあると思います。

また、あとは以前にも言われています、あそこはよく見えるようにということで、もう少し土手側が

どうにかなればいい場所になるのかなと、我々もそう思っているのですが、なかなかそこまで伐採す

るのに費用等もかかってまいりますので、今現在はあの状態でしばらく使っていきたいというふうに

考えております。よろしくお願いします。 

◇議長（柳沢浩一君） ３番石内國雄議員。 

              〔３番 石内國雄君発言〕 

◇３番（石内國雄君） 道をつくっていただいたようなのですが、よくわからない道でして、この間

行ったらばどこにあるのかなという感じで、例えば道ができて、歩いていくと入り口があるわけなの

ですが、木なものですから、木は成長していますから、入り口もふさがれているというような状態で

すので、よく細かく見ていただいて、本当にやっぱりある程度広目のもので例えば木を並べてしまう

とか、いろんな県との要望があると思うのですが、何か小さくすると使い勝手がよくなって、有効利

用ができるのかなと思いますので、ぜひいろんな検討をしていただいて、善処をしていただけばと思

います。住民の方が喜ぶような施策を町のほうでしていただければと思います。 

 時間が１０分残っていますけれども、以上で一般質問を終わります。 

                                         

◇議長（柳沢浩一君） １０分間の休憩をいたします。４時２５分に再開いたします。 

   午後４時１４分休憩 

                                         

   午後４時２５分再開 

◇議長（柳沢浩一君） 再開いたします。 

                                         

◇議長（柳沢浩一君） 本日の会議時間は、都合によって会議時間の延長を要する場合がありますの

で、あらかじめ延長します。 

                                         

◇議長（柳沢浩一君） それでは次に、２番渡邉俊彦議員の発言を許します。 

              〔２番 渡邉俊彦君登壇〕 

◇２番（渡邉俊彦君） 議席ナンバー２番渡邉俊彦です。議長命により、通告書に基づき一般質問さ

せていただきます。傍聴の皆様には暮れのこのお忙しい中、大変ご苦労さまでございます。ありがと

うございます。 
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国政のほうでは先月１１月２１日に衆議院の解散が行われました。したがって、この暮れの忙しい

中衆議院議員選挙が行われます。昨日１２月２日には立候補者の告示がなされました。各党それぞれ

公約を示し、選挙戦に挑んでおりますが、やはり焦点となるのは国内では原発の再稼働、あるいは憲

法解釈問題、集団的自衛権の行使なのかと思います。 

また、国際的な問題では、我が国にとって大変厳しい状況であるＴＰＰ、環太平洋経済連携協定等

さまざまな問題も選挙では論戦が繰り広げられることと思いますが、究極の論点は与党自民党、公明

党の主張するアベノミクス、成長戦略の継承か、あるいはこの政策に反対する野党、民主党等を支持

するのかを国民に問う選挙ではないかと私は感じております。 

それでは、通告書に従いまして１つ目の質問に入らせていただきます。たまむら道の駅（仮称）で

すが、この進捗状況についてお伺いをいたします。この質問は、先ほどの石内議員と重複するところ

はあるかもしれませんが、よろしくお願いしたいと思います。 

現在は基礎工事の段階で、まだ建物本体は建っておりませんが、来年４月オープンに向け、建物本

体はもとより、外構工事や設備関係、また別発注の高級な防災トイレ等、間に合うのかお伺いをいた

します。この道の駅近くで私は生活しているものですから、つい目について、気になってしまってこ

んな質問をするわけでございます。 

道の駅内にできる予定である出店、テナントの希望者については、先ほど町長さんのほうからお話

がありましたが、１９社と聞いておりますが、出店希望者が予定数に満たないようなことはないかと

思いますが、大丈夫かお伺いいたします。 

同じく道の駅内に農産物の直売所ができると聞いております。ここで販売する農産物については、

特徴を持つことや差別化が必要だと考えます。いわゆる玉村オリジナルブランド的なものをつくって

いくことと思いますが、こういった戦略を具体的に示す時期が来ていると思いますが、どのような状

況かお伺いをいたします。さらに、町長は道の駅は物品販売が目的でなく、玉村町の紹介や情報発信

の場として活用していくと申されますが、具体的に紹介する内容や情報は何をどんな方法で発信して

いくのかをお伺いしたいと思います。 

２つ目の質問に移ります。県央の未来を紡ぐ玉村町と銘打ってスタートした第５次玉村町総合計画

が４年目になります。進捗状況についてお伺いいたします。６章、６つの分野に分けてありますが、

それぞれの進捗状況はどのようになっているかお伺いいたします。その総合計画の中で５章の都市基

盤分野の項目を見ると、機能的な道路網の形成というところがございます。東毛広域幹線道路へのア

クセス道路や都市計画道路の計画的な整備を進めると明示してあります。現在斉田上之手線は工事も

進み、今年度で予定どおりほぼ終わると思います。また、町道２２０号線も具体的になり、平成２６年

度予算もついているようでございます。ほかの都市計画道路の今後の整備計画などをどのように考え

ているか、お伺いいたします。また、各分野について、施策目標、最終年度の平成３２年度に向けた
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達成予定についてお伺いいたします。 

次、３つ目の質問に移らせていただきます。国で示している国土強靱化計画について、町の取り組

みをお伺いいたします。国では国土強靱化基本法を制定し、災害発生時において被害を最小限にとど

め、復旧を速やかに行うとしています。国では国土強靱化のために大きな予算を組んでいるようであ

ります。この補助金等を利用してできる事業は何か検討すべきと考えますが、町の考えをお伺いいた

します。 

玉村町は立地条件がよく、過去の歴史を見ても大きな災害が少なく、洪水あるいは大火等はありま

すが、山間地域や海岸を持つ地域のように土砂災害や津波災害は発生することはありませんが、災害

が非常に少ない地域だけに、ことしの大雪災害のように職員はもとより、住民の多くは戸惑うことが

たくさんあります。ことしも各地で大きな自然災害が発生しています。長野県と岐阜県の県境の御嶽

山の火山噴火により多くの犠牲者が発生しました。先月には長野県北部において震度６弱の地震が発

生し、多大な被害が発生しております。このような状況の中、国で示す国土強靱化基本法に該当する

ような補助事業があれば実施すべきと考えます。 

以上をもちまして、１回目の質問とさせていただきます。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君登壇〕 

◇町長（貫井孝道君） ２番渡邉俊彦議員の質問にお答えいたします。 

 まず初めに、たまむら道の駅、これ仮称でございますけれども、この進捗状況についてお答えいた

します。たまむら道の駅（仮称）は、本体建設工事を初め、附帯するトイレ棟、駐車場、出入り口交

差点改良工事を既に発注をし、来年４月下旬のオープンを目標として現在着々と工事を進めていると

ころでございます。商工部門の出店者につきましては、来年度からの運営委託が決まりました公益財

団法人玉村町農業公社が主体となり、町商工会を通じてこの９月に出店者の募集を行ったところ、商

工会員１９社より出店の意向がありました。出店の内容につきましては、飲食物販売、自動販売機の

設置、厨房での飲食サービスの提供となっております。現在は、各出店者との個別協議を行っており、

今後は運営協議会の設置等も視野に入れて、さらなる調整を図ってまいります。 

 次に、農産物の販売でございますが、生産履歴など食の安全の観点から、主としてＪＡ佐波伊勢崎

からの出荷をお願いしております。さらに個人生産者の農産物も販売できるよう道の駅に生産履歴管

理システムを導入するとともに、定期的に専門家の指導等も仰ぎ、徹底した食の安全管理、品質向上

を図り、町内農産物の生産、消費の拡大を図っていきたいと考えております。 

 その質問の中で、どのような情報発信についての質問がございましたけれども、通告になかったも

のですから、第２の質問でお答えしていきます。 

 次に、第５次玉村町総合計画についての質問にお答えいたします。まず、１から５までありますけ
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れども、１と３についてあわせてお答えいたします。第５次総合計画のそれぞれの項目の進捗状況に

つきましては、来年度に後期基本計画の策定を行いますが、その際に前期基本計画の評価、検証をい

たします。前期基本計画の策定から５年を迎えるわけですが、その間に社会環境の変化等もあります

ので、後期計画に反映させるとともに、住民の意識調査としてアンケート調査を実施したいと考えて

おります。また、地方創生のための総合戦略と整合性を持たせた計画として、コンパクトな町として

のメリットを生かした特色ある後期基本計画としたいと考えております。 

なお、総合計画の最終計画年度に向けた達成予定のお尋ねですが、平成２７年度に予定している後

期基本計画の検討の中で明らかにしてまいりたいと考えております。 

次に、２番であります機能的な道路網の形成の今後の整備計画や予定はどうかについてお答えいた

します。目指す姿では東毛広域幹線道路が本年８月に全線開通をし、利根川に架橋されている各橋は

交通渋滞が解消され、スムーズに流れるようになりました。また、高崎玉村スマートインターチェン

ジも本年２月に開通をし、多くの方に利用をしていただいております。町道では東毛広域幹線道路に

つながる主要道路、斉田上之手線については本年度完成に向けて事業を進めております。また、下之

宮、東部工業団地を結ぶ町道２２０号線につきましても、早期完成に向け事業を進めている状況とな

っております。 

また、狭隘道路の改良や歩行者空間の整備を行い、安心して通行できる道路を目指すとなっており

ますが、目標改良済み道路延長は２５８．８キロメートルでありますが、現在２６０．６キロメート

ルであります。ですから、目標の道路延長をオーバーしているということでございます。また、次に

目標歩道設置済み道路延長は予定でいきますと２７．２キロメートルでありますが、現在は２７．３キ

ロメートルということで、これも目標の延長を達成しているという状況でございます。目標延長には

既に達成しておりますが、今後も安全に通行のできる町道を目指し、事業を進めていきたいと考えて

おります。 

最後に、国道強靱化計画に対する町の取り組みについての質問ですが、平成２５年１２月１１日に

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法、これ以下は基

本法と申します。基本法が公布され、施行されました。基本法の前文では、東日本大震災の発生及び

南海トラフ地震、首都直下地震、火山噴火等の大規模自然災害等の発生の恐れを指摘した上で、今す

ぐにでも発生し得る大規模自然災害等に備えて、早急に事前防災及び減災に係る施策を進めるために

は大規模自然災害等に対する脆弱性を評価し、優先順位を定め、事前に的確な施策を実施して大規模

自然災害等に強い国土及び地域をつくるとともに、みずからの生命及び生活を守ることができるよう

地域住民の力を向上させることが必要であるとしております。この計画は、国土の健康診断に当たる

脆弱性評価を踏まえて、強靱な国づくりのためのいわば処方箋を示したものであります。また、国土

強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、この計画以外の国土強靱化に関する国の
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計画等の指針となるべきものとして策定するものであります。 

平成２７年度の国における予算の概算要求は、１５のプログラムについて重点的に推進することと

して、国土交通省の災害リスクを最小化するための水害対策や道路老朽化対策を初め、１１の府省庁

から合計４兆５，４１５億７，３００万円となっております。補助金の活用に関しましては、今後当

町としても精査をした中で、町の施策と合致したものがあれば積極的に要望していきたいと考えてお

ります。 

以上です。 

◇議長（柳沢浩一君） ２番渡邉俊彦議員。 

              〔２番 渡邉俊彦君発言〕 

◇２番（渡邉俊彦君） これからの２回目の質問は自席にて、１回目の質問に沿って順次質問させて

いただきます。 

 道の駅の建設工事が行われておりますが、社会情勢というか、うわさというか、その中では資材の

高騰だとか、品薄だとか、職人不足ということで、多分おくれるのではないかということを言う方も

おるわけですけれども、私もあそこを通ってみたり、近くですから目につくものですから、本当に４月

のオープンに間に合うのかなと心配はしております。その辺は、具体的に大丈夫なのでしょうか。 

◇議長（柳沢浩一君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 大谷義久君発言〕 

◇経済産業課長（大谷義久君） 今のところ大丈夫だと思っております。これがだんだん近づくに従

って、その辺今議員さんおっしゃったようなことも踏まえてどうなるかということは、なったときに

はまた相談させてもらうことにはなりますけれども、今のところ大丈夫だというふうに思って進めて

おります。 

◇議長（柳沢浩一君） ２番渡邉俊彦議員。 

              〔２番 渡邉俊彦君発言〕 

◇２番（渡邉俊彦君） ぜひ予定どおり進むのが一番いいかと思うので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 次に、また出入り口の関係なのですが、前回の議会で質問させていただきまして、信号機の設置、

大型車の進入を可能にするという答弁いただきました。これも含めて４月のオープンに向けて手続が

何か済んでいるように答弁いただいたようですけれども、順調なのでしょうか。 

◇議長（柳沢浩一君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 大谷義久君発言〕 

◇経済産業課長（大谷義久君） そちらにつきましても工事は発注しておりますし、順調に進んでい

るというふうに解釈しております。 



－101－ 

◇議長（柳沢浩一君） ２番渡邉俊彦議員。 

              〔２番 渡邉俊彦君発言〕 

◇２番（渡邉俊彦君） 信号機は、許可の関係なんかあると思うですが、警察のほうの。そういった

ことも含めて大丈夫なのですか。 

◇議長（柳沢浩一君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 大谷義久君発言〕 

◇経済産業課長（大谷義久君） おっしゃるとおり、信号機につきましては県警のほうで対応してい

ただくということで、そのほかの工事を町のほうでやるというような形になっておりまして、県警の

ほうでもある程度建てる位置を確定させてほしいというような話も来ておりますので、順調だという

ふうに解釈をできるというふうに思っております。 

◇議長（柳沢浩一君） ２番渡邉俊彦議員。 

              〔２番 渡邉俊彦君発言〕 

◇２番（渡邉俊彦君） それでは、県警のほうが了解しているということは、町の要望をのむという

ことは信号機がつくと、こういうふうに解釈していいわけですね。よろしくお願いいたします。 

 また、出店希望者の関係なのけれども、たくさんいると、１９社いるということで、大変安心はし

たのですが、その希望者というのは道の駅の中に加工をする部屋というのか、施設というのか、そう

いうものもできるようですけれども、その加工する業者というか、そこへ入る業者も含めての１９社

なのですか。そちらも皆埋まっているというか、埋まる予定なのですか。 

◇議長（柳沢浩一君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 大谷義久君発言〕 

◇経済産業課長（大谷義久君） その１９社というのは商工会経営の関係者が１９社ということであ

りまして、今議員さんがおっしゃる加工施設というのは農産物の加工ということで、基本的には漬物

の加工ということで今話が進んでおりまして、これとは別に農家のほうの集まりから成る、正式にま

だ法人とか、そういう組織は確定していないのですけれども、若い農家の有志の方による加工、漬物

の団体が入る予定にはなっております。 

◇議長（柳沢浩一君） ２番渡邉俊彦議員。 

              〔２番 渡邉俊彦君発言〕 

◇２番（渡邉俊彦君） 先は明るいのでしょうね。よろしくお願いしたいと思います。この道の駅の

運営について、心配する町民も少なくはない、先ほどからも話出ていますけれども、ないわけでござ

いまして、こんな道の駅の運営はうまくいくのかい、大丈夫かいとか、そういったこともよく耳にし

ますが、特に心配がないと、その心配を払拭させるということが町から示せる、これだから大丈夫だ

よと、この辺はもう絶対大丈夫だと。町長さん、１年でとか先ほどの質問で答えていましたけれども、
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具体的にこういうのだから大丈夫だというのがあれば、地域の住民も町民も非常に安心すると思うの

ですけれども、何か示せるものがありますか。 

◇議長（柳沢浩一君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 大谷義久君発言〕 

◇経済産業課長（大谷義久君） 具体的にこれだから大丈夫というのは、なかなか示せるものはない

のですけれども、前から積み上げてきました計画がある程度予定どおりに進んでいるということをも

ってご理解いただきたいというふうに思っております。 

 それから、どうしますか。先ほど通告にない情報の関係があったので、これまた後で。 

◇議長（柳沢浩一君） ２番渡邉俊彦議員。 

              〔２番 渡邉俊彦君発言〕 

◇２番（渡邉俊彦君） その前に、もうちょっと農産物の話を、うちも農家なものですから、ついで

にではないですけれども、聞いておきたいと思う部分もあるのですが、この農産物を、作物を農家に

指導して、品数をふやしたほうがいいとは思いますので、そういった指導をどういうものを指導した

か、品数はどのくらいあるのか、あるいは指導センターとか、指導機関や農協に相談して研究したの

かとか、その辺も聞いてみたいと思っているわけでございますけれども、町長が施政方針のときです

か、申していると思うのですが、地場産ブランドをつくって売っていくのだと、こういう話もしてい

ましたけれども、それについては何かありますか。できていますか。 

◇議長（柳沢浩一君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 大谷義久君発言〕 

◇経済産業課長（大谷義久君） 農産物の指導等につきましては、やはり普及センターですとか農協

等が主体になるかと思います。今現在それを特別に指導センターに依頼しているということはないの

ですけれども、町といたしましてもオリジナルブランドといいますか、そういった特産品をつくって

いこうという取り組みを経済産業課としても前から行っておりまして、一つの例としては水ナスとい

うことになりますので、それの普及、振興を図っているところでございまして、それ自体を販売する

ということも当然あるのですけれども、そちらをたまたまという言い方はおかしいのですけれども、

加工して漬物、浅漬けで売ろうというのが今回、それをメーンに売ろうというのが今回の加工所の活

用というふうに話がつながってきておるところでございますので、それも一つの特産、ブランド化と

いうようなことにはなるのかなと。言い方を変えれば、６次産業化のスモールケースかなというよう

な気もしないでもないですけれども、そんな状況でございます。 

◇議長（柳沢浩一君） ２番渡邉俊彦議員。 

              〔２番 渡邉俊彦君発言〕 

◇２番（渡邉俊彦君） 一生懸命やって、農産物を、ブランド品をつくってもらうということはいい
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ことだと思いますけれども、とにかく農産物、品物がたくさんあれば購買者もふえて、道の駅には新

鮮な農産物がたくさんあるよということが口コミで広まれば購買者もふえて、売り上げも上がって、

運営もうまくというふうに考えますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。やっぱり農家の

人に聞いてみたのですけれども、「道の駅で販売するもの、何かつくってくれという話あるのかい」

と聞いたところ、「特に指導は受けていないよ」という話をしていましたけれども、細かに指導した

ほうが、農家の人だって待っていると思うのです。自分の生産物が売れてお金になるということにな

れば。そこまで細かくやったほうがいいかなとは考えますけれども。 

 続きまして、先ほどの通告にない話なのですけれども、道の駅に立ち寄った人等に情報発信すると

いう話で、いろんなシステム関係だとか、それを入れるのだと思うのですけれども、道の駅はちょっ

とわかりませんけれども、サービスエリアなんか行きますと、道路の渋滞情報だとか、いろいろその

地域の観光名所とかしてありますけれども、そういったことでもするのかなと思って、その辺通告に

はなかったのですけれども、質問させてもらったわけですけれども、どんな形で考えていますか。 

◇議長（柳沢浩一君） 経済産業課長。 

              〔経済産業課長 大谷義久君発言〕 

◇経済産業課長（大谷義久君） 先ほどの補正予算の中でもお話出させていただいたのですけれども、

デジタルサイネージという関係、テレビの画像で、単純に言うと画像のようなものですけれども、そ

ちらですとかホームページの関係、それから直接ポスターを張るですとか、パンフレットを置くです

とか、そういったことによって情報発信を積極的にしていきたいというふうには考えております。 

 中身といたしますと、道の駅ですので、まず交通情報というのは当然あるかと思いますし、地域の

情報、イベント情報、観光情報等を発信していきたいということでございます。ご承知のとおり、こ

の道の駅というのは玉村町の、いわゆる通過する人から見れば玄関口というような形に位置づけがな

ろうかと思いますので、休んでそのまま抜けていくだけではなくて、次のとき、今度は寄ってみよう

とか、少なくともそういうふうになっていくように、町なかに玄関口からいかに誘導していくかとい

うような、そういう視点を持って取り組んでいきたいなというふうに思っております。 

◇議長（柳沢浩一君） ２番渡邉俊彦議員。 

              〔２番 渡邉俊彦君発言〕 

◇２番（渡邉俊彦君） 関連するかと思いますけれども、今言ったように寄った方にはそういった情

報を流せますけれども、その前の段階があると思うのです。どうしたら寄ってもらえるかと。そうい

ったことも考えなくては、寄ってもらわないことにはまず話が始まらないと思いますが、寄ってもら

う手段というか、手だてというか方法、そういうところを何か考えているのなら、具体的に何か看板

立てるとか、例えばその辺は何か考えていることがありましたら、お願いしたいと思います。 

◇議長（柳沢浩一君） 経済産業課長。 
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              〔経済産業課長 大谷義久君発言〕 

◇経済産業課長（大谷義久君） 具体的にストレートな看板につきましては、県の土木のほうのご協

力で何キロ前というようなところで、道の駅という看板ができる予定にはなっております。それから、

確かに来ていない人に情報発信するというのは難しい話なのですけれども、先ほどから出ております

ホームページですとか、そういったところがかなり力になってくるのかなというふうに思っておりま

す。それから、今群馬県内で３０道の駅があるのですけれども、そこが１つになったパンフレットに

なっているのもありますので、そういったところに当然できたときには入れていただくような形にも

なりますので、そういったパンフレットによる情報発信、それから近隣の施設に対して町のできたパ

ンフレットを配布するですとか、そういったことも考えてはおります。 

◇議長（柳沢浩一君） ２番渡邉俊彦議員。 

              〔２番 渡邉俊彦君発言〕 

◇２番（渡邉俊彦君） ぜひ頑張ってもらって。運営がうまくいくことを願っていますし、町長の先

ほどの答弁ではございませんけれども、１年以内に黒字になるだろうという話でございますので、私

どもは地元ですので、できることは協力しながらと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次の質問に移らせていただきますけれども、第５次玉村町総合計画の関係なのですが、この第５次

玉村町総合計画の最終年度、平成３２年ということになっています。来年見直しするようであります

けれども、それを見ますと、３２年の玉村町の人口予測を３万８，０００人を維持する、目指すとい

うようなことになっているようでございます。現在玉村町は、３万７，０００人強ですけれども、こ

のまま３万８，０００人が大丈夫なのか、保てるのかという疑問を持ちます。今の社会情勢ですと、

なかなか自然増は望めませんから、社会増ということになるかと思いますが、定住促進住宅の造成等

により、町もいろいろ工夫をしていると思いますけれども、その定住促進住宅も玉村町に移り住んで

もらうということになると思いますので、その辺を維持できるか、予測とか、それ以外の政策がある

のかお伺いいたします。 

◇議長（柳沢浩一君） 経営企画課長。 

              〔経営企画課長 金田邦夫君発言〕 

◇経営企画課長（金田邦夫君） 人口問題が第５次総合計画、最大の関心事、ポイントだったのです

が、先ほど石内議員さんのご質問にもお答えいたしましたように、国はもっと危機感を持って、今全

国的に地方にそういう人口対策の総合戦略というものを策定するように求めています。それは努力義

務なのですが、ただやらないところは何か手厚い対策だとか、そういうものはしないふうに流れるか

と思います。でありますので、玉村町も第５次総合計画の後期計画の策定を来年いたしますので、そ

れに合わせて取り組んでいきたいと思っています。 

 先ほどもお話しいたしましたが、第５次総合計画の１０年後の目標人口が３万８，０００人という
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ことで、現状をキープするということで設定したわけなのですが、もう少し厳しい状況になってくる

のかなと予測されます。定住促進住宅ということで、文化センター周辺も計画戸数２００戸の住宅団

地の造成ということも計画に入っておりますが、かつての玉村町が人口がふえたときのことを見ます

と、公的な開発だけではとても間に合わず、民間による事業者の開発が玉村町の全域にわたって行わ

れた経緯がございます。とてもあのような状況をまた再現することはもはや不可能かと思われます。

これは日本全国的にそうだと思います。でありますので、人口問題については、単に定住を促進する

だけではなくて、そもそも結婚問題とも大きく絡みますので、その辺のこともまだ現在玉村町では取

り組んではおらないですが、結婚、妊娠、育児が人生の希望につながるようなことまで踏み込んでい

かないと、なかなかこの人口問題というのは解決しないのではないかと、そんなような感じを持って

います。 

◇議長（柳沢浩一君） ２番渡邉俊彦議員。 

              〔２番 渡邉俊彦君発言〕 

◇２番（渡邉俊彦君） ぜひいろいろ政策やら手法やら考えて、衰退しないように、国でも消滅市町

村が相当ある報道をしていますけれども、その中に入らないようにお願いしたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 次に、第５次総合計画の中に都市基盤分野というのがございまして、その中で機能的な道路網の形

成というのがあります。この質問について、町長も先ほどお答えいただきましたけれども、もうちょ

っと詳しくお聞きしたいのですが、計画されている都市計画道路に滝川通り線というのがありますが、

この計画道路は板井から、うちの上新田のスマートインターチェンジ付近を通って、南へ伸びて国道

３５４号線を突っ切って滝川沿いを東に進んで、ずっと東に行きまして、上茂木の３５４のところに

合流する、こんな計画のようにこのマスタープランなんか見ると書いてありますけれども、実際現実

の話ですけれども、この滝川通り線の実施率はゼロ％、完成延長率ゼロメートルでございます。今後

の着手を含めた予定をお伺いしたいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

◇議長（柳沢浩一君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高橋雅之君発言〕 

◇都市建設課長（高橋雅之君） 都市計画道路で、滝川通り線についてのご質問でございますが、こ

の滝川通り線は、先ほど議員さんのほうからもお話がございましたように、新滝川をずっと西に進み

まして、北へ上って現在のスマートインターチェンジのところに出てきて、それから板井へ向かう道

路という計画道でございます。実際既にここにスマートインターチェンジの出口ができている。もう

交差点が既にできていまして、北側にはちょっと隅切りがされているような箇所があると思うのです

が、広幹道の北側です。あれが滝川通り線が一応計画されている地点ということでございます。しか

し、今度はここの場所にぶつけていくためには、やはり信号、交差点等が非常に複雑になってしまい
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ます。そういう面から、今後この線については検討していかなくてはいけないという路線になってお

るというふうに感じております。 

 この道路につきましては、計画はされているのですが、まだ進捗率ゼロというお話をしておりまし

たが、まだまだここの道路については実際計画道路ということでありますが、進んでいないというの

が現状かなと思います。 

 町の中でもいろんな計画道路がございますが、やはりなかなか進捗率といいますか、現在進んでお

りますのが、広幹道につきましては、これ全線開通になっております。それと、あとは藤岡大胡線も

一部北のほうはできておりますが、上飯島から南へ入りますと、もう新滝川でとまって、それ以降、

南はまだ全然進んでございません。まだまだこういう計画道路ございます。今後計画道路の着工に向

けて、また一部変更等も考えながら進めていかなくてはいけないというふうに感じております。着工

がいつかということになりますと、まだちょっとお答えができない時点になっておりますが、今後計

画の見直し等を考えながら進めていきたいというふうに考えています。よろしくお願いします。 

◇議長（柳沢浩一君） ２番渡邉俊彦議員。 

              〔２番 渡邉俊彦君発言〕 

◇２番（渡邉俊彦君） 今課長がお答えくださったように、上新田にできているスマートインターチ

ェンジと東毛広域幹線道路の交差点のところにその滝川通り線が通過するということは、私も現場を

見て感じておりますけれども、この変更も検討するということであるので、ぜひ早い計画で、できれ

ばもう既にできているのですから、変更計画があってもしかるべきかなという気もしなくはないので

すが、それはそれで先々変更していただいて、ぜひ完成に向けてお願いしたいと思いますけれども、

よろしくお願いいたします。 

また、町長よく上新田には広域幹線道路が通って、スマートインターチェンジもできて、玉村町の

玄関口だなんて申してくれます。こんな観点から上新田に道の駅の建設を進めていることと思います

けれども、町の道路行政については、他の地域と比較して上新田おくれているような気がちょっとす

るのです。上新田地域に関する都市計画道路の予定は、滝川通り線のほかにもう一つ与六分上新田線

というのがあるのですけれども、この２路線が計画されておりますが、どちらも実施率、完成延長と

もゼロでございます。気の早い住民の人は、この滝川通り線なんかのことを、いつできるのだいなん

て言う気の早い人もいますけれども、まだだと、そんな感じで立ち話はしますけれども、また上新田

地域に関する都市計画道路が両方ゼロというのは、これはどういった理由でもあるのか、ちょっとお

聞きしたいのですが。 

◇議長（柳沢浩一君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 高橋雅之君発言〕 

◇都市建設課長（高橋雅之君） 上新田地域に２本の計画道路が通っているという中で、進捗率がゼ
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ロというのはどういうのだというお話でございます。なかなかやはり今現在与六分上新田線も、これ

は与六分前橋線のほうが交差点がつきまして、信号から南下して１本目の十字路までは入るようには

できておりますが、これは都市計画道路の幅にはまだ全然足りない。一般道としての接道という格好

になっています。ここの辺につきましても、今後事業化の検討を進めていかなくてはいけないのかな

というふうにも思っています。実際広幹道が開通するに当たって、今後旧３５４とのつなぎ、それも

ございますし、やはりこの上新田線は、滝川線が始まらないと最終の受けがなくなってしまいますの

で、そこいらも検討の課題が１つあるのかなというふうにも感じてございます。できるだけ早く計画

等も見直しながら進めていけるように対応していきたいというふうに感じております。よろしくお願

いいたします。 

◇議長（柳沢浩一君） ２番渡邉俊彦議員。 

              〔２番 渡邉俊彦君発言〕 

◇２番（渡邉俊彦君） 予算、お金のかかることなのでなかなか大変だと思いますけれども、ぜひよ

ろしくお願いしたいと思いますが、この時期は来年度予算の編成時期であれなのですから、ぜひ課長、

予算要求していただいて、調査費ぐらいはつけていただければありがたいなと思いますけれども、よ

ろしくお願いいたします。 

 次の同じ第５次玉村町総合計画の施策目標なのですが、最終年の平成３２年までにできる限り作成

することを望むところでありますけれども、どのぐらいを予定というか、できるような予定かお伺い

したいと思います。町長お願いします。 

◇議長（柳沢浩一君） 町長。 

              〔町長 貫井孝道君発言〕 

◇町長（貫井孝道君） 一番の目標、３２年までの目標は、人口減を食いとめて、３万８，０００の

人口を確保できるかということだと思っております。平成１７年から少しずつですけれども、ずっと

人口が減ってきました。それで、ことしの８月に初めてプラスになりました。８月、９月がプラスに

なりまして、これは私は１０月にもしプラスになれば、相当人口が上向いてきたかなというのができ

るのかなと思ったのですけれども、１０月は減ったのです。減りましたけれども、１１月がまたプラ

スになったということで、今までと違った人口増の動きをしております。 

 新築物件につきましては安定的にふえているのです。安定的にふえているのですけれども、人口は

そういうわけにいかないということでございますけれども、ちょっと広幹道の開通等がありまして、

玉村町が非常に脚光を浴びていますので、それに乗じて県内でも一番通勤、通学がしやすい、通学と

いうと、子供ですから車でというわけにはいきませんので、この車のほうは余り便利とは言えません

けれども、通勤に対しては県内どこでも行けるということで非常に脚光を浴びています。そういう意

味でも、例えばこの間伊勢崎署の署長と話したのですけれども、警察官が玉村町に１５０人ぐらいい
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るよという話でございまして、そのぐらいどこへ転勤になっても、玉村町からなら通えるということ

で、玉村町にうちをつくっているということでございますので、そういう空気が徐々に広がってきて

いるのかなという感じでございます。 

先ほど上新田地区がちょっと道路網が今ゼロだということで、おくれているということでございま

す。また、これはちょうど渡邉議員さんが出てきたので、腕の見せどころがこれから出てくるのでは

ないかと。渡邉さんの腕の見せどころが出てくるのではないかなと私は期待しております。そういう

意味と、スマートインター、広幹道、それに道の駅ということで、これ上新田の皆さんには、まずは

この上新田の皆様にこの辺を大事にしていただいて、宣伝をしていただくということが大きな力にな

りますので、ぜひそのときはまた渡邉議員さん先頭になって、上新田の皆様方にこの辺のリーダーと

なっていただきたいなと思っております。まずは人口をどうやってふやしていくか、これが第５次総

合計画の３２年、１０年間の大きな目標で、この人口をふやすためにいろいろな施策をしていく、そ

れにつながる施策をしていく、これが町全体の皆さんの住みよいまちづくりに私はなっていくものと

思っておりますので、今後もいろんな面でご指導とご協力をお願いする次第でございます。 

◇議長（柳沢浩一君） ２番渡邉俊彦議員。 

              〔２番 渡邉俊彦君発言〕 

◇２番（渡邉俊彦君） ありがとうございました。よろしくお願いいたしたいと思います。 

 次の質問に入らせていただきます。国で言っている国土強靱化計画、これは国土強靱化基本法とい

うのを制定して、大きな予算を組んでいるわけですけれども、これはやっぱり町長答弁のほうでもご

ざいますけれども、関東ですと南海トラフ巨大地震だとか、東南海地震だとか、都市直下型地震だと

かという、そういう大きなものを想定した予算かとは思いますけれども、災害の少ない玉村町におい

ては該当する補助事業はないのだと、いいのだと、そういうことではなく、やはりそういった大きな

ハード面ばかりではなく、住民に例えば災害の情報を伝えるだとか、該当するかどうかは別としまし

て、避難の情報を伝えるだとか、そういったソフト面のことも視野に入れて検討して、住民が安心し

て暮らせるまちづくりに向けて、まちづくりをやっていくのがいいかなと思うのですけれども、その

辺の考えというか、施策というか、お願いしたいと思います。 

◇議長（柳沢浩一君） 生活環境安全課長。 

              〔生活環境安全課長 斉藤治正君発言〕 

◇生活環境安全課長（斉藤治正君） 国土強靱化計画の関係で、先ほど町長からの答弁でもありまし

たとおり、ハード面というのが大きく前面に出る形をとっております。中でも１１の府省庁から合計

４兆何がしということでお答えさせていただいたことでございますが、その中で大きく占めるのはハ

ード事業ということでございます。 

 先ほどちょっとご指摘いただきましたソフト面の関係でございますが、具体的には２７年度の国の
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ほうの、これは内閣官房の国土強靱化推進室というところが概算要望の説明のところに出ておるので

すけれども、その中でソフト面としてちょっと使えそうなのかなというのが、総務省から出ておりま

す行政無線等のデジタル化、一つの例でございますが、消防団を中核とした地域防災力の充実強化、

そんなようなメニューも一例として挙げられております。その補助事業を活用するためのいろいろス

テップとかの条件とか、もろもろ当然あると思います。そのあたりにつきましては、先ほど言われた

とおりソフト面の活用についても十分配慮といいますか、検討しながら進めていければというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

◇議長（柳沢浩一君） ２番渡邉俊彦議員。 

              〔２番 渡邉俊彦君発言〕 

◇２番（渡邉俊彦君） ありがとうございます。実は、きのう衆議院選の告示が行われまして、ある

市長と話ししたら、この国土強靱化計画の話を出してみたら、玉村町には該当するものは余りないけ

れども、そういった細かいものであるよ、総務省に聞いてみなという、それまでの話なのですけれど

も、やはり今課長が答えてくれたように、なくはないようなので、ぜひ研究をして、安心して暮らせ

るまちづくりに役立ててもらえればと思います。 

 大変ありがとうございました。時間もまだありますけれども、終わりにしたいと思いますけれども、

とにかく災害が起きないことが一番いいことで、町民が安心して暮らせると、さらに今大きな事業、

道の駅が順調に工事が進んで、運営もうまくいくと、これを望むところでございます。さらに、第５次

玉村町総合計画の施策目標に向かって、より近づくことを願っておりますので、これで質問を終わら

せていただきます。 

                      ◇                   

〇散  会 

◇議長（柳沢浩一君） 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これにて散会といたします。 

 なお、あした４日は午前９時までに議場へご参集ください。 

 大変ご苦労さまでした。 

   午後５時１５分散会 


